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l 合格枠制関係

(1) 総論

①司法試験は， どのような性格を有する試験であるか。

②合格枠制は， どのような目的，考え方で設けるのか。

③司法試験が資格試験であるとすれば，合格枠制を設けることはできないのではな

いか。

④合格枠制に関する制度を設けるについて， 司法試験制度の在り方から，一定の制

約はないのか。

⑤いったん導入した後， これをやめる余地を残すような制度として，合格枠制に関

する制度を制度化するのは， なぜか。

⑥合格枠制に関する制度は，受験生を不安定な状態に置くのではないか。

(2) 合格枠制に関する制度の法制化の方法

⑦合格枠制に関する制度を法律で規定するのは， なぜか。

⑧合格枠制に関する制度について司法試験法第8条第2項以下に規定するのは， な
ぜか。

⑨合格枠制に関する制度を司法試験法の本則において規定するのは， なぜか。
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(3) 経過措置

⑪合格枠制に関する制度を平成4年から施行するのであれば，合格枠制は平成4年

から実施することが可能になるのか。

⑫司法試験管理委員会規則で受験期間が3年程度と定められることが予定されてい

るのであれば，平成7年ころまでは合格枠制を実施することができないのに，現時

点で， そのような合格枠制に関する制度を法制化するする必要があるのか。

(4) 司法試験管理委員会及び司法試験考査委員

⑬合格枠制の採否の判|析を司法試験管理委員会が行うこととしたのは， どのような

理由に基づくのか。

⑭司法試験考査委員は， 司法試験の合格者の決定に関して， どのような権限を有す
るのか。

(5) 合格者数

⑮司法試験の合格者数は， どのように決定されるのか。

⑯合格枠制において， それぞれの合格者枠の人数を定めるについて， 司法試験考査

委員は， どのような権限を有するのか。

⑰合格枠制を実施する上で，法律上司法試験管理委員会が， あらかじめ司法試験の

予定合格者の概数を決定するものと規定することはできないか。

… (6)_ 合格枠制の内容，実施方法＆; ≦ ､雪
垂~ 毛 ． 『生 垂 .
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ゐ』司法試験管理委盲会ほ; どのような場合に；その必要があると認めて,合格枠制… ､ h
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を採用し， どのような場合に， その必要性がないと認めて， いったん採用した合格

枠制をやめることになるのか。

〔参考〕 法曹三者の基本的な合意による検証基準において， 3年以内の者が4 0%程

度になる見込みがあれば，合格枠制を採用しないとしているのは，合格枠制の

採用について，絶対的な指標を示しているのではないか。

⑳合格枠制の実施が避けられれば，避けた方が望ましいのであるとすれば，

合格枠制の実施に当たっても， 司法試験管理委員会が， 司法試験管理委員会規則に

おいて合格者の割合の上限を定め， その範囲内で，毎回の司法試験の制限枠の合格

者の割合を決定することができることとすべきではないのか。

⑳合格枠制を論文式試験についてのみ行うこととしたのは， なぜか。

⑳制限枠の合格者の割合及び制限枠の基準となる受験期間について， 司法試験管理

委員会規則で定めることとしたのは， なぜか。

⑳いわゆる丙案による合格枠制について， 「合格者の一部につき，第二次試験の短

答式による試験を初めて受けた時から一定の期間内に当該論文式による試験を受け

た者から定める制度」 という形で過不足なく表現しているのか。

非法律選択科目の廃止

⑳今回，非法律選択科目を廃止するのは， なぜか。
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〔資料I 司法試験合格者決定の法的性格-1]

答司法試験は，篭豊資驚鴦付与するⅢ弾の前提となる国家試験である｡が,合格丈ゑ息と
．』惑星患鳥烈鷲質資脚i■位気されゑねは万I“､く≦, ‘…司迭修習生に採用される資格が
』襲驫裏拠■る《Q豆迄＃ 鷺，法曹資格は， 司法試験合格後， 司法修習制度の下で2年間の司一つ

法修習を終了することによって付与される。

ところで， 現在の司法修習制度は， _凰熱息ふゑ黒麗修豊窯朧と L4進法曹二意鍾拠萄患掘
の実務教育がひつすのものとされ ， しかもその終了者に対して法曹資格を付与するにふ

…比昭幽…ｰ審議副浬曲当;麺,凹壺高“認畢蓉嘘曳語琴萱奉『鵡鳥とM…臥農謹痴需跡鐸萄g蓉等君､唾､毛誤唾･野幸鑑』も'‘$挙零臨鋒雲誰艀

さわしい水準を維持すべきものであるから，亘臘班修駈及竪表笏修貿地に駕鬼u豆販巽璽“
Zk甕璽患瀧教宣を撮供豆、意ゑ国彰篭修習生‘の数には,…おの成と限界があ‘る。 さらに， 司法
修習生の採用数には，法曹に対する社会的な要請の変化， 国家財政事情等も反映される
ことになる。

司法試験は， もとより，法曹資格を付与することを目的とした試験であることから資

格試験であると考えられ， また， 司法修習を開始するに足りる必要最低限度の基準を超

えていない者は合格させてはならないものであるから， その意味で合否判定1畳墨惠瓜魚棊
蕊蕊瞳患懲息試験制度であると考えられる。

しかしながら，他方で， 司法修習生の採用数には限界があることから， 司法試験にお

いて合格者数を決定するための一要素として，採用可能な司法修習生の数に見合った合

＝ニーー、＝＝-一 一丁一幸bｰ
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しり

答司法試験の現状を見ると，合格が極めて困難になり，合格するまでに長期間を要する

ようになっている。そのために，合格までに，長期間大学から離れて受験予備校に通い，

画一的な受験準備をすることが余儀なくされ， それによって法曹実務家としての修練を

開始する時期が相当遅くなっている一方で，法曹となるに適した人材が， 司法試験の受

験を液達し， あるいは比較的短期間で受験を断念していることが指摘されている。 また，

合格者が高齢化してきたことに伴って,裁判官，検察官に任官する者が減少するなど，

法曹三者のバランスよい人材の硴保が困難になっているなど，法曹の後継者を適切に確

保，養成する上で，種々の問題を生じるに至っている。

合格枠制は， このような司法試験の状況に対処し，法曹三者の後継者として適材を採

用・育成することを担保するための方法として， 司法試験を現行制度に比較してより多

くの者が短期間に合格できる試験とするために設けるものである。

すなわち，合格者の一部の者については，初回受験から一定期間内（司法試験管理委
.. ･･ . ノ‘， ．. ..． .－ - . - 2, - . .・ 子まざノ ．,,. . . - ‐.. , ．、 . . L･ ･･ ; ‘ ｡ - ． . ､ ..:｡ . 写 ,,マ

員会規則において3年以内と定めることが予定されてﾙ〕､"る蕊。 ）の者のうちから選抜する

（以下「制限枠」 という。 ） ことにより，従来よりも短期間に合格する可能性を大幅に

拡大させ， 司法試験の現状が抱える種々の問題を解決しようとするものである。

峪格枠制においては， 当然のこととして，受験歴にかかわりなく選抜する合格者枠
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答司法試験は，法曹資格を付与するため前提となる国家試験であって， 司法修習を開始

し， その終了によって法曹資格を付与して差し支えない学識・応用能力を備えた者以外

は合格させてはならない試験であり， その意味からは， 資格試験の性格を有するものと

考えられる。

しかしながら，他方で， 司法修習生の数にはおのずと限界があり， 司法修習を開始す

るに足りる学識・能力を有する者の人数が採用可能な修習生の数を大きく上回っている

のが実情であり， このような点から， 司法試験は， 競争試験としての側面をもった採用

試験としての性格をも有するものといえる。 また， 司法試験制度は，法曹三者の後継者

を選抜するための実質的に唯一の試験として機能している。

ところで， 司法試験の現状において，成績上位には，受験を重ねるに従って成績を向

上させた長期継続受験者が多数存在しており， そのことが比較的短期間の受験による合

格を困難にし，種々の弊害をもたらすに至っているのであるから， 司法試験の合格者数

を可能な限り増加させても， このような司法試験の現状を改善することができないので

あれば， 司法試験制度に期待された機能を回復するために，合否判定において，試験の

成績によるほか，受験期間（初回受験時から合否半l1定に係る司法試験の受験時までの期
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このような実情の下で， 司法修習を開始するに足りる学識・能力を有する者の人数の

中から法曹三者の後継者としての合格者を選抜するために，試験の成績以外に受験期間

を考慮することになる合格枠制を設けることは，前述の司法試験の性格，機能に照らし
て合理的なものであり， 司法試験が資格試験である趣旨に反するものであるとは考えら
れないのである。
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答

l 司法試験は，法曹資格を付与するための前提となる国家試験であって， 司法修習を開
始し， その終了によって法曹資格を付与して差し支えない学識・応用能力を判定するた
めのものであり， これらの学識・応用能力を測定する方法として試験制度によることと
しているのであるから，合格者は，塵』4点“1誰鶴恵鳶蝋里感猿窯蕊篭急l急雲蚕合格者が決定さ
れることになる。

ところで,合格枠制は， このような原則を修正し， 合否判定において試験の成績のほ
血堂瞳塑間難基婆と丈鼠拠蚕あゑ",新たに受験期間を合否判走あ基塞島老醜，
受験者の学識・応用能力を適正に測定するための基準として設けられるものではなく ，
司法試験の実情を改善し，比較的短期間の受験による合格を容易にするために設けられ
る基準として設けられるのであるから， 司法試験の諸般の状況に照らして，受験者をよ
り短期間に合格させるなどの必要性があって初めて， その実施が許されるものと考えら
れるのである。

１番悪

2 また,今次改革において，全面的な受験回数制限あるいはこれに準ずる方策をとらず』一宮･ず.'. ､-. :.:.､：". ･･~ ．』 ，曇,."; ､ .〈 ., ‘、 ､蓋 ､ . . ‘ ；身 . ｡ ; . ･ 織奄寺．. ･号3 ． ：苓 .: ･･, ：.． ,. ､ 二二･， . 完 ． ‘ ：e ､ . , . . ､↓｡ ．． . .がⅧ . . .‘， . ､

受験を維持し, これにより広範な階層の者に受験を認めることによって， 多様な人材を…
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そのような意味からは，合格枠制の内容の定め方についても，多様な人材の合格の可

能性を損なわない限度のものでなければならないという制約があるものと考えられるの
である。

このような意味から，合格枠制に関する制度においては，合格枠制の実施の要件及び

合格枠制の内容の限界を規定することが必要になるのである。
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〔資料7 ○合格枠の割合及び受験期間は， 司法試験管理委員会規則で定めるべきであ

る〕
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…弘憲息曝1詮受験回数制限又はこれに準じた案と異なり，多様な人材，多様な階層から
の合格可能性が維持され， かつ阻害されない点が， その主要な理由であった。 このこ

とを司法試験制度の在り方に即してみると， 次のように考えることができる。

（1） 法曹三者は，社会生活の中で生起する法律問題を取り扱い，紛争当事者の利害を

社会的な正義の観点から調整し， その権利の実現を計る法律専門職であり， 法曹三

者の職務において重要とされる事柄も， それぞれに異なった側面を有していること

からも， 法曹界にI襲患j蕊蕊ふ馳態黒驫蔦ふ典息蝿愚鍵懲謝､あると考えられる。
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ために, 初回受験から一定期間内（司法試験管理委員会規則において3年以内と定め
ることが予定されている。 ）の者を優遇しようとするものであるが， このような制度
は’一部についてではあるが，鼠法試験制罵廷蕊!的な仕組曇患蕊はゑふ健ので■あユエ』
i亜』2i鞭箕謝土戎》…広範寡階層の者に受験を認める場合に比べて,癌多瀧塾法曹の後…

ゞ
う要請が優位に立ち， 合格枠制の実施を見合わせることが求められることになるもの
と考えられるのである。

ここ懸蕊罵難鷲為遷言軍鯛窮董で駕窪ﾃん導入した後
3 また，合格枠制は， 司法試験の実情を改善するために実施されるものであるから，
いったんその実施の必要がないと考えられた後であっても， 司法試験の実情の変化に
よっては, これを実施することが必要になり， あるいはいったん合格枠制を実施し，
これをやめた後であっても， 同様に再度これを実施することが必要になる場合も考え
られる。

そのため，合格枠制に関する制度を法制化する上では， いったんこれを導入した後，
やめる余地を残した制度とすれば，合格枠制の実施についての種々の要請を満足する

"。 、 ‐ 、"こ=とになると考えられるのである。 ： ． 、 ＊剥 ， ．
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合格枠制に閏する帝ﾘ度は，
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暉

答鬘騨回蕊劇限窯亘息揚食鳳聖,…黛験鳶職恩蝿患窯魚立"も■鱒漁あゑか息‘,■最験煮Q権

_M鳥鬼泌丸る嘉頂堂定め譲る弓もQと意え蕉旦れ幌るが，忌卿息放し燕…"・倉格■枠制は2…司迭試駄一

摩嘉翼窒息鉱風，魚査調l迄Q』基蕊産定め-る,■も■の,通あ夛工，合格者の一部に対して，特別の幽壁争牟牢倉諄皇､う陰辛腰'一衝,"､．群争－崖雑も頓曹窒員，嘩永霊届極罪.雲｡1.k矢挙･錠悪扇謬i祭曾.鼻:｡･･:;寺.‘，紬1．，，:-1鼠各･謎巽:誉;:雪を:零壷,÷弓混さ夢』 .f乳･戸.群識晶鑑蕊軸搾毒

"異罵鴦魚ふゑも恩』息惑鳶或ﾊ瑚舜騨駿者|鼻対上≦吏権fﾘ“ﾘ設する■も■里議寡謹鍵基妙趣患糞則忌,…

"捌限閉忌熱)罵食蝋まゑ画能唯は2ぷ駿煮に位呈さ迄権測蚕はな-.く",=壹定の合否者決定…
_友購』烈烈謡■し典員鄭三夫ゑ区射典皇測蕪重ゑゑ点筆老兵"皇＃型ゑ恩意ゑゑpそのため，合格
枠制に関する制度の下で， 時期に応じて，合格枠制の実施，不実施が決定されることに

より，受験者の実質的な利益が左右されることがあっても， そのことは，各回の司法試

験において合格者数が変動し，合格基準が異なることと質的に相違のない問題であり，

受験者の権利を左右しているものとは考えられないのである。

塾鯰怠驚挫剣里実腿…丞寒血は,~司法試験の状況に照ら■し工』",ゞ､その必要性の有無を

蛍側上寒嘉驫裏惠迦ゑのである〃から,■→合格枠制の実施が予定されながら実施されな≦い場合，

ゑ鋤』』恕鱈愚毒Z鳶典塞蝋雛食後控制を魚いた場合重あ》≦?■て■も,…露塑鼠堕魚篭或る可能性“
は合格枠制が実施されたときと同程度に存在するのであり，受験者に対して与える不利

き 』ら ． . - ’L 弓 ‘"、 二 ： ., ． .-堂. z . . .,, .‘ 、 . ， 上9 . 二' '-. ･ . ・ ”; .､ ･’ ．二･･ . . , 寺 : ･･ , 日 、 "､き､：J,:L,､疑雑垂亀r曹

惑典診重■≦延恩ど大きな≦もQLなるFとは考えられない．＝
このように考えると，合格枠制に関する制度の下で，合格枠制の実施，不実施によっ

て受験者にある程度の影響を与えることがあっても， そのことは法律上許されないこと
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制度が置かれた状況から，必要があっ、

な影響を与えることがあったとしても，

必要があって合格枠制を実施する場合に，受験者にこのよう

やむ得ないものと考えられるのである。
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答司法試験制度は，法曹資格を付与するための前提となる国家試験であり， その合格者

は，原則として法曹資格を取得し，民事事件において国民の権利・義務に関する紛争の

解決， あるいは刑事事件において国民の権利を最もドラスティックに制限する場面に関

与する者となるのであるから，合格者を選抜するための学識・応用能力の判定は，他の

国家試験と比較して慎重になされるべきであると考えられる。

そのような意味から,筍法試験法においては，他の国家試験に比して，受験者の学識
・応用能力の判定に関する事項について，詳細な規定を設けている｡=､すなわち， 同法に蕊辱静, ･塗佇..§･愛 ：‘弓 ． ‘ ． ,』 電畷9へ．.,.言零, , ． . ”． ‐･戸 弓､. ~.- ･亭.i, .、 _:き. ． q･号 f,1-ぷず ,見 -.

おいては，合格者を司法試験考査委員の合議によって決定すること （第8条） ，試験科

目の種別， 出題範囲の限定及び合否判定の基本方針に関すること （第6条）などを規定
しているのである。

このように，詳細な規定が設けられているところから， 司法試験の実施において，受

験者の学識・応用能力に関する事項についての職務を行う司法試験考査委員が， その出

題，採点，合格者の内部的な決定に当たり，現実に有する裁量の幅は，他の国家試験と
比較して， 限定される形になっている。

このように考えると，一方で， 法律上，必要があれば，合格者を内部的に決定するも

のとされている司法試験考査委員の権限を制約することも可能であると考えられ，他方

で， 司法試験考査委員が行う学識・応用能力の判定に関する権限について制約を設ける
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者の学識・応用能力の判定方法について，合格枠制に関する制度は， これを法律で定め
る必要があると考えられるのである。
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答現行の司法試験法第8条は， 「司法試験の合格者は， 司法試験考査委員の合議によっ

て定める。 」 と規定し， 司法試験の一般の合格者を決定するための手続を定めていると
f講古好､岩L'儲報､暫一:号－3“.: :‘す.f入:…今．-'季ざ. ， ． l. ' : ｡ - , 1‘』･ゞ 、罰綱.､き･･ :去需-阜､ど･･､ ． ; 一 ･E･:･‘ ･‘･ ･ ･ － ． ． ペ富･ ､蓉一逵'塞・

ころ，今回法制化する合格枠制に関する制度についての規定も，第二次試験論文式試験

の合格者決定の手続における合格者の定め方について規定するものであるから， これを

現行の第8条に続け， かつ同条の一部として規定することとしたのである。

」
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〔資料4 公認会計士及び税理士の特別試験〕

答合格枠制は， 司法試験の現状において，比較的少数回の受験者の合格が妨げられてい
るという実情を改善するためのものである。

しかしながら， これを法制化する上では，合格枠制に関する制度を設けた上， 司法試
験管理委員会に対して， 司法試験の実情に問題がある場合には， これを採用する一般的
な権限を与えることとし， 司法試験の現在の実情が解消して後も，将来再び同様の問題

嘘稗穎誤淀訟程ギデ壹号･…-､塁:．.:-:ご･ ･'錨-,鼎"･ざ･儘長＝…“; 驚!： ､･篭:ゞ,診､一･･･，:畠…,暴金織導､:雫箏墨･パ･-罵稔、 ．… ‐・ ． ．､ ‐ 芦･曹 一･ ・ $nf･ 2''tf;.…で靹溌え圭翻蒋鈴., 、 ．毒舗 一.-こ･- 津､､､ 『･ : I:"…‘ z~･Y､‘＝』…宮豈………（

鰹斑浬或＝る可能性があれば,？=制度そのも$のは存続させつつ，その実施を取りやめること
･ . . , 蔓 . 鬼 . __ ･ ･ _ . .･ ･: 3乳. . ．. ｡ ､-: ． 鴬- .... , . : ． 』-,厚. ,. さた蛙,I簿

も可能にすることとしているのであつ…て，継続性のある一般的な制度として詮げら"打ろ壁鎚導盛上輿とん当副jJ巡為･諭必赴や…睦壁さも職島當塞斡1塾野:浮写. ､二 .錘もis濯諏昔,･&写f冒覇ざ；必.,J,､1爵. -＜･獄．? ．‘ : :錘『 ‘弓昌:． ÷:雀･と . .； ：; ； ．､､-罰ﾆｰ: ､ 塁f 鼎･身:≦ ' , . L " 暑, , 『､弓聡ﾏ･ ‘ ‘ も房r;i-W1謹

ものである。

また，合格枠制は，本体となる試験に対して暫定的な制度を付加するものではなく ，
第二次試験の根幹をなす論文式試験において， その合格者全体の決定方法について定め
るものである。

このように考えるならば，合格枠制に関する制度は， これを本則に規定することが望
ましい制度として位置付けられるべきものであると考えられるのである。

（公認会計士試験及び税理士試験については， それぞれ特別試験が設けられたことがあ
り， これらの試験制度は， いずれも各法令の附則に規定されていたが， いずれの特別試
験も，新たに発足した新制度を円滑に運用するための経過措置として，本体となる試験

’
’

＝
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rm毒フ合格枠制に閏する制

をするにもかかわらず時限立法としない理由〕試験方法の見直し〔資料5 平成12年に

答今次， 司法試験制度改革においては， 合格枠制に関する制度を設けるとともに， 今後
引き続き法曹養成制度について抜本的な改革を検討することとされている。

ところで， 法曹養成制度の抜本的な改革の検討においては，合格者数の増加，大学に
おける法学教育の制度的な改善等について検討がなされるものと考えられるが， その検
討の結果を現時点で想定することは到底不可能であり，検討によって一定の措置が採用
されるかについても不確定である。 また， これらの検討も，基本的には， 法曹養成制度
の在るべき姿との関係において， 司法試|験の合格者数の在り方， あるいは大学教育の在
り方についてなされるのであって， そこで検討された措置が採用されたとしても， その
ことが， 司法試験の現状が抱える問題のすべてを解決し得るものとは考えにくい。

例えば， 合格者数の増加がなされても， それに伴う合格可能性の拡大によって， より
多数の者が受験するようになり， 現状の問題が拡大再生産されることもあり， また，大
学教育の改革がなされても，所要の合格者数に見合わない多数の成績優秀な受験者が現
れれば， 現状が抱えるのと同様の問題が現れることになる。 このような場合には，一定
の改革がなされた後も， 合格枠制に関する制度を存置しておくことが必要になるのであ
る。

そのため， 合格枠制に関するflill度を設けておく必要性は， 法曹養成制度の抜本的な改
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〔資料6 次期通常国会において法改正を行う必要性〕

答合格枠制に関する制度の下では，蕉建附則に鋤)工，受験期間の算定の基礎となる第
二次試験の短答式試験には，平成4年以前に行われたものを含まないこととして， 司法
試験法第8条2項に定める受験期間の起算時となる 「初めて受けた第二次試験の短答式
による試験」を平成5年以降に行われたものに限定し，受験期間を平成5年の司法試験垂lf?､鍋:§琴割LA .. . , . ,. ,衣 ，､ ､. ､ . . ･ .. ､

から起算することを明らかにしているので， 司法試験管理委員会規則で受験期間が3年
間と定められれば，平成8年から合格枠制を実施することが可能になる。

‐三m生息綱嶋一合掻控制に関する制度を平成4年から施行した上,■受験期間を平成5年
一 "篭 『 品 . F3.

趣と一千F｡,,ﾄ祭‘･-．".､卓二・AJず埴､.｡“淵L釦磐dz式和入Ⅲ当季､万挙る壼尋(野争導､r,:胃,11 .参唾‘』.ぎ常I応･”.･ , 8軒諺雍:恥:.f；琴z:弓"･ '､二鐸:侭･告 班弓と. - ’A『弓魁….､'.:雪埼今
ゴ△ 釦 、 2 ･亀巧苓､､1.E 円ﾛ, .- ､ 二 ・ 二 了 ｡ さ ‐ ,． ..

』:)…罵戯期間を,…過去の受域に寒さかQぼ忌再算定する≦員と…になゞ:最る鳴と､,受験者の中には，
受験の時点の法令では合否判定の基準とならなかった受験が， その後の法令によって

合否判定の基準とされる者が現れ, ｡驫駿意閣典公王史観点忠皇鼠翼越奎蕊愚。急Q進め，
受験期間は，合格枠制に関する制度を設けるための法令が施行される羅成蕊4年零よ:り前》
異葉漣I惑除j〈Ⅱz、きものと考えられる。. ； . ． ． ． ． ． § ． ： ． ’ -. 』 ． ･･ 旨･ ~-－ r ､

(2) 合格枠制を実施し，各受験者の受験期間を正確に把握するためには，合格枠制に関

’

する制度を制度化する法令が施行された後， 。』識患息慈怠熱風棄覗無鳶，受験者の前年

》
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3年間程度麿聖めらねることヵく予定され-てぃと＃篭薦司法試驍管塞委員会蝿で簔郷呼鷺3年開程度里
#~"寮負"1鼻鶴i溌噌,る‘のであれば曹〆平成7≦年ころまでは合格枠制を実施する

"' l－両 ざ

こと'ができないのにう 黒蕊皐

で， そのような合格枠制に関する制度を法制化する必要があるのか。
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〔資料6 次期通常国会において法改正を行う必要性〕

答制限枠において，受験期間を基準として定める合格者は， 司法試験管理委員会規則に

おいて，受験期間が3年以内の者と定められることが予定されているところ，里niMLE""

_里工蕊黛&…驫蕊急患驫蕊塑鼠童悪臘鳥蝦渥重息ゑ鰄蝋蕊忍誉工掘阜式”そのための体制
を整えるためには，合格枠制を実施することが可能になる年の4年前から， ‐合格枠制に

関する制度を法制化し，施行しておくことが必要になる。

すなわち， 合格枠制に関する制度の下では，各受験者の初回受験の時期を正確に把握

することが必要になるため，受験者の出願に際して，熱毒息驫慰鰻鳥麗撫息烹患窯溶鬼蕊
哀鐵蟻ゑふ崇塵も駕蜂”司法試験管理委員会規則において， 受験者本人を特定するために出願

者から焦曇黒蕊息景鎮恩議懲喚患或典息篝忌壺点鐸産憩患ﾑ悪畢Ⅱ息が， 忌里点ゑゞ鳶潰置蜘…幽願

嘗宣』鳥勤上嘉菰典蔑議遥圭課露典Q瓦鬼恥露出服煮恩藪鼻血ふ彰二垂配盧L2息2冒燕必蕊墓■
撫閣震鼓童懲誕息理恵意鼻息誕震ゑ力農ら:'J,"-このような措置をとるに足りる制度が創設され
ゑ患■点奴唯■と≦婁無ゑQ源ゑ4*合格枠制に関する制度を設けるための法改正が施行され
てのちに， 初めて可能になるものと考えられる。

罐らに，受験者の受験期間を正確に把握するためには，各回の司法試験の各受験者と
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験者の過去の受験歴を把握できる体制を整えた上で，実際に合格枠制を実施するための

カウントを開始する年の前年から， これを試行し， 実際に実施する年において，受験者

の前年の受験の有無が正確に把握できていることが確認される必要があることになるbgl
したがって，合格枠制については， あらかじめ合格枠制に関する制度を設けて， これ

を施行し，受験者の受験期間を正確に把握するための体制を整えた上， 司法試験管理委

員会規則で定めた受験期間が経過した後に， その実施が可能になるのである6
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〔資料l

〔資料2

〔資料3

司法試験合格者決定の法的性格－3〕

司法試験法第8条の規定の趣旨〕

司法試験法第八条の趣旨（他の国家試験との比較） 〕

答

司法試験管理委員会は，法務省の外局として置かれた合議制の独立行政委員会であり
一二~君＝盈弗生別』凸…錘嘔埠…鐸n世や凸"劇底h等酋導=嘔蝿‘'竜乱』毎蜀fj愈弓鳥』や潔鍵鳴零良唾里噂農暇,会ｬ､､【1．斗坐呉,夢‘命電ぜよ』､孝島亨辛誼.陰ﾔ0毎島-謀,,J号澆1銘-:管垂:恥･謬端も荘1．韮,誇員雪鼻.琴吟･輪-ご些阜系二当I 爵､‘'h ‘､必讐見冒･

（国家行政組織法第3条， 司法試験法第1 2条) ,些質二煮魚t購煮1塁患忌恵朧成息鯉
ゑふのである （司法試験法第1 3条） 。

また， 司法試験の合格者の決定は，試験ごとに各受験者に対してなされる合格・不合
格の行政処分によってなされているところ， この行政処分は，継続

…錘､戸唾詞墾砕容錨錘酔"･;滅鹸、;圃屍蔦"聖了烏停諏払Ljjぜ4割婆鐸岸号罰'鍔血舞.怨鋳い‘i製
在す的に存 る行墓蝋壹喉杢憾盈』潅誓繧罰鑑毒禧垂;意:鍔邊醜舞巽毛韮維『まき,鰐誉

関である司法試1険管理委員会によって行われているのである。 このことは， 司法試験の
－－－菌"錬侭興李出嘩'蕊鴫苛司鼎電認，準巍巍執蝿訟咄当垂鎚唾冒毒談呼織錘率歸_誇癖蕪農‘･蓮･窪f琴;者;一識・ 1謹馬･碍顎篭:雪:繕f;?=:¥:",:"",f.…'j舜一釘ｼ職“･痘窪垂割旦玲群鼠輯』4-学識鐙･麗泌:齢毒;諄:鱈§琴除謹認識一

合否判定を不服として提起された訴訟においては， 司法試験管理委員会が， その当事者

とされており， 実務上，合格証書の授与者， 各試験の合格者の氏名の官報公告の主体が，

いずれも司法試験管理委員会委員長とされていることからも明らかである。

息息』鳥j…司怯試験萱理委員会は, ■司法試験法の委任の下に第二次試駐Q蘂出題範囲を限
_罵霞_ （司法試験法第6条第4項， 昭和3 6年司法試験管理委員会規則第2号） ，銀辱次
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息卿罵熟し魚，…司法試験考査委員は， "継続的に存在する行政組織として観念されるも~ . 『『 . 二 ･ 』 ニマ･ 一二 ･ '1 ? ．: ｣ ． ・ - ..：

』重j式郎…試航ごとに伍命嵐私る個人とルエとらえられるにすぎないものであり…筍
法試験法第」 @条) ，洞法試験法第8条において, 司法試験あ苔梧著,ま司法試験考査委
員の合議により定めるとされている趣旨も，合否判定に関する行政処分は，試験の出題，
採点に当たる司法試験考査委員の内部的な決定に基づいて行われるべきことを明らかに
しているものと考えられ製である。すなわち， 司法試験考査委員は， 司法試験の出題，
採点を行うほかは， 司法試験管理委員会が合否判定に関する行政処分を行う前提として，
その合議によって内部的に合格者を決定するにすぎないのであり， 司法試験に関する事
務のうち，受験者の学識・応用能力の判定にかかわりのある事務を行っているものと考
えられるのである。

このよう｣ﾐ煮皇ゑ倉-見ば,-合格枠制を実施するかどうかについての判断は， 司法試験､ ご ●ﾛ 丑ﾏ“ ■ロ $､4& 4･ ■ ﾆ ｮ尋 ” ､凸･一=L■､● ﾛ ﾄｪｷ9 ､ ■

考査委員が行うべき受験者の学識・応用能力の判定にかかわりのある事項ではなく ， む
~じ詞法話騒巌層闘じ秘要産から判断される政策的な事項であるから， 司法試験
制度の実施主体であり，継続的に存在する行政組織である司法試験管理委員会が行うべ
室性質の_ものであると考えられるのである｡、ー
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の趣旨〕 、
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.癖切學/雷 二司法試鑑考査
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一軍古

〔資料1 司法試験合格者決定の法的性格－3〕
〔資料3 司法試験法第8条の趣旨－3(2)〕

答司法試験法第8条において， 司法試験の合格者は， 司法試験考査委員の合議によって
定めることとされているが， その趣旨は， 司法試験管理委員会が行う合否判定に関する
行政処分の前提として， 司法試験考査委員が， その合議によって具体的な合格者を内部
的に決定するという手続を定めたものと考えられる。

このような趣旨の規定が設けられているのは， 司法試験制度の実施，運営については，
独立した行政委員会として法務大臣の所轄の下に司法試験管理委員会を設け， その庶務
を法務省に担当させる一方で，試験の出題，採点等の試験の実質的な中身をなす事項は，
これとは別に， 法務大臣が司法試験管理委員会の推薦に基づき任命する司法試験考査委
員が行うこととされていることから，受験者の学識・応用能力の判定に関する事項は，
司法試験管理委員会から独立して， 出題， 採点に当たる司法試験考査委員が行うのが相
当であると考えられたためである。

■＝寺
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〔資料I 司法試験合格者決定の法的性格－3〕

答司法試験の合格者は原則として司法修習生となる資格を有するから，息璽撫倉絡煮致燃，
司法修習生の採用数に限界があることなどからの制約を受けることになる。そのため，
一向,倉心一含む一A､､鼎……-忌景畠々.'正-.1,“f一.岸全,､ざ53卓謹-9.f､:賂:ざ評言" ．望』.-: I冑;2. .禿jv.､吟-,と ､､､ . .豊島,卓r畠管是&r令､｡ : : :翌. . , ･た鯛も.碁嘩.や．』奇､:: ← :･島字" ' ､ .:f".‘ ‘ ..-‘;ﾐ5号: ､－1 ． － 19．弾;･；d1 弓:

司法試験の合格者数は， 司法修習制度の下で採用可能な司法修習生の数， 国家財政事情，

法曹に対する社会的要請などを考慮して定められるものと考えられる。

このような観点から，予定合格者数の蝋慾套氏定まるの賎,_司法試験制度の運営主雄一
互壷…仏_長期的な視点ゞに立つ…z政策的な事項を決定する機関と位置付けられる司法試験

管理委員会であると考えられる。 これまでの司法試験制度の運用において， 司法試験管輯…急…&狸息蛙べ準､*ﾝ:if§率弾垂鰯誕準謡廿醗#鋤塞”邸:罰鯵:蕊鐸脅準論

理委員会が司法試験考査委員に対して予定合格者数についての参考意見を述べるにとど

めていたのは， 司法試験考査委員が合否判定において，事実上，上記要請を考慮して合

格者を決定していたからにほかならないのである。

このように， 司法試験の合格者数については，一次的には司法試験管理委員会が政策

的な視点から， その概数を決定できるものであると考えられるのであるが，愚熟験囚黒“
鯉禦f怠駕真鯉き， 司法試験考査委員の合議によって司法試験の合格者を決定すること

とされている（司法試験法第8条） ことから，諒臺室恩限虞亙司:塗試駿煮真鴦具息測蹴払
介在することになる。
｡…埠謹琴亀琴凶~師恥牛評必凋岱式浦嬢15

司法試験考査委員は，受験者の学識・応用能力に関する事項について判断する者であ
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り，衾製:騨跨座奥義蕊蕊息曇誌鰄順竃ある_とい動農請血ら，受験者が司法修習を
開始するに足りる必要最低限度め知讓;毫副鯆籠流濡寶苓涜ざかどうかを判定すること
にな畳とと魚に,,雛灘卸凛“王“要請か皇,■毎回の合格水準が同程度になるよ
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つ，専門的な視点から，各回の試験の実情に即した判断をし，合格者数を決定していく
のである。

’

これまでの司法試験の合格者数を見ると，合格者数が5 0 0人前後となった昭和3 8
年以降においても，合格者数が最大である昭和4 1年の5 5 4人と最小である昭和5 6
年の4 46人とでは1 0 8人の開きがある。 このように， 合格者数についての一定の概
数を前提にしても， 司法試験考査委員が行う専門的な見地からの判断によって，各回の
合格者数が相当に変動することになるのである。
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合椿拝'缶〃‘ごまういて， そ爵司ぞ零ォLの

と．のような権限を有するのかな権限を有するのか

合格枠の今人委党を定めぞ ぅ司法誌層黄考査委匡ミ~ご一つ、、て4ﾊｭ
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答現行制度の下では， 司法試験の合格者数は，政策的な視点から一定の概数が定められ

た上， これを前提にしつつ， 司法試験考査委員の専門的な視点から，各回の試験の実情

に即した判断がなされ，決定されていくのである。

このことは， 合格枠制の下で合格者を定める場合においても， 同様に当てはまるもの

と考えられる。

合格枠制の下で合格者を決定するにおいては， 司法試験管理委員会規則において，一

般枠の人数は合格者総数のおおむね7分の5とされ，制限枠の人数は合格者総数のおお

むね7分の2とされているのである。

しかしながら， その場合であっても， 司法試験考査委員の専門的な見地からの判断に

よって，各回の合格者数が変動することが考えられるのである。すなわち，合格者は司

法修習を開始するに足りる最低限度の学識・応用能力を備えている必要があり， その面
…四守尋圃吻島寸ん暁予部署署群電電牽彗寡萱.昏凹挙宝≦こ誌津晶:､乞寵居旧', 哩等詮尋,曇拳去卜菖少捨吾筈?封毎.ささ少､' h号鋲･‘,: ､:I･培牙¥畠;ず吾謹･;･ .ｴ ;『 烏=〆p歩･弓･爵j ,5．堂 曾・ : 舌．ご 吟･ 兵 ざ蝿名｡.÷藷･毎ﾆｰ侭 -塁 雫 .＝､二､::宙・ ､'1

での判定は， 当然に司法試験考査委員が行うため， 制限枠における受験者の成續が特に

劣悪であるときは， このような要請から， 制限枠及び一般枠の合格者数を微調整するこ

とが想定されてよいのである。患醐豊』…試駄の公平性から』≦中■･長期壇墓期剛菟蕊脇言■言~
恩典食驚鯲準が同程度にな『るこ"とが求められる馬"とも否定でき｡虹)息軍あり』その面か
らも，制限枠及び一般枠の合格者数が一定の幅をもって微妙に変動することが想定され
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を定めるかについても， 司法試験考査委員がその基準を設け

の基準の定め方によって， 制限枠及び一般枠の合格者数が変ることになるのであり， その基準の定め方によって，
動することになるのである。
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曲 予定合格者の概数を決定するもの_と規定丈震る兵総と.礦は鳶息息鯉雲か昂。
唾ダーー"一､‘ .､型囚荊忌涜』社一慕誼･“-窪声名1.詞…‘,B凸型‘‘島･峰:r 略･了旦':.;f､:§罰』羅〆‘.ざ星:. ：や一』言. ,卜,学.ｨ』F滴,塞令f‘ ､ ;:写曹 . , .』,‐-j ,-., : 1f,･二 :‘; ~ :･言,對ｨ,.; ･･･』､壗'･誠･･ . - ;. . “ " .

答

①醜試験飴格煮致は,合格枠制の下でも現行制度の下におけるものと同様に, あら
かじめ定められる絶対数というものはなく ， 司法試験考査委員が，政策的な視点から導
泰誕導嘩誕､琴墜馳西歳薪ｩ唾』自明朧1Fご露ifを率が耗琴毒壱L々;鶏･凸‘も靴･錘信惑br占働琴I･堂錘差承．｡,話袖と錘金座擬』ず. ､式尋筈 組一想圭竪尋,輝靹轍蚕.主軸:誠馬薮蓉‘寒辛L尋斡諄-,…5歩冒母匁気準当‘考鉾 等凸四重‐…置一…曜皇豆患'』:､畠4.まず蝿"､ 0唯

かれる予定合格者の概数を前提としつつ，受験者の成績についての適切なランク付けの
鐸函＆畠一幸e昌一認←……灌4－や…‘弓恋野f噂『講移きい:,そ;:封.ﾙ6.念』&莞鯵暴乞.2; ･鳥竜､窪‘ヂ裳！ぎ齢,冬日,ご謬密もL1.与建‘銭r垂5鍔.曇."‘,､湾晶澤逗辱奄』弘遍.蒋豊-津‘庇.4．ﾐ吟純萄‘，.､沁執『窪:4．､｡§拶壗-号←寮至 蹄ﾐ#･ ；ﾝ島:･鱒,.;‘: " ,｡

互惑f玉E蕪，受験者の司法修習を開始するに足りる裳就呉蒙瓜恩能力に関する判定をし，

魚且風食""杢篭"Ⅷ混底に鴉蕊ゑよ劇に丈曼粟請等を考慮し■て,■･具体的な人数が｡決定され
ることになる。

ところで，現行制度の下での合否判定の実情を見ても， 合格者数がおおむね5 0 0人

前後とされているとはいえ， 司法試験考査委員の専門的な見地からの判断によって，各

回の司法試験の合格者数には相当の開きがあるものとなっている。

さらに，合格枠制の下での合否判定の基準は，一般枠と制限枠との双方の基準が設け

られることになるため，各回の試験において各合格枠についての合格水準が同程度にな

るという要請があることから，予定合格者の概数が示されたとしても， 現行制度の下に

おける以上に各回の司法試験の合格者数に開きが現れるおそれがあり， また，現時点に

おいて，合格枠制の下での受験者の成績の適切なランク付けの方式が定まっているわけ

ではなく ，将来司法試験考査委員が，合格枠制の運用を重ねながら， より適切なものを



雲薑臺臺
二
垂
一

』

」

二

’
一
一
一
一
一
一

一
一
一

一

一
一一一一

一
一臺菫臺臺薑菫菫臺

一
一
一
／

画■

UT
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
幸
一

Ｍ

一

一

一

一そのため，
？ ………‐ …ゞ… “／ そのため，法律上司法試験管理委員会が予定合格者の概数を示すことにす
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I的な判断権を有し， 司法試験考査委員の専門的な見地からの判断を拘束する湘当ではないと考えられるの下水ｽ‐ ● ‘＝"一M‘鷲zベーヮ且玄旦uﾉ等｢'1H'ｿな見地からの判断を拘束する

ると， 司法

司法試験管

まで，実質

結果となり湘当ではないと考えられるのである｡

録また， 司法試験管理委員会が， 司法試験の予定合格者の概数を決定することになると，
法曹三者の代表によって構成される司法試験管理委員会が， 予定合格者の概数について息羅卿息判断する権限を得ることになる

ところで, 司法試験制度は，他の国家試験のように， その合格によって直ちに資格を
付与するものではなく , その合格後国費によって運営される2年間の修習を終了するこ
とによって法曹資格が付与されることになるのである。そのため,j膿黒燕惑職』鳥撫必一

一F

患』患薄試験制度＠運営主体が自律的な判断によ"っ工塾--壬定合格者の概数を決定丈るこ…と
鱈塑互I能であ蕾量点し預言も．'…司法試験においては,…その予定合格者の概数を決定する上で訓は”
識測度雌蔦圭倣五ある司法試騒管理委員会が,■思議2撫驫蹟,患高裁蝿息璽忘県I鳥、
禦土露難鰭愚息驫鯉杢剣簔息熱蝿患篤堂者盧式る■こⅧと力泌異に怠る。
このことは，司法試験管理委員会が自ら決定することができない要素も考盧して， 予
定合格者の概数を決定せざるを得ないことを意味し，換言すれば， 司法試験管理委員会が予定合格者の概数を決定するについァ叶 戸,ご霊筈÷‐→､ ， ‐－－
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､外的要因から，L
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18問合格枠制を， 急蕉息感盗懲空合繕
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〔資料7 受験期間及び合格者の割合は司法試験管理委員会規則で定めるべきである。

（受験期間及び合格者の割合の限界） 〕

答今回，合格枠制に関する制度を設けるについては， 司法試験の実情に問題がないので

あれば，合格枠制を実施せずに， 広範な階層の者から多様な人材を法曹の後継者として

確保することが求められているのである。

そのため，合格枠制の内容も，広範な階層の者から多様な人材を法曹の後継者として

確保するという要請からの制約を受けることになる。すなわち，合格枠制においては,

制限枠の合格者の割合や受験期間の設定の仕方によっては，一定の水準に到達するまで

王止鋤臺期間嚢蹴る者の合格可能性を阻害するこ'とも考えられるが:■ "晨雌うな事
態は,…法曹の後継者とルエの多様な人材の合格の可能性を損なう結果となるの:であゞる｡，
その意味で，制限枠の合格者の割合や受験期間の設定の仕方について， 多様な人材の合

格の可能性を損なわない限度のものでなければならないものとしたのである。
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制をやめることになるのか。

答司法試験管理委員会は，受験者の合格までに要する期間が長期化する傾向にあること，

受験者の合格までの受験準備の実態が，大学教育から離れて長期間画一的な受験勉強を

余儀なくされている実情にあること，受験者の受験の動向が法曹となる資質がありなが

ら司法試験の受験を敬遠し，比較的短期間の受験で受験を断念していること， さらに，

その他の司法試験における状況から，例えば，法曹三者がバランスよく後継者を確保で

きない状況にあることなどを考慮して，受験者がより短期間に合格する可能性を高める

必要があると認めるときに，合格枠制を実施する必要性があると判断することになるの

である。要するに， この判断は，合格までに要する期間についての絶対的な指標による

のではなく ， 司法試験を取り巻く諸状況が，合格枠制の実施を求める程度のものである

かどうかについての，総合的な判断によってなされることになるのである。

また， いったん合格枠制を実施した後， その必要がないと判断して， その実施をやめ

る場合についても，一時点の絶対的な指標で表すことはできないのであり，合格枠制を

実施しなくとも， これらの司法試験を取り巻く諸状況に瓶理的なIHI迦が生じない状態に

なって.いると考えられることが， その基準となる。

さらに， いったん採用した合格枠制をやめるときの判|折においては，合格枠制に関す

臺 篝 篝 詞
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検証基準において: ‘3年以内の者力噂40％程度になる“､、 『"

しないとしているのは，合格枠制の採用について，絶

再

一
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（ 1

本的な合意による

I

:.辱問法曹三者の基
1回鐙

』蜂調

見込みがあれば，合格枠制を採用

対的な指標を示しているのではないか。

答合格枠制において，一定割合の制限枠を設けるのは，受験期間の短い者を一定数確保

することを目的としているのではなく ， 制限枠を設けることによって，受験期間の短い

者の合格可能性が狭められている司法試験の状況を次第に改善していくことを目的とし

ているのである。 〆

元々，合意自体においても， 3年以内の者が40％程度になる見込みがない場合（例

えば3 8％でも）合格枠制の実施を肯定しており， その場合，合格枠制が実施されれば，

3年以内の者の割合が4 0％を相当程度上回ることが当然想定されている。そして，合

格枠制が実施されれば， その効果として「より短期間で合格する可能性」が相当に高め

られることが期待されているのであって， このことは法曹三者の間でも是認されている

ところである。

ところで，法曹三者の基本的な合意において，平成7年から数年後に受験期間が3年

以内の合格者が4 0%程度になる見込みがある場合には合格枠制を実施しないこととし

ているのは， 3年以内の合格者が4 0%程度になることが合格枠制を実施するための最

終目標としている趣旨ではなく ，将来検証をする時点で改善の傾向が現れたと判断でき

===曼揚倉里基婆を盟延垣と≦菫4篝皇篁』皇遡皇些上産堂典重ゑ旦堯里越増員鯏憾里具簔閻
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程度の期間で， その程度の改善効果が現れたならば， さらに， その後の将来において，
短期間における合格可能性が次第に拡大する傾向になり， 3年以内の合格者がより増加
することになると想定されるのである。

このことは， 法曹三者の基本的な合意において，平成7年から数年後の予測を行う場
合の指標として， 司法試験の状況の改善・悪化の方向を想定するための指標となり得る，
新規受験者数の変化，受験断念状況の変化等が挙げられていることからも明らかである。
このように考えると， 法曹三者の基本的な合意における検証基準が満足された場合，
合格枠制が実施された場合のいずれにおいても，受験期間が3年以内の合格者が4 0%
程度から，更に増加することが前提とされているのであって， この両者の間に矛盾はな
いと考えられるのである。
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法試験管蓮委員会駒'1に紙､て合｡格者
』

職畢》
錘

の割合の上限を定め， その範囲内で，毎回の司法試験の制限枠の合格者の割合を決定廷 . ,..死壺い ご ‘ ．.罫ナ 山悩署F,2． , F 』 , ,
壁4全学

ゑゑ軸顛怠る盧息点卓立蕊童重蕾は処』魚霊な具 一

こ

答

！ 司法試験の状況によって制限枠の合格者の割合を見直すためには，制限枠の合格者の

割合を一定にして， 相当な期間， 司法試験を実施し， その状況の変化について分析を行

う必要があるから，毎回の司法試験について，制限枠の合格者の割合を定めることはで

きない。

すなわち，量驫恩蕾冒鵬熟黙鰯甫弱三陸ゑゑ擾農典愚息熈圭典ゑゑ上， 司法試験の実情
から制限枠の合格者Q剴食窒窯真恋婁蕊ぬゑ点まll蝋まゑ恵蟻墓蛙恕迩騨熟煮熱畷翼

一
》賊上蝿瓶あるため，

睦恩蝋蕊蝋纈且議璽黒駿意曳勲鳳窯金蝿式ゑ必
典L篭進上,…数驫璽驫皐婁‘、を蓄撹し鼠はれば，制限枠

騨或息,累息燕漁息熟思のである。

し劇は九ば，制限枠

産或息忌患が漁急患票思のである。

穂蝉

号壷至踊

の合格者の割合の変更について

そのため，毎回の司法試験について制限枠の合格者の割合を変更させた結果に基づい

て， このような分析を行うことは，現れた受験者の動向等司法試験の状況の変化が，制

限枠の合格者の割合を変更したためのものであるか，傾向的な受験者の動向の変化によ

るものであるかを的確に分析することをできなくするのである。
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ても，量凰g熟蕊患息脇息鮭鈴鳳黛誠騏煮薫讓具蕊， 司法修習を開始するに足りる学識
・応用能力の有無を判定し， 各回の司法試験における合格水準が同程度であることなど
の要請を考盧して,各受験者の合否判定を行うことによって， その具泳的な人数が決定室一蛍竃幸調都でや，､ザ崖凸置虹午…暫喝可･二季“鳴も罹聖り謹挙鎧,琴可鐸薙峰苓舞.

されることになる。

特に，合格枠制を実施する論文式試験は，受験者の論述を総合的に評価する試験であ
るため， その成績を数値化することが困難な試験であり，各科目の成續評価は， 司法試
瞳蕊員嘩見則碓に成績の差を識別できる基準としぞ謝羅”階別た行きそ
鰹哩“ゑ職垂量“も栂得点“合格点付拠,点鳳加聡藍乞入薮が存だ
．"鼠繍いゑ｡埋襄隆隣総得鋤ほかに,_法律得点の合計点とi,う指標も加えて,細力くい■
鱸区分を刷望-合否判定をしているハそれでも合悟耐垂でu烈恥蕊嘩罫
_竺勤j童屋公迩逗三点力顛三ゑﾉﾆ丈"蓑戎偽｡受験者をそれ以上細かく成績区分をするこ
とは，到底できないのである。

そのため， 司法試験管理委員会が, _鞄らかじ漣毎回の試験の制限枠の合格者数の割合
曝畠い襲細”調整を行った上で， これを示すことは到底できな”若湯葛■6？…■…[…
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答合格枠制を論文式試験についてのみ実施して，所要の効果が現れれば， 司法試験の現

状が抱えている問題が解決すると考えられることが理由である。

すなわちウ ロ述試験及び短答式試験については， 次のような理由がら，合格枠制を実

施する必要はないと考えられるのである。

試駄で:あゑ。験煮魚悲太圭迩倉椿戎ゑ‘(1) ‐旦述試駄は塁…患Q葦

そのため，現状においても，成績上位に長期受験者が滞留しているような問題はなく ，

また， これまでの司法試験に関するデータを分析してみても，論文式試験において合

格枠制が実施され，受験期間が一定期間内の者が一定数合格してくるのであれば， こ

れらの者の大半は口述試験にも合格するものと考えられるから， 口述試験において合

格枠制を実施する必要性はないと考えられる。

夢また， 口述試験は司法試験の合格者を最終的に決定する試験であるから，受験期間
:にかかわりなく，統一的な基準によ・て合格者を決定するのが望ましいと考えられる
《のである。

(2)揮覺式試駄は，論文式試験の受験者を選抜するための， いわば足切りとして導入さ
れたものであり， 司法試験に関するデータを見ても， その成績が論文式試験の成績と

かなりの程度で相関しているものと分析できる。

そのため， ｡逗豊式試険におﾙ)工合格枠制を実施LZL受験期間が一定期間内の者を
優遇して合格さ辻重も逵藝ゑゑ娃皇聖_豊里煮迩＝誰X惑試瞳迄:おuz合狢基準I鼻到達預
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Iきないと考えられることから，短答式試験において合格枠制を実施しても，実質的な…
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効果は期待できず， その必要性はないと考えられる。
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〔資料7 受験期間及び合格者の割合は司法試験管理委員会規則で定めるべきである。 〕

（驚桝
答八合格枠制において，制限枠の基準となる受験期間を3年間としているのは，現在の就
職の状況，受験者の動向等から，受験者に対して3年程度の受験期間を目安として， そ

の後の受験の継続， ｜断念を判断させることが望ましいと考えられること， 司法試験の現

状における成續分布に照らすと，初回受験から3年以内の者が特にハンディを負ってい

ると考えられることによるのである。

そのため，逃蹴娼急蝿■工の社会的な状況，受験者の進路選択に関する意識， あるいは

受験者の得点分布等が変化すれば，受験者に対して，受験期間をより長い期間あるいは

より短い期間に変更して， その後受験の在り方を判断させることが望ましいと考えられ
る場合もある。

また，合格枠制における制限枠の合格者の割合については，合格者数が7 0 0人程度

になることを前提として，合格者全休のおおむね7分の2に当たる部分としているので

あり， 今後， 倉蕊煮蕊魚則絹≦,0"人程度:に増加させた効果を見ながら,…更に順次合格者数
_を#鼬Lさ辻zいく-.ことが考えられ’また，合格枠制の実施などによって， 司法試験の状

況が変化していくことも考えられる。そのような場合には， 制限枠の合格者の割合を見況が変化していくことも考えられる。そのような場合には， 制限枠の合格者の割合を見



＝ぞ

ﾐ菫菫

このように考えるならば，受験期間及び制限枠の合格者の割合を法律で規定すること
は，制度の柔軟性を損なゑお:量れかあるとともに，受験期間及び制限枠の合格者の割合
は， 同じレベルの法令で規定されるべきものと考えられるから， この両者を司法試験管
理委員会規則で定めることとしたのである。
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モ今一枠請ﾘについて， 「f今ｵ各矛雪の－．率につき，第こ二次言式

けた時から一定の期間内に当該論文式による試験を受

で過不足なく表現しているのか。

磨汐湾； じ、才つり参る丙桑fごよる 謄淡の短答

けた者か

．F寺

ゞ式による試験を初めて受

ら定める制度」 という形
一
辻

答今回制度化するいわゆる丙案による合格枠制の内容のうち，制限枠の基準となる受験
期間及び一般枠と制限枠の合格者の割合については，技術的な色彩の強い事項であると

ともに， 司法試験制度の実情にかかわる諸事情の変化に応じて， これを変更する必要が
あることから， これを法律において規定せずに， 司法試験管理委員会規則において規定

するのが相当であると考えられる。そうすると， その余の合格枠制の内容をなす事項は，
一般枠と制限枠と双方の合格者枠を設けることと， 制限枠に先立って一般枠の合格者を
定めるものであることになる。

ところで，今回の法改正で， 「司法試験管理委員会は，合格者の一部について，受験
｜期間が一定期間内の者から定める方法を採用することができる。 」 とされるわけである

が， その趣旨は,局法試験管理委員会に，新たな権限として，合格者の一部については
特別な方法を採用することができるとされているものであって， その余の合格者の部分
については， そのような権限は与えられておらず，原則に立ち戻り，受験期間を考慮し

ないことになるから，結果として，一般枠と制限枠の双方の合格者枠が設けられている
趣旨の規定となむ

また，制限枠に先立って一般枠の合格者を定めることの法令における規定方法につい
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要するに,一般枠と制限枠のいずれの合格者を先に定めるかによって， 制限枠の基準
となる受験期間内の合格者の人数が変わってくることになるのであるから，一般枠と制
限枠のいずれの合格者を先に定めるかの問題は，結局，一般枠と制限枠の合格者の割合
の問題と同様の性質を有する問題であると考えられる。

したがって， 一般枠と制限枠のいずれの合格者を先に定めるかについては，一般枠と
制限枠の合格者の割合と同様の法形式， すなわち司法試験管理委員会規則において， こ
れを規定すべきであると考えられるのである。
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〔資料9 非法律選択科目を廃止する理由〕

非法律選択科目は，視野の広い人材を選び得るようにするために取り入れられたもの

であり，非法律選択科目を司法試験の科目とし， 法曹となるべき者が，法律以外の学問

分野について十分な学識を有することは，積極的な意義があると考えられる。

しかしながら，短期間の受験による合格が困難になっている司法試験の現状において

は，受験者が選択した非法律科目の一科目のみの試験によって，法曹となるべき者が幅

広い教養を身に付けるという目的を達することができるとは考えられないのであり， む

しろ非法律選択科目を廃止して，受験者の負担をできる限り軽減することが望ましいと

考えられ，試験科目を現在よりも少なくすることは，比較的短期間の受験による合格の

可能性を拡大することにも資すると考えられる。

また，法曹となるべき者に求められる法律科目以外の学識は， これを司法試験の試験

科目としなくとも，大学教育， 司法修習において， あるいは法曹となってから専門分野

に応じて， 習得されることを期待することで足りると考えられるのである。非法律科目

は一般教養を試す試験ではないが，法曹となる者に必要な一般教養は， 司法試験制度の

中でも第一次試験の合格又は大学の教養課程の終了を第二次試験の受験資格としている

ことによって担保されているほか， 司法修習生に関する規則においても， 司法修習は，

「高い識見と円i|';な'常識を養い， 法律に関する理論と実務を身に付け，裁判官，検察官

舞搾
獺

答

又は弁護土にふさわしい品位と向塑童備乙皇L皇の箪皇な｡皇墓臺 型三里ゑの室毒尋←
二壼姜等･言忌 三一~号号 里＝＝雲〒＝言二言三語曼＝二二写字二＝一三写実夛垂室三畠三三云菖も舞三＝=~壼壼 白霊皐 意＝=亨曾＝､琴ニ ニ．-．~、‐~ー_＝ ．.＝ _一言島薑三二書写 言『蚕も堯夛-＝＝‐ ご ‐ ＝ － ． _ -二 三二
.‐ ‐ －－~で 一==一言＝‐ ． 〃 畠 さ.壹壽古里．_． ． 、竪一、‐ 〃 ”一 ．_ 〃 ’三i－さ－， 、当局 ,rシ 一 一ﾆｰ 毛一三壷三了夛_＝ご"､ 一号 二三二三冤画ニ ーーニニ孟書ﾐｰﾝ壼竜 一二一’ ・ ：言菫二 .=｣"一二寺堂一意？ニニーミー一 ・ ・一・ 雪一寸一一一一三一一

一一

一

一勺・

一

一

一

一

）

一

一《

§

〔

一

一一・

一

一一

一

一

藍

一ゆ一

一一一

一一一

一

Ｅ一

一一一

言

一黍

一一

一

一［

〃

』当

一一》

〃

〉丁

和一

一一一一

~ 一一一

唾

一
芸

｛
』
ロ
（
一

逗
子

■

一王一
一三三二一

一
一
一
一

一

一
一
一
一

五
・
二
蓉
一

や
グ
ー

凸

一

一

一

一

一
流
一
・

一
一
一
一
一

一
一
一

二
一

画
詞

一

ゆ

一

一
一一

一
一
一
一
一

一

一

一

一

一
一

一

一

一
一一
一
一
一
｝

一
一
一

嬰
・
二

』
二
一一一一

、
二
．
一
一
す

け
一
一

Ｔ
医
一

一
一

■

｜

一

一
一
一

一
一
一

転
二
一

垂
↑
一一

Ｍ
一

一

一

一
一
二

垂
、
一

一
三

一

口

一

三三二二二二三三二
一

三
竃一二

一

一一一

一
一
一

一
一
一
一
一一

堯
・
一
一

一
望
二
一一

一

一

一

一

一
斗
一

一
一
一
一
一

一

壬

壷
一
一

一
一
一
一

一
一章

夕
■
二

一
一
一
一

一

む
さ

一

一

一
一

二
一

一

一

一
二
二

一
一

一

一

手

一

一

三三一 ミエ

三一一 一ゴー一 一一 一 全 二 口一一

菫菫襄菫簔鬘菫雲薑雲簔簔臺臺簔臺菫菫臺雲藝簔臺鬘臺薑簔簔雲簔雲菫簑雲毫
一二一－ﾛ ｰ ｰ ー 一一三一 ずマー

1■一

＝ ＝ ▼ 一一一一一

－ ■ 一望 苫一号害

＝＝三二三=二三＝三二二三二三三三二害一一＝
F一－

－口
｜

－－

－＝ﾛ L p - ご



雪
一

霧'､､"』湖‘ヅ
試験法の改正において導入されたものであり，

ラムと司法試験科目の関係が問題点として論議

〔参考〕

非法律選択科目は

旧制大学と比較した
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鴬 試験制度実施機関
試験に合格することによ幕

授与…資格|玉ミ臺
輔鮮辮格|弓蕊瀞毒
司法修習生となる資格
（裁判所法一§66）
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組織法上の行政委員会である。
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（法一§8）
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不動産鑑定となる資格
（法一§4③）

験 弁理士審査会
（通産省組織令
昭27年政390号
一§201）

弁理士審査会は，上記のとおりの試験
の実施機関である。

弁理士審査会の議定するとこ
ろによ,る｡＝
（施行令二§10）

委員及び弁理士審査会
に必要があるときに置
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税理士審査会に置かれ
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書士試験委員
（法一§5の二①)ぞ

公認会計士となる資格
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税理士試験
:(税理士法）

税理士審査会

簿
税理士審査会は，上記のとおりの試験
の実施機関である。
税理士審査会は，上記のとおりの試験
の実施機関である。
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法務大臣 一
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国家行政組織法上の行政機関の長
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厚生省に置かれる医師
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（法一§3－）

燃思
（省令一§5）

鰯
鶴
溌

1罰

医師国家試験
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厚生大臣
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司法修習を終了することによって付与される。

ところで,現在の司法修習制度は, (亘董]重璽襄登修習鴦廷と_ug.1去曹三者それぞれ
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数には，法曹に対する社会的要請の変化， 国家財政事情等も反映されることになる。

司法試験は, もとより， 司法修習を終了することにより法曹資格を付与しても支障の

ない最低限度の基準を超えていない者を合格させてはならないものであるから， その意
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2 司法試験合格者決定の法的性格

司法試験第2次試験は，短答式，論文式による筆記試験及び口述試験からなり，短答

式試験の合格者には論文式試験の，論文式試験の合格者には口述試験の受験資栴が付与

され， 口述式試験の合格者には， 司法修習生となる資格が付与されることになり， これ

らの各試験の合否判定は，試験毎に受験者各個人に対して，合格又は不合格の判定を行

う，行政処分であると考えられる。

合否判定の行政処分は， 国家意思を決定し， これを外部に表示する権限を有す"薊丁政
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員の合議によって司法試
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れに対して， 司法試験法第8条において，｝
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司法試験考査

法試験考査委
苧試験廻雌筆士鰔を行う
急法無髻鯉鬘熱箔

験の合格者を定めると規定されているのは， 司

委員が合否判定を行うことが最も適当であり，
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‘ " 3 司法試験管理委員会と司法試験考査委員の関係

lで述べたように， 司法試験において合格者数を決定するための一要素として， 採用

‘ ； ， 可能な司法修習生の数に見合った合格者数が考慮されており，実際には，採用可能な司
タ 』

法修習生の数が，合否判定における司法試験考査委員の判断の前提となっていたと考え

られるのである。

しかしながら，司法試験法制定に際しての議論では， 司法試験は，法曹資格に関わる
1 凸

国家試験であるから，法曹三者の代表からなる司法試験管理委員会において管理するの
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が適当であり，蜀法試験管理委員会においては，裁判官，検察官の必要数等を考慮した

,?‘ ／合格者数の目安を示すことかできるものと考えられている（第5回国会衆議院法務委員

．(会議事録第l l号， 岡咲恕一法務庁調査意見第一局長答ﾁ幽のである。
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こすぎず，長期的，政策的視点に立った司法試験の運

， 司法試験管理委員会は， 国家行政組
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つ
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あるとともに，長期的，政策的視点に立った司法試験の運用改善の措置を採ってきてい

るのである。重似たい』…司法試験管理委員会が豆肱試随煮査委員に対LX4"合格者数に“

ついてのガイド・ラインを示すこともできると考えられるのである。
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／ また，成績のみに基づく合否判定は，試験毎に任命され， 出題，採点を行う司法試験

/考査委員が行うのが適当であるにしても,合格枠制を実施する場合端Ⅲ則的勺順内容
は， 司法試験の実情及びこれに対する法曹三者の問題認識の上に立って定まるものであ

: るから， むしろ司法試験管理委員会によって定められるのが適当であると考えられるの
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‘ ﾖ法試験"性削以下のよう唾由によ-て従来から鬘雲塗
あるとの説明がなされてきている。

（1） 司法試験制度は， 司法試験に合格することにより，原則として司法
修習生に採用され， 司法修習を終了することにより，法曹資格を付与
することを最終目的とし， その第一段階を担う試験制度である。した

がって， 司法試験は，法曹資格を付与するための前提となる試験であ

ることから資格試験と考えられ， そのため， 司法試験においては，法

蕾となろうとする者に必要な学識，応用能力に基づいて合否判定がな
されるものとされていると考えられる。

(2) このように， 司法試験制度は，法曹資格の付与を最終的な目的とし

たものであるが， より直接には， その合格者が原則として司法修習生
に採用され，法律実務の修習課程である司法修習を受ける地位が与え

られることから， 司法修習生となる資格（任用資格）を付与する試験1
1． 「'j

制度と考えられ，試験に合格することによって与えられる効果の面か｜ ｝
らも資格試験であると考えられる。 ，／

なお， 司法試験においては，法曹となろうとする者に必要な学識，応
用能力について判定がなされるのであるが，法曹資格の付与を最終目的
とする一連の課程における第一段階の試験であることから， 司法修習を
終了することにより法曹資格を付与しても支障のない必要最低限度の学
識，応用能力を備えていない者は合格させてはならないものであり“そ
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の意味で，合否の判定について一応の基準のある試験制度と考えられる。

繩

以上のような側面に着目すれば，司法試験は資格試験といい得るが, ,

司法試験制度は， 直接に法曹資格を付与するものではなく，法曹資格付

与のための制度においては第一段階の役割を担う試験制度でありj法曹

資格を得るためには，原則としてその後司法修習生に採用され，司法修

習を終了しなければならないものとされていることから，以下のように，

競争試験としての側面を持った採用試験としての性格をも有していると

考えられる。 ‘ ' 。

すなわち， 司法試験に合格した者は， 司法修習生に採用されることが

予定されており， また，実際にも合格者のほとんどが司法修習生となっ‐

ているところ，法曹資格を付与するために必要とされる現在の司法修習

制度は，国費による実務修習を柱とした法曹三者それぞれの実務教育が

必須のものとされ， しかもその終了者に法曹資格を付与するにふさわし

い水準を維持すべきものであるから,亘迭斑修駈及び実務修習幽皇お｣‘』-

て所要の水準の実務教育を提供できる司法修習生の数には自式上担融i_.

ある。更に， 司法修習生の採用数には，法曹に対する社会的要請QZL

-国家財玖臺j責簔も反映されるのである。
このように， 司法修習生の採用数には限度があるところから， 司法試

験において合格者を決定するための一要素として，採用可能な司法修習

生の数に見合った合格者数が考盧されるため， 司法試験は，多数の志望
月 「‘

者の中で上記基準（司法修習を終了することによって法曹資格を付与し:

豆懲障雌哩霊廷限蘆違華)以上あ者示先に触れた堯要簔謹
案して想定皇れぅ合格者数を超えるのであれば,合格するためにはこの

よ沌合攪者数轆なに入る必要が生じるという意味竜蕊詮鵬
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磯 瞬
耶
腓
１
４
句
。
ｉ
門
‐
，
‐
●
１
０
１
．
１
洲
川
川
叩
Ｉ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅷ
１
，
１
．
０
‐
‐
，
１
１
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癖蝋識薗砺聯鍛葡糧顎1

考残の案ま制わ從御

をぞ購市騏繍
最おを,り法ま渉〕徳.の
高る引ま務つり吏よ
栽の継す照た求制う

財1T

澗
輌
岬
榊
が
護
っ
た
く
從
來
の
高
等
試
験
と

え
と
い
だ
じ
ま
じ
だ
は
鈍
司
法
試

辮
興
な
る
も
の
滝
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お

辮
窪
十
。
こ
の
法
案
の
節
一
條
を
見
ま
し
て

蕊
〆
鈩
竺
・
穂
の
剛
家
試
騒
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
り一
一

委
員
か
ら
も
説
明
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
『

最
高
裁
判
所
の
方
で
は
、
や
は
り
司
法
研
修

所
を
所
癖
す
る
と
こ
ろ
の
最
筒
裁
判
所
が
こ

の
試
険
も
主
研
す
る
の
が
当
然
で
あ
為
と
考

裁
判
所
側
の
御
意
兇
を
ひ
と
つ
承
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
旬
．
』
‐
、
，
〃
：
、

○
内
藤
翫
明
員
‐
司
法
試
験
の
擶
即
の
間
脳

に
つ
き
ま
し
て
は
、
実
は
最
渦
裁
刎
所
は
法

務
聡
と
は
ま
っ
た
く
考
え
方
を
異
に
し
て
お

る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
先
ほ
ど
岡
咲
政
府
》

零甕
たす
め｡

の要
試す
験る
とに

棚こ
念れ
さは

る司
べ法
き修
も雷
の生

晦

1

1

と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
從
っ
て
司
法

研
修
所
を
所
緋
す
る
蝦
間
裁
判
所
が
試
験
を

も
所
符
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｒ
そ
の
問
の
通

用
が
最
も
合
理
的
に
働
く
よ
う
に
考
え
て
お

る
わ
け
で
あ
り
ま
＋
・
！
・

Ｏ
押
谷
委
員
裁
判
所
側
の
犬
休
の
御
意
見

茜
承
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
》
法
務
蝿
の
考

え
方
と
鐙
高
裁
刈
所
の
方
而
の
考
え
方
と

が
、
恥
・
き
ょ
う
に
大
き
な
父
い
遼
降
が
あ
り
ま

・
し
て
、
こ
の
僚
鞘
に
つ
い
て
は
共
に
涌
潔
し

て
お
ら
れ
る
・
が
、
見
解
は
全
然
正
反
対
の
符

え
が
出
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
、
修
脅
生
を

研
修
所
に
入
れ
で
そ
の
研
修
所
は
最
高
裁
判

所
が
こ
れ
を
所
瀞
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と

は
間
遼
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
司
法

試
験
に
合
格
し
た
人
は
、
希
梨
す
れ
ば
司
法

修
習
生
と
し
て
研
修
所
に
入
り
得
る
蚕
格
が

あ
り
、
國
家
も
ま
た
で
き
御
る
限
り
こ
れ
を

收
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
す
る
と
、
』

そ
？
收
容
の
能
力
で
あ
る
と
か
い
る
ノ
＼
な

関
係
か
ら
、
人
員
等
も
《
研
修
所
の
方
而
へ

言
い
か
え
れ
ば
そ
れ
を
櫛
理
す
る
蝋
高
裁
釧

所
の
方
面
に
お
い
て
も
一
つ
の
希
望
を
持

ち
、
將
來
こ
れ
に
対
す
る
符
理
も
せ
ら
れ
る

わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
試
臓
す
る
方

は
法
務
臆
で
あ
り
、
合
格
者
に
向
っ
て
の
修

習
関
係
は
最
高
裁
判
所
で
あ
る
と
ず
る
な
ら

ば
、
こ
の
二
つ
の
速
絲
は
一
体
ど
う
い
う
よ
ゞ

う
な
方
法
で
お
と
り
に
な
る
の
か
。
こ
の
関
一

こ
と
に
よ
っ
て
あ
愚
茨
桁
が
典
え
ら
れ
る
面

は
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
こ
ま
で

も
付
随
的
な
効
果
で
あ
り
ま
し
て
、
ぃ
と
の
試

鹸
の
木
來
の
性
質
と
し
て
ば
へ
４
司
法
修
習
生

に
な
る
た
め
の
試
験
で
あ
り
、
司
法
修
密
生

は
司
法
研
修
所
に
お
い
て
研
修
を
受
け
る
こ

先
ほ
ど
岡
咲
政
府
蚕
勵
が
御
説
明
巾
し
上
げ

主
し
た
よ
う
に
《
他
の
付
随
的
な
効
果
を
生

ず
る
場
合
除
あ
り
ま
す
。
こ
の
試
職
を
通
る

で
あ
る
と
考
え
て
、
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、

１
１
１
０
１
０
４
１
Ｉ
ｐ
Ｉ
ａ
ｊ
■
９
０
０
．
１
０
６
。
□
叩
・
川
。
。
１
《
■
Ｌ
ｑ
訳
０
，
１
６
！
。
１
０
。
グ
ｅ
０
Ｐ
ｆ
・
ｌ
ｂ
ｆ
咽
９
１
４
ワ
ｊ
‐
。
。
＃
。
．
’

４
ｄ
Ｉ
Ｂ
Ｂ
Ｉ
Ⅱ
甲

０
ｊ
’
’
１
‐
Ｉ
‐
Ｊ
１
！
‐
‐
心
！
‐
！
‐
・
ｉ
ｉ
‐
い
‐
山
ｒ
‐
し
曲
Ｍ
‐
．
…
に
１
１
１
１
１
．
ｉ
隅
‐
肢
剥
，
．
．
．
ｒ
い
，
ｉ
‐
〃
・
肌
Ｊ
１
い
パ
ｎ
Ｍ
隈
川
華
刷
Ⅲ
１
Ｍ
‐
，
，
‐

A

l

格
試
鹸
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
失
う
の
で
あ
一
そ
う

捌
剖
倒
認
蹴
識
織
麺
鰯
割
惣
遡
勤
圃
闘
瞬
銅

容
力
、
あ
る
い
は
鯉
家
の
希
望
す
る
数
と
は
一
難
ど
ぶ
泌
嘘
補
識
画
謎
誹
師
壁
唯
粥
隈
虚
で

り
寵
す
ｐ
識
格
試
験
な
ら
ば
、
研
修
所
の
收
一
て
い

あ
り
ま
す
。
“

Ｏ
押
谷
委
員
今
の
御
獄
明
に
よ
る
と
、
符

班
奉
貫
会
に
お
い
て
合
格
者
の
数
を
き
め
る

等
の
場
合
に
お
い
て
は
、
研
修
所
の
意
見
畔

を
よ
く
参
酌
し
て
確
定
す
る
と
い
う
よ
う
な

お
瀞
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
な
る
と
そ
の
試

験
の
性
礎
は
、
ま
さ
に
入
所
灘
抜
識
跡
お
よ

う
に
も
な
っ
て
参
り
ま
し
て
、
ま
っ
た
く
喪

ま
す
の
で
、
た
と
ん
で
申
し
ま
す
と
、
來
年

庇
は
司
法
修
習
生
、
Ｅ
て
裁
判
所
側
で
は
両

人
の
人
が
必
要
で
坐
る
へ
法
務
廟
と
い
た
し

龍
し
て
は
検
琳
と
』
て
八
十
人
が
必
嘆
で
あ

ち
と
い
う
こ
と
に
峰
り
．
ま
ず
と
、
》
お
そ
ら
く

聯
理
委
員
会
に
詔
杢
希
望
を
申
し
述
べ
ら
れ

る
だ
ろ
う
と
考
え
よ
す
。
そ
う
し
て
梼
理
巽

員
会
に
お
き
ま
し
蕾
そ
の
数
溌
調
雛
い
た
し

ま
す
超
同
畔
に
、
喬
年
庇
に
お
た
り
ま
し
て

調
伽
閉
州
冴
副
遡
翻
哨
弔
輔
蝿
Ⅶ
雷
す
。
し

か
も
こ
の
管
珈
委
且
会
は
最
高
裁
刎
所
の
事

務
総
長
か
そ
れ
か
今
一
弁
護
士
を
代
表
す
る

者
法
務
廟
の
富
農
、
迄
の
三
人
に
よ
っ

て
櫛
成
さ
れ
る
と
』
う
関
係
に
な
つ
だ
お
り

ｃ
岡
咲
政
府
委
員
調
識
荊
縄
燭
珊
剛
司
剖
淵

係
を
ひ
と
つ
開
い
一
お
き
た
い
と
恩
い
ま

。
。
ｒ

す
ｐ
，
‐
‐
：

心

・
ｑ
ロ
。
。
』
ｂ

Ｌ
０
Ｄ
Ｄ
少
。
ホ
‘
ず
。
．

ノ

者
を
定
め
る

－r

覇
Iゴ
なi
るi
の1

．イ;&
ｰ9,t

り
く
つ
は
脊
絡
試
験
で
は
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う

が
、
そ
の
実
体
は
や
は
り
入
所
選
抜
試
鹸
で

あ
る
と
い
う
性
賀
が
漉
厚
に
な
り
ま
す
。
こ

う
い
験
関
係
に
あ
る
司
法
試
験
に
対
し
て
、

圃
家
の
最
高
の
機
関
で
あ
る
法
務
照
と
最
高

裁
洲
所
と
の
間
に
お
い
て
、
替
職
霧
い
を
す

る
と
い
う
こ
と
も
お
も
し
ろ
く
な
い
と
思
い

ま
す
が
、
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
こ
れ
を
最
高
裁

釧
所
の
方
に
お
ま
か
せ
に
な
っ
た
ら
ど
う
な

ん
で
す
か
。
私
は
そ
う
い
う
よ
う
に
し
て
、

面
臼
羅
州
持
も
面
子
も
考
え
ず
に
さ
っ
ぱ
り
や

っ
て
も
ら
っ
た
方
が
い
い
と
表
え
る
の
で
す

が
、
そ
の
点
だ
げ
最
後
に
聞
い
て
お
き
ま

す
。
Ｏ
岡
咲
政
麿
甕
員
た
だ
い
ま
の
私
の
お
枠

え
が
十
分
で
ご
ざ
い
ま
せ
ん
た
め
に
、
“
多
少

訳
解
を
お
招
き
し
た
か
と
考
え
る
の
で
あ
り

ま
す
る
が
、
試
験
は
あ
く
ま
で
も
一
定
の
蕪

蛾
に
基
い
て
公
正
に
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
い

り
こ
と
を
、
十
分
予
想
し
て
お
り
ま
す
。
た

だ
そ
の
試
験
に
合
橋
し
た
人
の
大
部
分
は
お

そ
ら
く
研
修
所
に
お
入
り
に
な
る
。
そ
う
し

て
研
修
所
に
お
入
り
に
な
る
関
係
を
考
え
ま

す
と
、
法
務
蹴
で
あ
る
程
庇
の
橡
辨
が
必
要

で
あ
為
、
あ
る
い
は
最
高
裁
判
所
に
お
か
れ

ま
し
て
あ
る
程
庇
の
判
蔀
を
要
求
さ
れ
為
。

関
係
な
し
に
、
一
定
の
法
学
の
力
が
あ
り
服

用
の
能
力
が
あ
る
か
ど
う
か
だ
け
を
き
め
る

の
で
す
か
ら
、
あ
る
い
は
少
い
場
合
も
あ

り
、
あ
る
い
は
非
附
に
多
い
鳩
谷
も
あ
る
わ
↑

け
で
あ
り
ま
し
て
、
‐
一
定
の
蚕
桁
さ
え
あ
っ

た
な
ら
ば
み
ん
な
命
格
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
今
の
御
説
明
の
よ
う

に
、
や
は
り
裁
洲
所
側
の
意
見
を
相
当
こ
の

委
員
会
に
お
い
て
勘
乗
し
て
そ
の
人
員
等
も

き
め
馬
、
と
う
い
う
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、
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1

11

房
焚
か
ら
も
お
梓
え
申
し
上
げ

ま
す
ｐ

○
上
村
鍾
員
こ
の
司
法
試
験

脳
麺
す
が
公
私
ど
も
が
司
法
試

希
熱
す
る
も
の
は
、
法
鍬
の
技

す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
園
家

裁
州
、
検
察
《
弁
謹
と
い
う
ょ

通
用
の
粛
熈
な
面
を
銅
当
す
愚

蕊

え
て
お
り
ま
す
る
が
、
池
務
照
の
官
房
長
癖

棚
雷
澱
鮭
剥
諏
硅
鞠
嬢

一

審
を
合
桁
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
な
さ
為

い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
私
は
か
た
く
信
じ
認

お
る
次
館
で
あ
り
ま
す
。
，
》
土
《

な
お
こ
の
試
験
符
理
獲
貝
会
詮
ど
一
あ
駈

鞘
に
款
為
か
と
い
軌
間
鼬
に
つ
き
ま
し
漂

隼
、
‐
６
０
・

は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
霧

は
り
國
会
に
対
し
て
資
征
を
負
う
内
閣
の
軍一
碓

員
で
あ
る
法
務
総
裁
が
悴
理
す
る
こ
と
が
禰

当
で
は
な
い
か
。
厨
く
申
し
上
げ
ま
す
と
黙

行
政
権
に
厨
す
る
一
撫
櫛
で
あ
る
と
考
え
魚

れ
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
國
家
に
対
し
て
潔

価
を
負
う
内
閣
の
所
管
の
も
と
に
立
つ
方
黙

澗
当
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
、
こ
の
案
を
つ
感

つ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
最
高
裁
釧
所
寒

御
主
眼
に
な
る
点
も
き
わ
め
て
ご
も
つ
と
あ

な
点
が
多
う
ご
ざ
い
ま
ず
の
で
、
私
と
し
察

は
こ
れ
は
國
会
に
恥
い
て
し
か
る
べ
く
御
撰

燈
し
て
い
た
だ
い
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
毒

４
１
１
１
‐
ｂ
ｊ
１
イ
ガ
ｍ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
』
』
【
Ｇ
グ
吟
山
引
１
１
「
延
剴
凶
誤
〃

一

一
‐
一
れ
は
私
の
一
つ
の
見
通
し
で
あ
り
ま
す

宿
、
獅
理
委
員
会
が
〆
一
う
い
う
方
針
で
お

め
に
な
り
ま
す
か
、
そ
れ
は
委
勵
会
が
御

定
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
佃
し
そ
の
と
き

人
蛎
の
必
嘆
だ
け
で
、
あ
る
年
に
は
ご
く

ず
か
と
み
、
あ
る
年
に
は
水
珊
し
を
し
で

必
ず
し
も
礎
は
よ
く
な
い
け
れ
ど
も
多
勢

』

0

宅

寸

0
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錨協評

潮i鍬

1

識
一
類
鮒
五
号
法
務
議
員
会
議
録
鋪
十
一
号
昭
和
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

〕

紡
局
多
数
決
に
よ
っ
て
最
高
裁
州
脈
の
杵
職

と
い
う
こ
と
に
州
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
・

か
よ
う
な
現
肱
で
は
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど

も
、
そ
の
研
修
所
に
入
所
し
て
お
る
者
は
、
ゞ

裁
刎
宮
に
な
る
者
に
限
ら
な
い
。
將
來
嶮
察

官
に
な
る
者
も
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
弁
誰

士
に
な
ろ
う
と
い
う
人
も
含
ま
れ
て
お
る
の

で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
三
者
を
研
修
せ
し
む
》

る
の
に
司
法
柵
修
川
と
い
う
施
設
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
棚
関
は
ど
こ
で
櫛
皿
す
る
か
と
い

う
こ
と
は
、
ま
た
別
個
に
考
え
な
け
れ
ば
な
抑

ら
ぬ
胴
似
幽
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
袋
す
。

現
在
そ
の
三
者
を
包
括
し
て
研
修
川
を
符
班

す
る
適
当
な
機
関
が
別
に
あ
り
ま
せ
ん
の

で
（
今
の
と
こ
ろ
は
最
高
裁
刎
所
に
ゆ
だ
ね
》

て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
の
研
修
所
《

の
符
斑
を
栽
刎
所
に
ゆ
だ
ね
て
お
る
か
ら
、
、

そ
れ
に
関
連
す
る
試
嶮
も
ゆ
だ
ね
る
。
猟
る
《

い
は
試
験
を
受
け
る
の
に
学
校
激
育
を
礎
け
“

た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
鼬
か
ら
と
い
っ
て
、

学
校
教
満
ま
で
も
負
わ
せ
る
。
そ
う
い
う
よ

う
な
関
連
性
で
、
す
べ
て
の
行
政
を
だ
ん
だ

ん
裁
判
所
の
符
業
に
移
す
と
い
う
こ
と
は
、
．
↓

私
は
僻
來
の
裁
判
所
の
行
き
方
と
し
て
あ
ま

り
好
ま
し
く
な
い
の
じ
や
な
い
か
。
裁
刎
所

は
ど
こ
ま
で
も
司
法
樅
を
つ
か
さ
ど
る
所
と

し
て
、
な
る
べ
く
純
粋
に
司
法
部
耐
に
立
つ

§
へ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
司
法
権
を
適
正

に
行
う
た
め
に
、
必
要
な
最
小
限
庇
の
行
政

が
ゆ
だ
ね
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
行

政
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
國
会
に
対
し
て

責
任
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
あ
ま
り

に
行
政
恥
務
の
範
囲
を
厳
げ
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
。
か
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
お
り
ま

す
る
の
で
、
將
來
も
し
司
法
研
修
所
を
つ
か

さ
ど
る
の
に
、
裁
判
所
以
外
に
適
当
な
組
織

が
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
さ
よ
う
な
組
織
に

や
は
り
研
修
所
の
管
理
も
ゆ
だ
ね
る
方
が
適

当
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
考
え
を
持
つ

，壷
可
癖

ず

ﾉｰ’

－
’

’
１
１
１
１
‐
ｌ
‐

‐
Ｉ
‐
Ｉ
‘
’
’
１
１
１
１
』
酬
旧
Ⅱ
１
．
－
■
Ｉ
ｇ
ｉ
Ｔ
ｌ
Ｉ
画
ロ
ー
■
■
一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ｌ
一

て
お
り
ま
す
。

○
鍛
冶
委
員
今
旦
の
議
論
と
過
去
の
議
論

と
い
う
も
の
を
聞
Ｌ
て
お
り
ま
す
と
、
現
在

研
修
所
が
裁
刎
所
に
瓦
る
。
そ
う
す
る
と
研

修
所
で
い
ろ
Ｉ
４
＼
な
こ
と
を
や
為
か
ら
、
そ

の
試
触
の
符
理
は
裁
州
所
で
よ
ろ
し
い
、
や

ら
せ
れ
ば
い
い
じ
塁
な
い
か
と
い
う
議
論
で

嶮
漂
官
と
す
る
と
陸
う
色
を
つ
け
て
行
く
べ

き
も
の
で
は
な
い
。
｜
法
維
家
と
し
て
こ
れ
を

見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
見
る
な

ら
ば
、
だ
れ
も
法
徹
家
の
プ
ー
ル
で
。
あ
る
弁

謹
土
会
に
入
れ
て
お
一
い
て
、
一
定
の
年
限
修

禰
さ
せ
た
結
果
、
こ
れ
は
裁
刎
官
に
適
当
、

こ
れ
は
検
察
官
に
適
当
か
そ
う
す
為
の
で
な

あ
り
龍
す
。
と
こ
る
が
そ
れ
に
対
し
て
頭
大

な
疑
問
を
持
っ
て
鍾

る
。
一
体
研
修
所
は
裁

刎
所
に
侭
く
の
筵
本
川
な
の
か
ｏ
い
い
の

か
。
こ
れ
を
あ
な
た
方
に
聞
き
た
い
。
こ
れ

は
何
べ
ん
も
私
く
堅
く
申
し
上
げ
た
が
、
も

一

つ
と
言
っ
て
み
る
と

、
法
務
照
に
お
い
て
億

に
法
間
一
元
を
実
典
し
よ
う
と
す
る
識
鷲
が

あ
る
か
と
い
う

り
ま
す
。
‐
わ
れ

元
を
聖
篭
恥
し
よ

詞
生
は
修
習
を

雛
家
と
す
ぺ
き

え
る
ど
同
時
に

と
想
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
対
す
る
沙
務
臘
の

伽
見
解
を
承
り
た
い
一
。
こ
れ
は
去
年
か
ら
も

う
す
で
に
こ
こ
で
決
定
し
更
鈴
木
法
務
総

裁
は
こ
れ
に
同
つ
室
ど
と
ま
で
も
や
愚
と
い

う
言
硬
を
與
え
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
今

日
実
現
し
て
お
ら
れ
な
ん
で
、
ｉ
〆
そ
う
し
て
こ

の
枝
紫
の
試
験
の
問
一
題
で
聯
つ
に
お
る
こ
と

は
、
ま
こ
と
に
私
は
不
河
解
だ
と
思
い
ま
す

は
私
は
無
意
味
な
も
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
の
見
解
か
ら
い
た
し
ま
し
て
、
研
修

所
を
裁
判
所
に
侭
く
盲
と
は
私
は
不
條
瑚
だ

か
っ
た
ら
、
十
年
と
一
か
五
年
と
か
い
う
制
限

2"2<f
－

に
な
つ
恒
來
る
の
で
九

は
ほ
ん
と
う
に
法
曹
一

す
る
な
ら
ば
、
祠
滋
修

た
ら
、
た
だ
蝿
な
る
法

で
あ
っ
て
へ
修
瀞
を
維

れ
は
裁
洲
官
、
｜
」
れ
は

か
ら
。
、
ま
ず
私
は
法
務
願
の
こ
れ
に
対
す
る

御
見
解
を
承
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
佐
藤
（
藤
）
政
府
委
員
現
祁
の
裁
判
所
法

一
北
び
に
今
庇
の
國
会
に
提
川
せ
ら
る
ゞ
へ
き
弁

護
士
法
の
改
正
等
は
、
い
ず
れ
も
法
卿
一
元

を
目
ざ
し
て
北
る
も
の
と
私
ど
も
は
考
え
て

お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
法
務
箙
と
い
た
し

ま
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
法
曹
一
元
を
目
ざ
し

て
北
る
。
そ
の
現
わ
れ
と
し
て
、
こ
こ
に
司

法
修
瀞
生
と
い
う
制
度
を
設
け
た
の
で
あ
り

ま
す
。
將
來
裁
判
官
、
嶮
寒
官
、
弁
護
士
に

な
る
譜
が
一
壁
に
会
し
て
研
修
し
、
二
年
間

の
研
修
を
絡
え
て
か
ら
の
ち
に
、
そ
れ
火
Ｉ
、

の
希
製
の
分
野
に
推
ん
で
行
く
、
こ
う
い
う

組
織
に
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
お
識

の
よ
う
に
二
年
間
の
修
習
を
絡
え
た
者
が
、

た
だ
ち
に
械
察
官
、
あ
る
い
は
刎
事
補
と
な

ら
な
い
で
へ
《
全
部
一
定
の
期
間
弁
護
士
と
な

り
、
法
祁
を
研
究
し
、
ま
だ
縦
見
を
高
め

る
、
そ
の
上
で
嶮
蕊
背
な
り
あ
る
い
は
裁
判

官
に
な
る
よ
う
な
制
度
を
考
え
た
ら
ど
う
か

と
い
う
仰
せ
で
あ
り
ま
ず
が
、
私
は
さ
よ
う

な
お
識
に
対
し
て
は
ま
っ
た
く
賛
同
を
表
し

だ
い
の
で
あ
り
在
す
。
法
務
醜
全
休
の
意
見

と
し
て
は
ま
だ
ま
と
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
け

れ
ど
も
、
前
鈴
木
法
務
総
裁
の
時
代
に
も
國
会

に
お
い
て
申
し
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
ざ
よ

う
な
裁
判
官
と
な
る
賛
格
に
つ
い
て
、
ま
た

制
庇
に
つ
い
て
さ
ら
に
嶮
討
し
て
、
新
し
い

裁
判
官
ま
た
は
嶮
察
官
の
賛
格
を
定
め
、
新

し
い
制
腿
を
打
立
て
る
た
め
に
、
法
務
廟
並

び
に
最
高
裁
判
所
、
幟
察
臓
、
弁
誰
士
会
の

代
表
者
等
が
帯
り
集
ま
り
崖
し
て
、
こ
こ
に

新
し
い
刺
法
制
鹿
を
樹
立
ず
べ
く
研
究
を
し

よ
う
と
い
う
こ
と
を
、
鈴
木
総
裁
が
お
約
束

な
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
最
高

裁
洲
所
が
主
宰
に
な
り
ま
し
て
、
法
称
総

裁
、
嶮
那
総
長
、
そ
れ
か
ら
弁
護
士
会
の
代

表
者
竿
が
寄
り
Ｉ
‐
、
集
ま
り
ま
し
て
胃
た
び

黍
，
頓－圭一、

え
に
な
る
か
『
そ
の
点
伺
い
た
い

す
。
○
内
藤
説
明
員
鍛
冶
委
戯
の
御

し
て
お
祷
え
お
巾
し
上
げ
寵
す
。

所
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
栽
列
官

弁
謹
士
た
る
人
を
誰
成
す
る
た

は
、
こ
れ
は
や
は
り
最
も
蕪
礎
に

は
井
護
土
た
る
脊
締
と
い
う
点
に

お
る
と
存
じ
ま
す
。
從
い
ま
し
て

槻
関
は
弁
識
士
禽
い
わ
ば
日
本

口
一

叩

△

》

心

捌

マ

Ｍ一

馳
祁
憩
稚
痙
独
牝
紳
吐
嘩
岬
岬
唾
率
仙
毒
雷
溌
』
奉
加
が
●
》

錘
報

休
案
が
で
き
て
北
ら
な
い
の
で
、
こ
』
」
に
申
辱
蕊

し
上
げ
る
秘
度
に
は
推
ん
一
じ
お
り
ま
せ
ん
竣
鉦
漁

れ
ど
も
、
み
ん
な
の
考
え
方
が
新
議
溌
に
磯
職
一

つ
て
こ
の
新
し
い
裁
刎
所
法
、
嶮
鱈
臆
法
が
霊
州
一

股
凸
湾
町

呼

や

可

・

一

施
行
さ
れ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
こ
の
鎌
一

実
績
に
か
ん
が
み
て
、
裁
判
徹
、
機
察
官
傷
霧
・
年
啼
砿
‐
・
ゞ

資
格
を
定
め
る
と
耐
時
に
、
新
し
い
司
法
制
靜

礎
を
考
え
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
氣
持
埠
溌
一

は
．
一
致
い
た
し
て
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
い
韓
愛

舸
剛
灘
鯏
轆
剥
延
誇》

す
。
》

Ｏ
鍛
冶
委
員
法
務
照
の
御
見
解
と
し
て
鱸

そ
の
程
度
で
や
む
を
禅
な
い
か
も
し
れ
ま
蛙
懲
嚥
、
》

ん
が
、
こ
れ
は
い
い
槻
会
で
す
か
ら
、
裁
劉“羊凸》》

所
か
ら
も
お
い
で
に
な
っ
て
お
り
ま
す
か
駒

伺
い
た
い
が
、
先
ほ
ど
の
私
の
衡
間
は
お
照

き
の
通
り
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
す
る
隷
瀞
恥

判
所
の
御
見
解
を
お
剛
い
し
た
い
と
思
い
連
瀞
－

す
。
‐
も
う
一
。
へ
ん
嬰
約
は
て
申
し
ま
す
る
と
蕊
錨
一

法
曹
一
元
と
い
う
こ
と
に
御
賛
成
な
の
か
魚
辨
祁

可

．
・
》

岨《

凶
北
画
》
『
和
・

・
閏

う
か
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
司
法
研
修
所
迩
識
評

裁
艸
所
に
あ
る
の
は
迩
当
と
お
考
え
に
な
急
溌

て
お
る
か
『
そ
れ
と
も
何
か
や
ろ
う
と
お
戯
辮
》

合
会
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
そ
の
研

主
符
さ
れ
る
こ
と
が
最
も
好
ま
し
い
こ

存
じ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
ま
だ

ーつ

邪

q‘

［
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隼
■

１

０

句

吟

出

自

０

、

‘
絢
撫
劉
呼
ず
↑
‐
翔

麺
噸
理
鍔
畷
陶
藤
．
．
＃
粥
“

｜

ロ
に
今
０
■
■
Ⅱ
Ⅱ
■
旧
可
寺
。
ｑ
■
Ｂ
ａ

『

i!

、

Ｉ
．
‘
卜
』
斗
里
Ｇ
ｑ
。
？
．
、
咽
国
叫
空
軍
■
１
い
、
１
５
６
１
Ⅱ
Ⅱ
日
日
ｆ
・
１
１
１
４

ｐ
圀
幻
凸
遙
△
己
４
・
言
・
町
ロ
』
．
が
碇
Ｐ

。
。
。
・
屯
。
少
。
，
！
。
。
‘

出
席
委
員
‐
：
《

：
《
“
…
委
員
長
《
花
村
“
四
郎
君

；
・
理
事
北
川
・
、
定
務
君
理
事
小
玉
浩
行
君

。
・
９
。
■
。
■
■
Ｐ
由
●
●
■
ず
ザ

・
《
少
通
事
筒
沐
軒
私
吉
君
迩
辨
石
川
金
次
郎
君

帳
野
理
事
小
野
蛮
《
孝
君
理
郵
梨
木
作
次
郎
君

”
理
辨
吉
田
》
恥
ど
安
君
，

・
・
押
谷
’
富
三
君
鍛
冶
良
作
君

・
佐
瀬
昌
三
君
・
田
嶋
好
女
君

收
野
寛
索
君
松
木
弘
君

Ⅷ
眞
鍋
勝
君
武
藤
嘉
一
君

《
上
村
進
君
大
西
正
男
君

出
席
政
府
委
員
§
》

〃
法
務
政
務
次
官
山
口
好
一
君

／
認
罎
鏥
癖
鍵
務
詣
岡
咲
恕
一
君

；
・
・
法
務
行
政
長
官
佐
藤
藤
佐
君

．
（
少
年
嬬
正
局
長
）
齋
藤
一
一
耶
君

法
務
聴
事
務
官
．

委
員
外
の
出
席
者

》
■

‐
裁
判
所
事
務
官
内
藤
順
博
君

．
裁
判
所
那
務
官
‐
宇
田
川
潤
四
郎
君

、
‐
専
門
負
村
教
三
君

．
ｔ
、
、
、
専
門
員
小
木
貞
一
君

I

|’

’
1

－一弐一

１
１
１
１
１
１

軒
Ｏ
押
谷
委
員
裁
判
所
側
の
大
体
の
御
意
兇

を
承
っ
た
の
で
あ
り
ま
十
が
、
法
務
臆
の
考

口
も

係
を
ひ
と
つ
聞
い
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

捗
拒
．
！
。
。
，
；
・
ゞ
！
…

ち
、
將
來
一
」
れ
に
対
す
る
符
理
，
も
せ
ら
れ
る

わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
試
隣
す
る
方

は
法
務
薦
で
．
あ
り
、
合
格
者
に
向
っ
て
の
修

習
関
係
は
最
高
裁
剣
所
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
一
ら
の
連
絡
は
一
体
ど
う
い
う
よ

う
な
方
法
で
お
と
り
に
な
る
の
か
。
↑
」
の
関

え
方
と
舷
高
裁
判
所
の
方
而
の
考
え
方
と

が
、
志
よ
う
に
大
き
な
食
い
通
い
が
あ
り
ま

し
て
、
｜
」
の
符
轄
に
つ
い
て
は
共
に
希
望
し

て
お
ら
れ
る
が
、
見
解
は
全
然
正
反
対
の
棒

え
が
出
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
修
習
生
を

研
修
所
に
入
れ
、
そ
の
研
修
所
は
鍛
高
裁
判

所
が
こ
れ
を
所
筍
し
て
い
ら
つ
し
や
る
こ
と

は
間
進
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
司
法

試
験
に
合
緒
し
た
人
は
、
希
望
す
れ
ば
司
法

修
習
生
と
し
て
研
修
所
に
入
り
得
る
蚕
格
が
ノ

あ
り
、
國
家
も
ま
た
で
き
御
る
限
り
こ
れ
を

收
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
す
る
と
、

そ
の
收
容
の
能
力
で
あ
る
と
か
い
る
ノ
＼
な

関
係
か
ら
、
人
員
等
も
、
研
修
所
の
方
面
、

言
い
か
え
れ
ば
そ
れ
を
符
理
す
る
巌
高
裁
判

所
の
方
面
に
お
い
て
も
一
つ
の
希
望
を
持
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１
１
９
０
４
画
軍
■
〃
０
阜
汀
１
も
の
７
，
４
．
、
。
Ｂ
、
、
Ｊ
Ｊ
Ｄ
４
Ｊ
ｌ
１
合
ゆ
・
・
■
。
。
甲
叩
■
日
・
・
州
４
や
②
中

う
こ
と
は
、
試
鹸
の
公
正
あ
る
い
は
永
久
性

か
ら
考
え
ま
し
て
問
題
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う

か
ら
、
そ
の
具
体
的
な
人
事
の
方
の
要
求
を

一
方
に
お
い
て
は
勘
考
し
つ
つ
、
な
お
試
験

の
一
定
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
い
う
も
の
を
確

立
す
る
見
地
か
ら
、
綿
理
委
員
会
は
や
は
り

適
当
に
試
駿
を
管
理
し
て
、
適
当
に
試
険
の

合
格
者
を
定
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
り
ま
す
。 ０

古
ｎ
ｆ
Ｄ
Ｑ
毎
・

値
潤
咲
政
府
委
員
漣
試
駿
の
符
理
に
つ
き
ま

し
て
傾
先
ほ
劇
い
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う

に
、
司
法
試
験
符
理
委
員
会
と
い
う
も
の
が

設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し

か
も
こ
の
符
理
委
員
会
は
最
高
裁
判
所
の
事

務
総
長
、
そ
れ
か
ら
弁
護
士
を
代
表
す
る

者
、
法
務
臆
の
官
房
長
、
こ
の
三
人
に
よ
っ

て
撫
成
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
た
と
え
て
申
し
ま
す
と
、
來
年

庇
は
司
法
修
習
生
と
し
て
裁
刎
所
側
で
は
両

人
の
人
が
必
要
で
あ
る
、
法
務
歴
と
い
た
し

ま
し
て
は
嶮
辨
と
し
て
八
十
人
が
必
要
で
あ

る
と
い
塗
７
こ
と
に
な
り
ま
ず
と
、
お
そ
ら
く

癬
理
委
働
会
に
そ
の
希
望
を
申
し
述
べ
ら
れ

る
だ
ろ
う
と
考
え
玄
十
。
そ
う
し
て
管
理
委

員
会
に
お
一
里
エ
ー
ニ
」
”
測
矧
鋼
荊
謝
咄
越
・
し

ま
す
と
同
時
に
、
各
年
庇
に
わ
た
り
ま
し
て

試
鹸
の
採
用
の
基
堆
が
あ
走
り
に
動
く
と
い

一

判

１
１

．
■
。
，
ｑ

け

ー
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｜一

だ
ど
思
い
ま
す
。
し
て
み
れ
ば
、
裁
判
官
だ

け
を
つ
か
さ
ど
宮
‐
走
る
最
高
裁
判
所
、
そ

の
中
の
一
つ
だ
け
、
険
察
官
だ
け
を
つ
か
さ

ど
っ
て
お
る
法
務
聡
、
い
ず
れ
に
い
た
し
て

裁
唯
織
緯
灘
剃
鹸
紗
蝿

は
法
曹
一
元
の
理
論
か
ら
言
い
ま
す
と
、
す

べ
て
一
応
笄
護
士
に
し
て
。
、
姥
れ
か
ら
適
当

な
者
を
裁
判
官
な
り
嶮
察
官
な
り
に
採
用
す

る
の
が
よ
ろ
し
い
と
私
は
考
え
て
お
る
。
ま

た
こ
の
委
員
会
に
お
い
て
一
昨
年
以
來
、
そ

の
議
論
は
も
う
私
は
結
論
に
達
し
て
お
っ
た

と
思
う
の
で
す
。
さ
よ
う
に
考
え
て
み
ま
十
．

涯
〆
唖
“
一
」
識
雑
誌
蝿
州
壺
弄
壁
睡
州
坤
嘩
一

な
ら
ぬ
の
と
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
わ
北
わ

Ｔ
ｍ

R』

ｄ
ｒ

れ
の
考
え
と
違
う
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
に
つ
い
て
法
務
臆
の
意
地
宏
約
ら

光
勘
忙
は
階
〃
誰
抄
壮
恕
い
ま
す
。

－

こ
の
管
理
委
員
会
で
試
職
の
行
政
を
つ
か
さ

ど
る
ｐ
た
だ
そ
の
試
験
の
行
政
に
つ
い
て
、

最
高
の
責
任
者
と
し
て
行
政
の
お
せ
わ
を
す

る
の
は
ど
こ
に
し
よ
塗
う
か
と
い
ゞ
う
こ
と
に
つ

い
て
、
最
高
裁
刻
所
と
法
務
臆
と
の
間
に
意

見
の
食
い
違
い
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ゞ

私
ど
も
と
し
ま
し
て
は
、
か
よ
う
な
行
政
に
一

○
佐
藤
（
藤
）
政
府
委
員
た
だ
い
ま
御
質
問

の
御
趣
旨
は
ま
こ
と
に
茸
」
も
っ
と
も
隈
堂
，

る
の
で
あ
り
ま
す
。
腺
來
裁
判
官
と
な
る

者
、
ま
た
將
來
検
察
官
と
な
る
者
、
一
垂
た
將

來
弁
謹
士
と
な
る
者
、
そ
れ
ら
の
者
が
大
部

分
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
ほ
か
に
も
先
ほ
ど

申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
副
恢
事
と
な
る

蚕
格
も
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う

い
う
法
律
専
門
家
と
し
て
の
読
格
を
禅
る
試

瞼
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
一
裁
判
所
、

一
法
務
臓
で
取
扱
う
と
い
う
こ
と
は
、
い
ふ

に
も
大
き
す
ぎ
る
よ
う
な
感
じ
が
い
た
す
の

で
あ
り
ま
す
。
し
か
ら
ば
ど
こ
で
そ
れ
を
管
一

理
す
る
か
と
い
・
７
こ
と
に
な
り
室
す
と
、
ど

ぅ
し
て
も
こ
の
蚕
絡
試
駿
に
合
格
し
た
者
。

大
部
分
が
將
來
の
志
望
を
持
っ
て
お
る
裁
判

官
、
嶮
察
宮
そ
れ
か
ら
弁
謹
士
、
そ
う
い
・
可

三
者
の
代
表
者
が
試
聴
を
祷
理
ナ
る
し
仮
う

の
が
一
番
適
当
で
あ
ろ
う
、
こ
う
い
う
考
え

か
ら
私
ど
も
は
こ
の
案
に
お
り
」
『
試
瞼
管

蝿
委
員
会
と
い
う
も
の
を
組
織
し
ま
し
く

〆
Ｌ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
■
■
■
■
■
且
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

’

行
政
に
つ
い
て
最
高
の
責
任
者
と
な
ご
‐
》
管

理
す
る
と
い
う
こ
と
は
適
当
一
《
ｕ
な
い
の
で
ば

な
い
か
。
こ
う
い
う
考
え
を
捗
っ
て
お
る
の

で
あ
り
ま
す
。
行
政
の
お
せ
わ
を
す
る
の
は

政
府
で
、
そ
の
試
鹸
は
試
嶮
管
理
委
員
会
、

裁
判
所
、
法
務
隠
及
・
び
弁
護
士
会
の
代
表
者

か
ら
な
る
試
堕
脊
理
委
員
会
で
試
陰
を
行

う
、
こ
う
い
う
仕
組
み
を
考
え
た
ｇ
ご
あ
り

ま
十
・
。

ｒ
，
、

つ
い
て
の
費
任
を
負
う
も
の
は
、
ど
こ
童
ど

も
國
務
大
臣
が
議
会
に
対
し
て
箕
任
を
負
う

と
い
う
仕
組
み
の
方
が
一
・
番
適
当
で
は
な
い

か
。
い
か
に
試
験
で
あ
２
‐
｜
も
、
そ
の
試
駿

が
公
正
に
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
予
想
さ

れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
試
騒
は
純
然
た
る

行
政
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
行
政
に
つ
い
て
何

ら
責
任
を
負
わ
な
い
裁
判
所
が
、
そ
う
い
う

■
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■
■
■
■
■
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■
■
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１
１
１柊

的
に
は
負
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す

‐
か
。
○
岡
咲
政
府
委
員
司
法
試
鰄
そ
の
も
の

‐
ぽ
、
こ
の
法
案
の
十
笂
條
に
ご
ざ
い
ま
す
よ

う
に
、
試
瞼
管
即
委
員
会
の
推
薦
に
基
き
ま

し
て
、
法
務
総
裁
が
司
法
試
験
考
査
委
員
を

ゞ
係
命
い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
司
法
試
険
考
査

委
員
が
司
法
試
嶮
の
こ
と
は
行
う
わ
け
で
あ

り
ま
し
て
、
た
だ
い
ま
お
葬
れ
の
よ
う
な
試

験
問
題
、
あ
る
い
は
秩
抑
で
定
め
て
い
る
わ

く
外
の
試
嶮
間
脳
を
川
し
た
と
い
っ
た
よ
う

雲
一
￥
な
間
魑
、
あ
る
い
は
そ
の
試
嶮
の
採
点
に
つ

一
き
ま
し
て
、
不
公
正
な
収
扱
い
が
あ
っ
た
と

一
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
痕
は
、
司
法
試
嶮
老

》
査
委
員
が
ま
ず
寶
任
を
負
う
わ
け
で
ご
ざ
い

《
ま
す
が
、
こ
の
委
員
の
脈
命
は
法
務
総
裁
が

い
た
す
の
で
ご
ざ
い
ま
十
る
し
、
実
際
は
試

聖
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
試
瞼
を
行
う

当
が
あ
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
試
嶮
そ
の
も

の
に
つ
い
て
の
責
任
も
、
や
は
り
内
閣
が
蟻

と
思
い
ま
す
が
、
試
嶮
そ
の
も
の
、
あ
る
い

は
試
瞼
の
課
題
が
誤
っ
て
お
っ
た
と
か
、
こ

わ
た
っ
た
と
か
、
試
瞼
の
採
点
に
つ
い
て
不

蕊
な
る
辮
務
的
行
爲
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

の
法
律
に
規
定
し
て
あ
ら
ざ
る
試
鹸
科
目
に

Ｏ
踊
村
蚕
員
長
そ
う
才
る
と
試
駒
の
僻
理

ｒ
ｌ
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０
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０
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Ｊ
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△

そ
の
‐
も
の
に
つ
い
て
も
、
あ
る
い
は
選
考
の

当
、
》
不
当
に
つ
い
て
も
一
切
の
責
任
を
法
務

総
裁
が
負
う
と
い
う
の
で
す
か
。

司
○
両
咲
政
府
委
員
法
制
の
建
前
と
い
た
し

ま
し
て
は
、
試
験
考
悲
委
員
と
い
う
も
の

は
、
裁
州
官
の
ご
と
く
独
立
し
て
そ
の
堺
務

を
行
う
の
だ
と
い
う
ふ
う
な
建
前
に
た
っ
て

隙
の
公
正
の
た
め
に
、
呼
撚
委
員
が
独
珈
し

て
自
己
の
良
心
に
從
つ
γ
、
正
し
く
試
嶮
淀
実

施
せ
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の

結
果
に
お
い
て
、
も
し
小
当
な
こ
と
が
，
あ
り

ま
す
な
ら
ば
、
や
は
り
批
航
と
い
た
し
ま
し

て
は
『
擬
絡
の
責
任
者
と
し
て
法
務
総
栽
が

そ
の
責
め
に
任
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

’ ろ
う
と
考
え
て
お
り
茨
十
。

○
花
村
委
員
長
そ
う
十
る
と
法
務
総
裁
が

そ
の
責
め
に
任
ず
る
の
は
、
そ
う
い
う
不
当
．

な
考
賓
委
員
を
選
ん
だ
と
い
う
選
任
の
責
任

に
な
る
わ
け
で
す
か
。
あ
る
い
は
試
験
そ
の

も
の
に
つ
い
て
の
責
任
も
あ
わ
せ
て
負
う
と

い
う
の
で
す
か
。
試
験
そ
の
も
の
に
つ
い
て

は
考
蚕
委
員
が
責
係
左
負
う
と
い
う
こ
と

で
、
そ
の
考
脊
罪
員
の
鎚
考
に
つ
い
て
は
法

務
総
栽
が
寶
舵
左
負
う
。
こ
う
い
う
二
段
の

責
任
に
な
る
の
で
あ
る
か
。
あ
る
い
は
試
鹸

行
う
と
考
え
ま
す
る
の
で
、
鏥
一
頭
の
貨
任

お
り
ま
せ
ん
が
、
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員
が
負
う
の
で
“
芦

は
、な

汚
査

は
、
や
は
り
法
務
総
裁
は
終
局
の
責
係
者
と

し
て
、
黄
征
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
十
・

不
当
な
試
醗
郷
を

委
員
の
試
瞼
執
行
同
体
に
つ
い
て

」
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
不
当

い
た
し
ま
し
た
“
勺
本
且
禾
玄
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１
１
え
に
な
り
ま
す
か
。

－
，
軒
酔
軒
叩
一
Ｏ
ｆ

一
》
○
花
村
委
員
長
そ
れ
は
試
鹸
が
受
か
ら
な

一
一
か
つ
た
ら
入
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
受
か
っ
た

者
の
中
か
ら
入
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
ら
、
受

》
か
つ
た
こ
と
が
前
提
一
ピ
ナ
。
こ
と
に
今
岡
咲

一
政
府
委
員
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
艇
商
戦
州
所

一
で
罷
苑
権
も
持
つ
こ
お
り
、
ま
た
》
へ
肝
に
対

一
す
る
拒
否
権
も
持
っ
て
お
る
よ
う
に
う
か
が

《
わ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
法
務
臆
の
方
で
試
駿
に
合
桁
し
て
採
用

・
し
た
者
を
、
最
高
裁
判
所
の
方
で
入
所
を
拒

み
得
る
と
い
う
よ
う
な
関
係
に
あ
り
ま
す
が

ゆ
え
に
、
こ
れ
は
常
識
上
か
ら
言
う
て
は
あ

り
得
な
い
が
、
り
く
つ
の
上
か
ら
言
え
ば
入

れ
な
い
で
も
い
い
。
こ
う
い
う
こ
と
に
も
な

り
ま
し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
は
最
も
深
い
関
係

．
が
あ
る
。
し
か
も
法
務
薦
に
お
い
て
、
た
と

え
ば
五
百
人
の
合
絡
者
を
出
し
た
と
い
う
場

合
に
お
い
て
、
・
二
百
人
し
か
收
容
が
一
ご
き
ぬ

と
い
う
場
合
に
は
、
、
も
ち
ろ
ん
拒
む
こ
と
も
、

で
き
ま
し
ょ
う
し
、
收
容
で
き
な
く
な
る
と

Ｌ
ぅ
よ
う
な
観
点
か
ら
見
て
、
こ
れ
は
や
は

り
別
個
の
機
関
に
よ
っ
て
扱
わ
し
む
る
こ
と

が
便
宜
で
あ
る
か
ど
う
で
あ
る
か
。
あ
る
い

は
同
．
一
人
に
や
ら
せ
る
方
が
便
利
で
あ
る
か

ど
う
で
あ
る
か
、
そ
う
い
う
便
宜
上
の
見
地

に
立
っ
て
考
え
て
み
た
場
合
に
、
ど
う
お
考

侍

’

○
岡
咲
政
府
委
員
そ
の
点
に
つ
き
↓
工
し
一
Ｌ

は
先
ほ
ど
も
御
拝
弁
申
し
上
げ
た
と
存
じ
ま

す
が
、
試
嶮
梼
理
委
員
会
が
試
瞼
の
事
務
を

符
理
い
た
し
ま
す
の
で
、
し
か
も
そ
の
試
駿

杵
理
委
員
会
は
法
務
総
裁
官
房
長
と
、
最
高

裁
刈
所
琳
務
総
長
、
そ
れ
か
ら
弁
護
士
会
の

推
聴
さ
れ
た
弁
護
士
、
ど
の
三
人
に
よ
っ
て

委
員
会
を
孵
成
い
た
す
Ｐ
ご
あ
り
ま
し
て
、

一
方
に
お
い
て
は
試
瞼
の
基
準
を
巌
守
し
つ

つ
も
、
司
法
研
修
所
に
お
け
る
收
容
能
力
、

あ
る
い
は
裁
判
川
、
あ
る
い
は
法
務
臆
に
お

け
る
要
員
を
勘
考
い
た
し
ま
し
て
、
合
搭
者

の
範
囲
を
決
定
い
た
さ
れ
》
具
ご
あ
ろ
う
と
考

え
ま
す
２
．
哩
、
実
際
の
運
川
上
に
お
里
」
、

委
負
長
の
抑
折
畑
の
よ
う
に
は
な
は
だ
糞
い

遮
っ
た
こ
と
が
生
ず
る
こ
と
ば
な
い
の
一
ご
ば

な
か
ろ
う
か
、
，
か
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
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れる。

（1） 司法試験考査委員が行政組織として制度化されたものではなく ，試験ごとに任命さ
－-－－－－霞……一一……………………………了…~…崎､…:' -"，…哩劉一一……………翰雲…藤…………-…癖……、

れる個人としてしか捉えられないため， 合絡門一を定めるに1l:1たっては， その合議によ
－価…必禰l齢を芦鋸筒30P脊熟埋劃?九橘痒

って定めることを規定している。

⑭司法試験受験者の食遥_王錨醐玄息餓幽鮮, 司法試験に関する事項を管理
する行政機関たる司法試験管理委員会が行うが， その前提となる内部的な合格者の決

厚霊口一と一己一一＝讐糖毎評目弓応手蓉私"＝”＝毎乗、唾函伽』藪才砥4昂､郡澪汚w寸炉毎0P凸d”冠9詫砿卸¥s砿や鋤lpやむ画減琴海畠刃壹便乍や.－歩』淳当姥ユユ鼻'1－…?…へ雷~勺
画四判､…再…琴"湾晦毒睡印起章下零茜程諏幹蓉モー与理堵･手･』･－1?- t p､｡｡ ;｡ .』:‘r…時･弓．･さ‘霜dr』･･い早生TJ-｡?‐今哩式'恩･噸〔: ,． ?t･兵､』津気宇裳雫冒か穏喧電唾葛ﾙ1秒属曹

定は， 司法試験考査委員の合議によって定めることを規定している。
＝一角－．画■酉嘩＝ー~ぬ＝悪声毒＝可洵軸諏孝司叫榊h理茜噸曽Q奄匙映小濁朝句画…h裁冠94m旬鈷｡いふ$才令式…耶俸;≦ｱ壁－，PLf､u 心ﾂ胃･･津'･ ''4 ．．，i '･･¥呂一:…p心胃･玲・･･･ﾍ'ざが宰鼻程I"切言､鼻2-. F-一…?.↓ ‐ヨ篭' ･"． ． , . . . ､ ・--J2．.可贈令

2 他の国家試験における試験の実施（国家試験比較表参照）

他の国家試験についてみると， 国家行政組織法上の国の行政機関とされる各省の大臣

又は行政委員会が実施するものと，各省の内部組織として設けられる試験制度実施機関

襄躯主催"j魚峨,…黍魚臘Q仏いずれも試験制度の
一一一一幸律冨一壷壺＝ユ郡＝ぬ胡h＆垂一評坤一一”~凸母宇.､河→．＝四・つP､…祁亨､＝子へA"茸

たる審査会等が実施するものがあり，

立患奮い｡駒と…さ簿拠顯w鯉ゐ。_公蕊i工
戸一

惑駕蝋 :蝋鰯撫獣
I

､I'ることとされている｡

3 司法試験制度の構造

（1） 司法試験管理委員会は，独立した行政委員会としてう 司法試験の制度を実施，運用

する主体である。

すなわち， 司法試験管理委員会は，
一宰冬墓曇gf苗華』麺腎…昼幸息岳ばか》』二三蕊＝』己ゴ澄写華.＝ざ＝＝一一型…矢趣ふ虹蜂鋒風熊熟駿際閑集匙恵胤頭恩嘉翼鴦丘謂2℃てllゑ:忌罎と

忠屋吻払愚蕊のである。 （司法試験実施過程参照）瞳聴1崖為血皇雷ゑふ…患恩

◎司法試験法第4条第｣項第ｲ号によ.て司法試験管理委員会湿乢亘笙忌蕊菰卿j" 凸夛
免除される者の範囲を
ー…唖＝幸半塑云垂赫引証辱晶寂遺j僻』1.1㎡dgO譜粘望迅と』国鼻二押定b>琴辱$別F･判f謬了zfr;寺崎Fさ･べ･,や､1･ｬ渉牙g‘qL1報･＄

う主体である。
ーや埋奄津垂事竃?蚕生面……免韓織肇硯……傘

4－

人上鴬ゑ_迄_里鼻息撚烹怠り,。鼠諒源式駄曳典除資掻の認定堂丘公

②合格証書の授与，合格者への通知，合格者名の官報公告は， 司法試験管理委員長
一一一一一一一一

名でなされていることからも明らかなように， 司法試験の合格，不合格に関する行

政処分の主体である。

③司法試験の合格，不合格に関する行政処分を行う主体であることから， また不正

1



に関する事項を管理するものとされているのは， 司法試験管理委員会が司法試験制度
弁当靴寸屯勺供～澪舎凹弓弓鈩‐内べ罠h淀』早唾ﾕ琶紅謬詞F口昴,狩IざI罰?李亨･19L団日竿”.．§且":ざ.一J｣声,L令.喀』あ錘蝉■函埠＝－影幸い坤廿壁色やむ4爬陣年al＝亀”fご曹玩甑丙F↓－8字罰蓉牽画､与悲. .., , タｰ鼻亨1 ,･ﾛ閏一・.-＝･享,9石湾黙々｡｡ -:､｡屍･も--

の実施主体として，試験の実施に関わる事項について権限を有するという趣旨に理解
一一一や芋画望一醒卒野面Pっ寺号rご一……3』』'碗いき=＝…ラム元…弧j,14串も､J『苫-､輝.舜形ピザ%8,"律一ざ?.卜,一書畦.･ﾕ2』J墨､曇,－，､:型ｲ､…-斗浄一合R戸,当'．,,菌占砂･ ,塗･･･-つ－－碩浮珂・v:‘‘,路．,｡:部茜 ’ ,J･苫､雫j･b-蚤一J￥判当＝ご畠一員B進嘩

されるべきである。

(2) 司法試験考査委劇ま，試験ごとに任命される劇ﾖ｡職としてゞ技術的，専門的，並び

に中立的立場から, 司法試験におい-戟翼…』韮息産im煮重ゑゑ鰯舞

司法試験法第l 5条において， 司法試験は司法試験考杏委員加工うⅧと規患照;惠典』息" =
畦輿亀離二諦壼言語幅私匡宕私痒二:零良窒;ず_毛?シこぎ､.,,, ..-』-秀j÷『』, ..,｣バー]:･心塾‘-毛'･莵照二一‘｡､;5･-･2･ ･ ･･1 ･･ ･ ･ ･: , J, ' ' , ､ 畠5., 9. .~;’寺!↓:猿曹: 5. ....:』.ff･ ー"､が~△託‘‐罠｡' .‘も坐.．.･'二．J弓謝: '1声〆勾~感3. ｡ ~ ･ ･ 壷 ' : ． ‘

のは， 司法試験は，法務省の所轄のもとで行政事務として行われるが，法曹資格に関
騨牽窒錘澤諮蓉、匙蓬

する試験制度であって， 高度な学識，能力を判定するものであり， また法務省が監督

権を有しない職務をも含んだ資格に関する試験であるから， 中立的，専門的な立場か

ら行われるべきものであるため,急蝋蹴鷺薦職蝋墓燃司隣式験考査委員伽“
之墓童息点患患い庵窺凰恩寵良≦9…ず雲一暴些…＝

また， 司法試験法第8条において， 司法試験の合格者は， 司法試験考査委員の合議

により定めると規定しているのも，上記のような司法試験の特殊性にかんがみて， 司

法試験管理委員会が合格，不合格に関する行政処分を行うについては， 独立した, !|'

立的，専門的な立場に立つ司法試験考査委員の判断に従って， これを行うべきことを

定めたものである。
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根 拠 等

司法試験法第7条
司法試験管理委員長名で官報に公告して
いる。

等拠根体体主主実施過程

I鮒郷’苧 司法試験管理委員長第二次試験の期日，
場所，受験手続に関

する竺宣〃c夏
出願の受付

潅,～汁

雁

司法試験管理委員会の会議等に関する規
則第三項
蔓罵顕宗彗等は， 司法試験管理委員長に提
出することとされている。

…瞳榊寓
第一次試験免除者の範囲に関して司法試
験管理管理委員会規則を制定している。
資格証明書類を司法試験管理委員長に提
出する。

司法試験管理委員会
一

司法試験管理委員会第一次試験免除資格

の認定'
第一次試験免除資格

の認定'

司法試験法第6条第6項
免除資格を有する旨を記入した受験願書
を司法試験管理委員長に提出し， 司法試
験委員会がその資格の有無を確認する。

司法試験管理委員会筆記試験免除資格の
認定

ケ

筆記試験免除資格の
認定

ケ

司法試験法第1 5条

司法試験管理委員会の会議等に関する規
則第四項

▲司法試験考査委員試験問題の出題

試験の実施
（受験者の監督等）

試験問題の出題

試験の実施
（受験者の監督等）

司法試験管理委員会
（▲司法試験考査委
員)≠－~－－－－－ － －－

－

筆記試験に関じては，貢L堕鋤鯉歪貝
会の庶務を担当_する職員が問題配付,一答

害鍜農走諜鶚真言黒詮毫査委員
が受験者と面接して試験を行う。

‐一一一一一＝ ■■幸宇＝ｰ一一■ー一口■←テーー~ーF q－－－－■｡ー＝一←■ ■＝－－ 1 －－一ーーー一一一‐ｰ‐--ローーーロー‐ｰー＝ ローーー■－－－＝一ロー写字一一一一一＝一ロローマーロローーーーー→＝---‐－－－－＝ ■■－－－＝一■一

不正受験者に対する
措置
不正受験者に対する
措置

司法試験法第1 0条
司法試験管理委員会規則
の制裁であり， また合否
分の主体が司法試験管理

志誉謹誉諜竪鑿毫

司法試験管理委員長
に違反した場合
に関する行政処

委員長である以
る権限も司法拭

えられる。〔ｲ$りば酉勾

試験答案の採点

合格者の内部決定

試験答案の採点

合格者の内部決定

▲司法試験考査委員 司法試験法第15条

▲司法試験考査委員|弓蕊蕊蕊篝の合議により定める。
r ・

＝＝一一画ローローーーーーーーーーーーーーーローロ一色－ 6－－＝凸車再＝凸一画一一一一一一一 ■＝一ヨーーーーーー ■＝←＝一一一＝■一一一一一ロローーーーーーーーーーーーーー面■一 画＝一画一＝＝－ ■＝－－

合格決定の通知

合格者氏名の公告

合格決定の通知

合格者氏名の公告

司法試験管理委員長名で通知する。司法試験管理委員長

司法試験管理委員長

一画 -

＝ｰ--一一一ｰー＝ｰーー‐一一画一一一一一ロローーーーーーーーーーーロローローーーーー－－ローーローーーロローーーーーーロ再一宇一一＝－－ロー＝

司法試験管理委員会の会議等に関する規
則第四項（五）
司法試験管理委員長名で官報に公告して
いる。

司法試験管理委員長 司法試験法第9

堂篭竺且
条合格証書の授与合格証書の授与
齢管繩禿昌鳫

雷
一
一
】 急＋画
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第
三
章
司
法
修
習
生

護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用

第
六
十
六
条
（
採
用
）
司
法
修
習
生
は
、
司
法
試
験
に
合

格
し
た
者
の
中
か
ら
、
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
命
ず
る
。
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
も
っ
て
そ

②
前
項
の
試
験
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
法
律
で
こ
れ
を
の
目
的
と
し
、
次
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
短
答

式
及
び
論
文
式
に
よ
る
筆
記
並
び
に
口
述
の
方
法
に
よ
り

定
め
る
・

第
六
十
七
条
（
修
習
・
試
験
）
司
法
修
習
生
は
、
少
く
と
行
う
。

、
も
こ
年
間
修
習
を
し
た
後
試
験
に
合
格
し
た
と
き
は
、
司
②
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
に
合
格
し
た
者
又
は
第

法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
る
。
四
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
次
試
験
を
免
除
せ
ら
れ
た
者
に

②
司
法
修
習
生
は
、
そ
の
修
習
期
間
中
、
国
庫
か
ら
一
定
限
り
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
・

額
の
給
与
を
受
け
る
。
（
第
二
次
試
験
の
試
験
科
目
等
）

③
第
一
項
の
修
習
及
び
試
験
に
関
す
る
事
項
は
、
最
高
裁
第
六
条
①
短
答
式
に
よ
る
試
験
は
、
次
の
三
科
目
に
っ

判
所
が
こ
れ
を
定
め
る
。
い
て
行
う
。

第
六
十
八
条
（
罷
免
）
最
高
裁
判
所
は
、
司
法
修
習
生
の
一
憲
法

行
状
が
そ
の
品
位
を
辱
め
る
も
の
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
二
民
法

司
法
修
習
生
に
つ
い
て
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
事
由
が
あ
三
刑
法

②
論
文
式
に
よ
る
試
験
は
、
短
答
式
に
よ
る
試
験
に
合
格

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
司
法
修
習
生
を
罷
免
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
た
者
に
つ
き
、
次
の
七
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

↑
何
』
っ
。

②
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
に
合
格
し
た
者
又
は
第

四
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
次
試
験
を
免
除
せ
ら
れ
た
者
に

限
り
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
二
次
試
験
の
試
験
科
目
等
）

第
六
条
①
短
答
式
に
よ
る
試
験
は
、
次
の
三
科
目
に
つ

い
て
行
う
・

一
憲
法

二
民
法

三
刑
法

②
論
文
式
に
よ
る
試
験
は
、
短
答
式
に
よ
る
試
験
に
合
格

し
た
者
に
つ
き
、
次
の
七
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

篭

◇
司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

（
目
的
）

第
一
条
①
司
法
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護

士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能

力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

国
家
試
験
と
す
る
。

②
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
五
十
九
号
）
第
六
十

六
条
の
試
験
は
「
こ
の
法
律
に
よ
り
行
う
。

（
司
法
試
験
の
種
類
）

第
二
条
司
法
試
験
を
分
け
て
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次

試
験
と
す
る
。

（
第
一
次
試
験
）

第
三
条
第
一
次
試
験
は
、
第
二
次
試
験
を
受
け
る
の
に
相

当
な
教
養
と
一
般
的
学
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す

る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
目
的
と
し
、
学
校
教
育
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
大
学
卒
業
程
度

に
お
い
て
一
般
教
養
科
目
に
つ
い
て
短
答
式
（
択
一
式
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
論
文
式
に
よ
る
筆
記
の
方
法

に
よ
り
行
う
。

（
第
一
次
試
験
の
免
除
）

第
四
条
①
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、

第
一
次
試
験
を
免
除
す
る
・

一
学
校
教
育
法
に
定
め
る
大
学
に
お
い
て
学
士
の
称
号

を
得
る
の
に
必
要
な
一
般
教
養
科
目
の
学
習
を
終
っ
た

者
二
旧
高
等
学
校
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
九
号
）

に
よ
る
高
等
学
校
高
等
科
、
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅

令
第
三
百
八
十
八
号
字
に
よ
る
大
学
予
科
又
は
旧
専
門

学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る

専
門
学
校
を
卒
業
し
、
又
は
修
了
し
た
者

三
旧
高
等
試
験
令
（
昭
和
四
年
勅
令
第
十
五
号
）
に
よ

る
高
等
試
験
（
以
下
高
等
試
験
と
略
称
す
る
。
）
予
備

試
験
に
合
格
し
た
者
又
は
そ
の
免
除
を
受
け
て
い
た
者

四
前
三
号
に
該
当
す
る
者
の
外
へ
司
法
試
験
管
理
委
員

会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
三
号
に
該
当
す

鱗

幻巳
司〃

一一

！
’
1

一
憲
法

二
民
法

一
三
商
法

四
刑
法

五
次
の
科
目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る

一
科
目

民
事
訴
訟
法

刑
事
訴
訟
法

六
次
の
科
目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る

一
科
目
。
た
だ
し
、
民
事
訴
訟
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
は
、

鰯
汕
調
づ
腿
だ
場
合
口
限
り
．

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

民
事
訴
訟
法

刑
事
訴
訟
法

行
政
法

破
産
法

労
働
法

国
際
公
法

国
際
私
法

刑
事
政
策

七
次
の
科
目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る

一
科
目

政
治
学

経
済
原
論

財
政
学

会
計
学

心
理
学

経
済
政
策

社
会
政
策

③
口
述
試
験
は
、
筆
記
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
き
、
そ

の
者
が
論
文
式
に
よ
る
試
験
に
お
い
て
受
験
し
た
七
科
目

：
に
つ
い
て
行
う
。

④
司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
試
験
科
目
中
相
当
と
認
め

る
も
の
に
つ
い
て
、
司
法
試
験
管
理
委
員
会
規
則
で
、
そ

の
範
囲
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
第
二
次
試
験
に
お
い
て
も
、
知
識
を
有
す
る
か
ど
う
か

の
判
定
に
偏
す
る
こ
と
な
く
理
解
力
、
推
理
力
、
判
断
力

等
の
判
定
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
号
に
お
い
て
選
択
し

〈
》

、

選
択

｡

鐘
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弧
う
識
う
◎
識
』
、
。
拙
』
⑤
。
、
弧
Ｊ

蝿
》
粋
州

温
十
Ｊ
丹
十
淵
汁
蕗
蠅
＋
則
パ
則
副
汁
十
淵
汁
舛
洲
誤
引

識
さ
餅
鴎
汁
皿
副
副
剴
帽
岡
餅
哉
丙
淵
餅
淵
冊
眉
皿
副
勒
ラ
輔
丙
汁
冊

園
湫
叫
汽
淋
恥
汁
餅
鮮
淵
湫
別
営
罫
皿
叫
皿
致
湫
珈
汁
燃
・
聯
蹴
囲
誤

叩
蝉
哉
Ｓ
囲
劉
蝋
皿
難
舛
耐
恥
瀞
珈
南
く
囲
汁
汁
叫
致
議
息
孟

濁
ｅ
蠅
与
副
諏
作
難
慨
恥
ｅ
州
辱
Ｓ
再
蠅
碑
鄙
ｅ
作
詩
汁
南
秒
珈
空
露
ｅ

Ｑ
蝿
八
餅
誤
罰
蝿
淵
Ｓ
叫
営
針
〃
幅
〃
叫
罰
が
が
動
燃
餓
嘩
叫

秘
咽
岬
部
鍬
く
蛾
州
麺
癖
咽
岬
堀
銅
吋
岬
細
秤
岬
識
岬
州
州
叶
揮
ユ
へ
細

淋
則
恥
映
噸
八
ｍ
司
一
何
劉
ｔ
い
ゆ
サ
ル
別
即
八
一
八
ｅ
・
Ｊ
パ
昇
叫

識
癖
溢
叱
幅
削
汽
Ｊ
蹴
蝉
働
丙
ロ
郎
鮮
興
刷
達
南
駄
計
↓
蝉

鐸

眉
蠅
聖
が
淵
罫
迷
・
叫
再
ラ
淵
罫
葬
蠅
／
与
叫
蕊
サ
バ

温
幅
く
・
皿
小
叫
／
“
。
Ⅲ
〃
州
幅
淵
が
小
再
い
〃

汽
琳
昨
・
が
剴
餅
珈
淵
叫
淵
皿
・
鑑
／
、
含

削
皿
Ｓ
鑑
鮮
誤
郎
皿
が
血
Ｓ
里
Ⅱ
丹
ｓ

罫
恥
翔
窒
向
．
汁
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Ｓ
・
恥
回
一
衿
啼
紳
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》
恥

が
碑
誤
奔
作
田
幅
』
Ｓ
臨

一
四

か
〃
碑
〃
丙
萱
叫
吠
恥
丙
蕗
存
Ｈ
Ｓ

Ｓ
懇
餅
印
〃
い
す
誤
桝
鎖
刺
晦
ｌ

ｅ
Ｅ
許
誤
誹
副
酬
い
噺
叫
汁
申
昨
岸

宴
湫
説
汁
叫
餅
畷
〃
諺
囲
離
恥
再

〃
識
嘘
囲
小
剴
削
淵
蝿
硴
萱
罫
Ｓ
／

副
Ｉ
Ｓ
笠
副
蝉
‐
ｓ
血
で
説
〃
里
蘇
蹄

グ

－
１
、

ザ

ｄ
識
タ
ー
副

八
野
蕗

昇
別
剴

汁
騨
蝉

弔
丙
許

頂
ｄ
搬

叫
ラ
十

画
パ
ー

ト
昇
湫

叫
仙
識

が
．
鼎
Ｉ

・
計
斌
叫
Ｓ
田
順
〃
蝉

識
州
Ⅱ
簿
斉
逵
騨
Ｓ
蝉
鐵

一
バ
ー
畔グ

’
》

が
＋
〃

。
’
副
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餅
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困
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脚
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頂
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鮮
十
副
騨
逵
雌
十
順
萱
Ｓ
鄭
〈
＋
引
叫
心
計
咋
昨
ジ
ル
浄

誤
Ⅱ
餅
蝉
到
離
碑
ｌ
蝉
酬
削
認
再
湫
尉
小
含
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汁
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囲
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引
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則
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弐
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Ｓ
酢
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Ｊ
汁
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餅
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丙
一
鉢
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噸
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再
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昇

別
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凱
Ｓ
Ｆ
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昨
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蹄
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服
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パ
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［

一
司
法
試
験
管
理
委
員
会
の
会
議

㈲
会
議
は
、
委
員
の
要
求
に
基
づ
き
、
委
員
長
が
招
集

す
る
。

②
会
議
は
、
委
員
全
員
の
出
席
が
な
け
れ
ば
開
く
こ
と

が
で
き
な
い
・

日
議
事
は
、
多
数
決
に
よ
る
。

二
司
法
試
験
考
査
委
員
会
議

㈲
司
法
試
験
考
査
委
員
（
以
下
「
考
査
委
員
」
と
い
》
兎
）

を
も
っ
て
司
法
試
験
考
査
委
員
会
議
を
組
織
す
る
。

□
司
法
試
験
考
査
委
員
会
議
は
、
司
法
試
験
管
理
委
員

会
の
委
員
長
が
招
集
す
る
・

日
司
法
試
験
考
査
委
員
会
議
に
、
議
長
を
置
き
、
考
査

委
員
の
互
選
に
よ
っ
・
て
こ
れ
を
定
め
る
・

四
議
長
は
、
司
法
試
験
考
査
委
員
会
議
の
議
事
を
主
宰

す
る
。
議
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
都
度
考
査

委
員
の
う
ち
か
ら
互
選
さ
れ
た
者
が
、
そ
の
職
務
を
行

な
う
。

⑤
司
法
試
験
考
査
委
員
会
議
は
、
考
査
委
員
の
三
分
の

一
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

‐
議
事
は
、
出
席
し
た
考
査
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、

・
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
・

内
司
法
試
験
管
理
委
員
会
の
委
員
は
、
司
法
試
験
考
査

委
員
会
議
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
・

三
受
験
手
続

㈲
司
法
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
司
法
試
験
管

理
委
員
会
の
定
め
る
出
願
期
間
内
に
、
次
の
書
類
等
を

な
ら
な
い
。

１
第
一
次
試
験
又
は
第
二
次
試
験
別
の
受
験
願
書

（
司
法
試
験
管
理
委
員
会
が
交
付
す
る
一
連
の
出
願

用
紙
を
用
い
る
こ
と
。
）

２
第
二
次
試
験
に
お
い
て
、
司
法
試
験
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
六
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
、
筆
記
試
験
の
免
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
筆
記
試
験
免
除
申
請
書
（
１
の
出
願
用
紙
を

用
い
る
こ
と
。
）

３
第
二
次
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
司
法
試
験

法
第
四
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
第
一
次
試
験
の
免
除
に
関
す
る
証
明
書

川
司
法
試
験
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す

る
者
は
、
同
号
に
定
め
る
一
般
教
養
科
目
の
学
習

を
終
わ
っ
た
こ
と
を
科
目
別
及
び
単
位
別
に
証
明

す
る
書
類
又
は
大
学
を
卒
業
し
た
こ
と
を
証
明
す

る
書
類

②
同
条
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
は
、
同
号
に

掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
、
又
は
修
了
し
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類

⑧
同
条
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
高
等

試
験
令
（
昭
和
四
年
勅
令
第
十
五
号
）
に
よ
る
高

等
試
験
予
備
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
明
す
る

書
類
又
は
弁
護
士
試
験
規
則
（
明
治
二
十
六
年
司

法
省
令
第
九
号
）
に
よ
る
試
験
の
受
験
を
出
願
し

た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
若
し
く
は
大
正
七
年
文

部
省
令
第
三
号
高
等
試
験
令
第
七
条
及
第
八
条
二

＝

…

い

ず

《
叩

鐸
驚
霞

則
（
昭
和
五
十
年
司
法
試
験
管
理
委
員
会
規
則
第

一
号
）
に
定
め
る
学
校
若
し
く
は
課
程
を
卒
業
し
、

若
し
く
は
修
了
し
た
こ
と
、
同
規
則
に
定
め
る
時

期
に
お
い
て
同
規
則
に
定
め
る
学
校
の
最
終
学
年

に
あ
っ
た
こ
と
又
は
同
規
則
に
定
め
る
大
学
の
専

攻
科
若
し
く
は
大
学
院
に
入
学
す
る
こ
と
を
認
め

ら
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

４
第
二
次
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
旧
高
等
試

験
令
に
よ
る
高
等
試
験
の
行
政
科
試
験
に
合
格
し
た

者
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
一
号
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
行
政
科
の
本
試
験
に
合
格
し
た
者
と
み
な
さ

れ
た
者
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
試
験
に
合
格
し
た
こ

と
を
証
明
す
る
書
類

５
出
願
前
六
月
内
に
帽
子
を
つ
け
な
い
で
撮
影
し
た

上
半
身
の
写
真
（
１
の
出
願
用
紙
の
所
定
の
箇
所
に

は
り
つ
け
る
こ
と
。
）

６
受
験
手
数
料
に
相
当
す
る
金
額
の
収
入
印
紙
（
１

の
出
願
用
紙
の
所
定
の
箇
所
に
は
り
つ
け
る
こ
と
。
）

７
受
領
先
を
明
記
し
四
十
円
の
郵
便
切
手
を
は
り
つ

け
た
受
験
票
用
紙
一
枚

口
出
願
用
紙
は
、
請
求
に
よ
り
、
司
法
試
験
管
理
委
員

会
が
交
付
す
る
。
郵
便
に
よ
っ
て
出
願
用
紙
の
送
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
送
付
を
受
け
る
先
を
明

記
し
て
、
六
十
円
の
郵
便
切
手
を
は
り
つ
け
た
送
付
用

封
筒
を
添
え
て
、
交
付
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
，

巳
受
験
願
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
受
験
票
を
交
付
す

’
し
限
ｒ
受
験
漂
の
庚
肘
腱
‐
曲
朧
糊
間
を
経
過
し
た
後
涯
！
；

郵
送
に
よ
っ
て
行
な
う
。

四
受
験
願
書
及
び
添
付
書
類
は
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、

添
付
し
た
卒
業
証
書
、
修
了
証
書
及
び
合
格
証
書
は
返

還
す
る
。

四
試
験
の
運
営

㈲
第
一
次
試
験
に
お
い
て
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
大
学
卒
業
程
度

に
お
い
て
一
般
教
養
科
目
の
各
系
列
（
人
文
科
学
関
係
、

社
会
科
学
関
係
及
び
自
然
科
学
関
係
）
に
広
く
わ
た
っ

て
、
短
答
式
（
択
一
式
を
含
む
。
）
及
び
論
文
式
に
よ

る
試
験
問
題
を
課
す
る
も
の
と
し
、
外
国
語
に
つ
い
て

は
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ロ
シ
ヤ
語
又

は
華
語
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
を
受
験
者
に
選
択
さ
せ
、

当
該
外
国
語
に
つ
い
て
試
験
を
行
な
う
。

②
第
二
次
試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
及
び
口
述
試
験

に
お
い
て
は
、
憲
法
、
民
法
、
商
法
、
刑
法
、
民
事
訴

訟
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
破
産
法
そ
の
他
司
法
試
験
管
理
・

委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
は
、

受
験
者
に
法
文
を
示
し
て
行
な
う
。

日
受
験
者
は
、
一
の
科
目
に
つ
い
て
、
試
験
を
開
始
す

る
時
刻
ま
で
に
司
法
試
験
場
内
の
試
験
室
に
出
頭
せ
ず
、

又
は
当
該
考
査
委
員
若
し
く
は
当
該
職
員
の
承
認
を
受

け
な
い
で
当
該
試
験
室
か
ら
退
出
し
た
と
き
は
、
当
該

科
目
に
つ
い
て
の
試
験
及
び
そ
の
余
の
科
目
に
つ
い
て

の
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
・

四
受
験
者
は
、
司
法
試
験
管
理
委
員
会
の
告
示
及
び
当

該
職
員
の
指
示
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■巳

ご戸

鍔

：
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次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
司
法
試
験
法
第
四
条

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以

上
の
教
養
と
一
般
的
学
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
。

一
満
州
国
立
建
国
大
学
前
期
を
修
了
し
、
又
は
同
大
学
後

期
を
卒
業
し
た
者

二
満
州
国
立
大
学
姶
爾
浜
学
院
本
科
を
卒
業
し
た
者

三
満
州
国
立
新
京
法
政
大
学
学
部
又
は
同
大
学
特
修
科
を

卒
業
し
た
者

四
陸
軍
経
理
学
校
令
（
昭
和
十
年
勅
令
第
三
百
二
十
五
号
）

に
よ
る
陸
軍
経
理
学
校
本
科
を
卒
業
し
た
者

五
陸
軍
士
官
学
校
令
（
大
正
九
年
勅
令
第
二
百
三
十
六
号
）

に
よ
る
陸
軍
士
官
学
校
本
科
、
陸
軍
士
官
学
校
令
（
昭
和

十
二
年
勅
令
第
百
十
号
）
に
よ
る
陸
軍
士
官
学
校
又
は
陸

軍
航
空
士
官
学
校
令
（
昭
和
十
三
年
勅
令
第
七
百
四
十
五

号
）
に
よ
る
陸
軍
航
空
士
官
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
陸
軍

中
央
幼
年
学
校
条
例
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
百
八
号
）

に
よ
る
陸
軍
中
央
幼
年
学
校
本
科
、
陸
軍
士
官
学
校
令

（
大
正
九
年
勅
令
第
二
百
三
十
六
号
）
に
よ
る
陸
軍
士
官

学
校
予
科
又
は
陸
軍
予
科
士
官
学
校
令
（
昭
和
十
二
年
勅

令
第
百
十
一
号
）
に
よ
る
陸
軍
予
科
士
官
学
校
の
課
程
を

経
な
い
者
を
除
く
。
）

六
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
お
い
て
陸
軍
経
理
学
校
本

科
、
陸
軍
士
官
学
校
又
は
陸
軍
航
空
士
官
学
校
の
最
終
学

年
に
あ
ら
た
者
（
陸
軍
士
官
学
較
又
は
陸
軍
航
空
士
官
学

校
の
最
終
学
年
に
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
陸
軍
予
科
士

官
学
校
の
課
程
を
経
な
い
者
を
除
く
。
）

七
外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
六
年
の
課
程

を
修
了
し
た
者

八
防
衛
庁
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

に
よ
る
防
衛
大
学
校
を
卒
業
し
た
者

九
農
林
水
産
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
八

十
九
号
）
に
よ
る
水
産
大
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
旧
水
産

庁
設
置
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
に
よ
る

水
産
講
習
所
を
卒
業
し
た
者
を
含
む
。
）

十
運
輸
省
組
織
令
（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
百
七
十
五
号
）

に
よ
る
海
上
保
安
大
学
校
を
卒
業
し
た
者

十
一
職
業
訓
練
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

に
よ
る
職
業
訓
練
大
学
校
の
長
期
指
導
員
訓
練
課
程
を
修

了
し
た
者
（
旧
職
業
訓
練
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百

三
十
三
号
）
に
よ
る
中
央
職
業
訓
練
所
又
は
職
業
訓
練
大

学
校
の
長
期
指
導
員
訓
練
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）

十
二
運
輸
省
組
織
令
に
よ
る
気
象
大
学
校
の
大
学
部
を
卒

業
し
た
者

十
三
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
学
校
教
育
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
大
学
（
短
期
大

学
を
除
く
。
）
の
專
攻
科
又
は
大
学
院
に
入
学
す
る
こ
と

を
認
め
ら
れ
た
者
‐

規
則
第
一
号
）

ﾛ

口■

L〃

I
司
法
試
験
第
二
試
験
の
試
験
科
目
中
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
に
つ
い
て
は
当
該
各
号
に
定
め
る
部
分
を
除
い
た
部
分

を
当
該
試
験
科
目
の
範
囲
と
す
る
・

一
商
法
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八

号
）
第
三
編
第
十
章
保
険
及
び
第
四
編
海

商
に
関
す
る
部
分

二
民
事
訴
訟
法
民
事
訴
訟
法
（
明
治
二
十
三
年
法
律
第

二
十
九
号
）
第
五
編
ノ
三
判
決
ノ
確
定
及

ビ
執
行
停
止
、
第
六
編
仮
差
押
及
ビ
仮
処

分
、
第
七
編
公
示
催
告
手
続
及
び
第
八
編

仲
裁
手
続
に
関
す
る
部
分

規
則
第
二
号
）

■■
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次期通常国会において， 司法試験法の一部改正法が成立する必要がある。

似_…裳駄煮I鳥劫或ゑ鳳鯉以胤‘

今回の改革は戦後最大ともみられる制度改革であり，近々に受験しようとしている者

ばかりでなく ，近い将来受験を考えている者も大きな関心を持っており，受験計画を立

てる上でもできる限り早期に法案が成立公布されることが望ましい。具体的には，平成

4年度の司法試験が実施されるまでに，改正法が成立していないと，受験者は， 初回受

験のカウントが開始される平成5年度の司法試験において，格別の猶予期間なしに， 直

ちに受験するかどうかの決断を迫られることになり， また，平成8年度から合格枠制が
玉一 毛弓pT - -=一＝ニーーーーーーローーー･勾一T,一殉叩ご－FFqQ“qﾛ”苧＝－，可■一■一－一一一一凸U・■一一恥や一w

実施されることを知らずに，平成4年度の司法試験の受験を見送った者にとっては， 初
…… ．~"~~~……~~… ‐ ．"…………T…~。 ー…一. “

一一～全､－．一-- -,. , - - . .-,､■￥唖pJ9--q一･･一一･･･ 埣睦舌E=宅f可F･画fご〆言､､F・・ ・・Fp－－“J号"害二一二7耐琢ﾉ亀律坐, ぐ一一一戸一一唾一一一,三一＝“単一凸凸…Q,.,Fし青 ¥--., .画=Q4 ‘._ ←単一巳.. . . -ｲ.～ 。E心 －．隼一睡』 ,･ ･･ ﾏ･ ’ ･

回受験の把握がなされない最後の受験の機会を結果|'I<jに失ってしまうことにもなる．
ｰ孚郵Tローーョ弘一β…‘弓F一･･ ･･hｬ可-.. ., , - - . ロ ーーーマ 虫. . ｡ ,"ぬ一己、 .－盤や.-ん鼻,ﾛ.｡ q･－一瞬｡, ‘ - . J評今己 ･ 琶 , ､- ! ' ･ - 盲 .. ｡ =･- 門. ﾛ ､

峰のような場合としては， 例えば，就職あるいは大学院への進学と司法試験の受験と

の選択に悩んでいる者，一旦就職して受験を続けようと考えている者等で，平成4年度
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ところで，初回受験の把握を正確に行うためには， 各年の全ての受験者について，前

年以前の受験の有無を把握する必要があるところ，平成5年から初回受験の把握を開始

したのでは， その方法に問題がある場合には，把握開始の初年度において，正確なデー

量駐煮Q蛙卿馬閣…乎成4年において』…誠上｣患員夕を保有できないことになる。そこで，
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｣ 1 非法律科目の廃11芝に関する改砿の施行時期

非法律選択科目の廃止については， 法改正後直ちに，平成4年から実施する必要があ
る。

2 合格枠制の実施に関する改正の施行時期

今回の司法試験制度改革については，平成4年を新制度がスタートする年として位置
付け, 同年から合格枠制の実施にともなう所要の措置を講じていく必要がある。
(1) 司法試験管理委員会規則の制定

合格枠制に関する司法試験管理委員会規則は， 法律の授権に基づいて制定されるた
め， 法律が施行され，効力を生じていなければ， これを制定することができない。
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で， 合格枠制については，司法試験管理委員会規則において， 制度の具体的

規定することになるため，受験者に対して， 予め同規則で定める制度内容を
‐ 州'‘奇榊ルる必要がある。
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必要があるためであるから， 初|ﾛ|受験の把握が|州始される以前には， すでに司法試験
管理委員会規則が制定，公布されている必要がある。

そのため,初回受験の把握が開始される以前には，合格枠制に関する法改正の効力

号

が生じていることが必要になる

(2) 合格枠制の実施のための準備
〆』訳＝

合格枠制による合否判定老行うためには， 各受験者について，訳目!"]『‘'''"一'.'pp~l~!j人上"と' 」ソノこめにほ， 谷受験者について， 逗旦量駿から当該試
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墜迦こり期間を把』屋すfることが必要になるため,新たに各受験者の初回受験の時期を
把握できる体制を整え，以下のような作業を開始することが必要になる。

①各受験者の初回受験の時期を把握することが開始されると，毎年の司法試験にお

いて， 各受験者の過去の受験の有無を把握できるようにするため，受験者の受験歴
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者の初回受験の時期を正確に把握できるように，受験者の受験歴に関するデータを
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無を確定していくことが必要になる。

このような準備行為は，行政機関の内部において合格枠制の実施のための準備がな

されるものではなく，受験者に対して，合格枠制の実施に向けて，受験者に対して，

一定の行為を求め， その情報を保有し，一定の規律に従うことを求めるものである。

このように考えてくると，合格枠制の実施は，合格枠制による合否判定と，各受験

者の初回受験から当該試験までの期間の把握等のために必要な，合格枠制の実施のた
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」
に
改
め

ヲ
〈
〕
０節
十
三
条
鮒
二
刺
中
「
弁
縦
士
公
」
を
「
日

木
弁
弧
士
迎
合
会
」
に
改
め
る
。

附
則
鯏
凹
醐
中
「
鮒
六
条
」
を
「
鮒
六
糸

節
一
項
及
び
塊
二
卿
」
に
、
「
蹴
法
並
び
に

民
法
及
び
刑
法
の
う
ち
一
科
Ⅲ
、
民
訴
訴
訟

法
及
び
刑
那
訴
訟
法
の
り
ち
一
利
目
」
を
「
左

の
四
科
目
」
に
改
め
、
Ⅲ
卿
に
次
の
各
号
を

加
え
る
。
一
懸
法

二
．
刑
法
／

三
民
法
及
び
商
法
の
う
ち
愛
肱
者
の
あ

ら
か
じ
め
選
択
す
る
一
利
目

四
足
訓
訴
訟
法
及
び
刑
那
緋
訟
法
の
う

ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
巡
択
す
る
一

準
月

・
・
附
則

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
九
年
一
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

国
際
私
法

刑
事
政
縦

鮒
六
条
鮒
二
卿
中
『
民
法
、
」
の
下
に
「
商

法
、
」
を
加
え
、
「
諏
科
Ｈ
」
を
「
六
科
側
」
に

行
政
機

破
脈
法

労
Ⅲ
法

I

法
洲
大
臣
犬
猫

内
州
総
珊
大
臣
吉
出

i
l

卜
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‐頓
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t

茂.他

少
年
法
及
び
少
岬
臘
淡
の
一
棚
惚
改

Ｎ
１
ｊ

レ
ー
正
す
る
法
祁
を
こ
こ
に
公
布
す
る
？

法
律
第
八
十
六
号

少
年
法
及
び
少
年
院
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律

第
一
条
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
塊

百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。
‐

節
十
七
条
ら
次
に
次
の
一
条
を
加
え

亨
（
》
○

『
（
少
年
蝋
別
所
送
致
の
場
合
の
仮
収
審
）

‐
第
十
七
条
の
二
家
庭
裁
判
所
は
、
前
粂

馳
一
項
節
二
号
の
描
盟
を
と
っ
た
場
合

に
お
い
て
‐
直
ち
に
少
年
殿
別
所
に
収

容
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と

認
め
る
那
幡
が
あ
る
と
き
は
、
決
定
を

も
っ
て
、
少
年
を
仮
に
最
寄
の
少
年
院

又
は
拘
慨
雛
（
朧
獄
法
（
明
治
四
十
一

年
法
律
鮒
二
十
八
号
）
第
一
条
鮒
三
項

の
規
定
に
よ
り
代
用
さ
れ
る
も
の
を
含

・
ま
な
い
。
）
の
特
に
区
別
し
た
場
所
に
収

容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
↑
そ
の

期
間
は
、
収
容
し
た
と
き
か
ら
七
十
二

時
間
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
収
容
の
期
間

は
、
こ
れ
を
前
条
塊
一
項
雛
二
号
の
描

置
に
よ
り
少
年
鑛
別
所
に
収
容
し
た
期

御
昭
和
二
十
八
年
七
月
二
十
五
日

内
閣
総
瑚
大
臣
吉
田
茂

名

、
〃
、
』

御
弧
。－1■①＝

'

1

二



日， 「合格者を2 0 0人程度増加させた上，合格者中2 0 0人程度については， 初回

受験から3年恩内鯉者から合格させる」 とす畠改革案（丙案）に関し， これにかかわ

る諸問題中基奉釣事項について要旨演鯵とおり合憲しﾆ。

なお，法誇琶憾， 』 0月2.2H法制審議会蝉対し， 司擢試蕊制度填革{蓮繭し諮問篭

蕊す‘葛己ととしている。

第1 法曹薑域調震等鎮革壊薑会鍾護壼

法曹二言感， 琵鑑試議割度錘議事釣填革暑実現するた緯に。 法曹養成識壊等繊&y

鵠薑会（籏韓＞書謹臺言曇”

第2 司法試驍垂鬘塞鎮善

噌篝害感， 司注試譲鯵運用につい篭．二壱鰹議会に輯!j･る論議を錆ま 零_、 灘

御けての努力をする。

尭裏の実篭に関する議証等 、

現在⑳合格者数は5 9 0人程度であるが， これを平成3年から600人程度

雪｛

第
f､

｡1 N

l ｡ ル
、

割…＝l孤辱F一＝冒呂＝

のいずれにも該当ずる場#合に:ば，ゞ閃案による合否判定は行わ葱い。
－－－－一__-----------－一一一一一一迄一＝一＝

(1) 初回受験から3年以内の合格者が3

者が6 0％以上であること。

(2) 上記の数値が安定的なものであり，

後に3年以内合格者が4 0%程度又は

が見込まれること。

0%以上であるか， 又は5年以内の合格

港号

かつ_上昇する傾向が見定められ,数年“
I

5年以内合格者が7 5％程度になること

蕊

鍵
読i

賎

塗誕望超果二王型_f堅百篭を実2通二亙漫堂三陸二王塵_且茎｣狸辺受駿3 ．
一

(新制
吟
盤
騨
埋 一へ

度発足前のも心は除く。 ）を考慮して行う。/:謬鰹舞苓I

一一－■一

第4 見直し
一一一一一・-－－．.､一~-~.~－－〆 .，…一篭’

平成7年から5年を経た後の平成1-L

』
．
‐
雪
］
軍
一

一
”
グ
ー
Ｉ

2－年哩試堕整r"I三星直L堂近い,_その後璽
一ー』 ,毛▽f』 h 二＝, ■ 一p, 、一

試験方法に-ついて協議す愚。
一一一→-

一面一一一
一

第5 披本的改革との関係

前記改革協議会において，抜本的改革に関する関係者の合意が得られた場合には，

！鮎ﾐこ．れを実施するた的の措置を直おに採るものとする。
1

その他
i ; 1; : 皇 層- {』！‘_;: ＝
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におい甕篝懇議騒'1
雛

1 司法試験の状況によって制限枠の割合を変更するためには，制限枠の割合を一定にし

て，相当な期間司法試験を実施し， その状況の変化について分析を行う必要がある。

すなわち，各年の司法試験の結果にはある程度のバラツキがあり，特定の年の結果か

ら司法試験の実情が改善，悪化の傾向にあると結論することはできないため， 司法試験

の実情を分析するうえでは，制撹上の条件を．一定にしたうえ，数年のデータを蓄積する

ことが必要になる。

また， 司法試験の実情が改善，悪化の傾|白]にあると結論できても， その傾向が制限枠

の割合を変更すべき要因に基づくものであるかどうかについては，新規受験者数，受験

の断念・断念の傾向等，受験者の動向を分析する必要があり， これらの受験者の動向を

的確に把握するためにも，制度上の条件を一定にしたうえ，数年のデータによる分析が

必要になる”

ところで，毎年制限枠の割合を蛮更させた結果に基づいて， このような分析を行うこ
竃

函
至

ヨ
画 受験者の動向の変化が 制限枠の害 合の変更によれた司法試験の状況

軸 F d .＝ = .. b , －－＝､
リ るものとは 現 ツ9ワ写

一

口
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であるか，傾向的な受験者の動向の変化によるものであるのかを的確に分析することを

｜
’

一

できなくするのである”

2 司法試験における合格者数は，例えば70 0人程度というように， その大枠が示され

たとしても，各回の試験について， 司法試験法第8条に基づき， 司法試験考査委員が各

受験者の合否判定を行うことで， その具体的な人数が決定されることになる。

論文式試験は，受験者の論述を総合的に評価する試験であるため， その成績を数値化
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公認会計士及び税理士の特別試験

特別公認会計士試験I

昭和2 3年から6年間，公認会計士試験とは別に，特別公認会計士試験が行われた。

〔受験資格〕

・ 旧計理士，税理士， 旧税務代理士

・ 大学における商学の教授，助教授，誰師

・ 行政機関において， 会計検査，銀行検査，私企業の財務に関する行政事務を行う

者で， 大蔵大原の指定する者

・ 金剛IWII岬において盗金jⅢ川又は会計を扣当･する課長以上の者

・ 一定規模以上の会社において会計を担当する課長以上の者

． 大蔵大臣の指定する会計，財務の研究・調査機関の責任ある地位の者

〔合否判定方法〕

試験科目の成績により行うほか，必要に応じ,－受験者が上記職務に在った年数を似
酌_し_て定め_ることができる

（叫酌の方法）

総得点が， 合格基準点の7 5％である者について，総得点に以下の点数を加算し

て行う（，

総得点十（在職年数－3） × （満点×06 7 5)

（国会答弁）

「必要に応じ」 と規定したのは，筆記試験の合格点数に到達している者をもって，

予め予定した合格者数の全部に達した場合には，経験年数を似酌して合否判定をす

ることはないが，筆記試験の合格点数に到達している者が，合格予定者数に足りな

い場合にのみ，経験年数をlf|酌するからである。

特ｿ)||公認会計二|:試験を設けたIII! l l l]

公認会計士の資格を取得するためには， 第1次から第3次までの試1験に合格し， か

つ第2次試験と第3次試験との間に3年間の実務経験を積むことが必要とされている

ため，公認会計士制度発足の当初においてはγ公認会計士の資格を有する者が存在し

ない状態にあった。

＝‐■－■凸一一=－一一一一一一一口－

〔特ｿ)||公認会篇’

ろで， 制度発足当時，計理士，学者， 官庁畠



望

え入れることができれば，新しい公認会計士制度は， 充実した陣容をもって第一歩を

踏み出すことができると考えられたが， これらの者は，相当の社会的な地位を有し，

学窓から離れて相当年数を経ているため，通常の試験を受験し，公認会計士になろう

とはしないと思われたため，学理に偏することなく実務を中心とした試験を行い， こ

れに合格した者には直ちに公認会計士の資格を与えるのが望ましいと考えられたこと

から，特別公認会計士試験が設けられた。

特別税理士試験

昭和3 1年から昭和6 1年までの間，税理士試験とは別に，特別の税理士試験が行わ

れた。

〔受験資格〕

・ 官公署における国税又は地方税に関する事務に専ら従事した期間が2 0年以上の

者

・ 計理士又は会計士補に従事した期間が1 0年以上になる者

〔合否判定方法〕

試験科目の成績により行うほか，受験者が上記職務に在った年数を参酌して定める

ことができる。

（掛酌の方法）

総得点に以下の点数を加算して行う。

総得点-|‐ （満点×0． 1）‐|-受1験資格を取得するために必要な年数を超える

在職年数× （満点×0. 0 1 )

〔特別税理士試験を設けた理由〕

税理士， 公認会計士制度が創設されたことにともなって， 旧来の税務代理士，計理

士の制度は廃止された。そのため，税務代理士であった者については， 税理士資格が

認められ， また，実務経賊が2ｲ下以_'二の計即士は，税即士法施行から3か月間に限り，

その申請により， 旧税務代理士法に基づいて， 税理士の資格を取得することができる

ものとされていた。 また， 官公署における国税に関する事務に専ら1 5年以上従事し

た者，又は地方税に関する事務に専ら2 0年以上従事した者については， 直ちに税理

士となる資格が付与されることとされた。
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こ従事した

期間が1 5年以上になる者は，税理士資格を取得することができた。 しかしながら，

計理士のうち税務代理士の資格を取得できなった者， あるいは， 国税又は地方税に関

する事務に従事した者で税理士資格を取得できなかった者が， その後，十分な実務経

験を備えるに至り，税理士法制定の際の経過措置に則ってみると，税理士資格を付与

しても問題がないと考えられる者が現れるようになり， また， これらの者から税理士

資格取得のための特別の措置を求める要望が強く出されようになったため， 特別の税
1

理士試験が設けられた。

I
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1旱司法試験法第8条の規定のir
』
日

司法試験考査委員の役割1
一

(1) 司法試験法第1 5条は， 「司法試験は，法務大臣が， 司法試験管理委員会の推薦に
基づき，試験ごとに任命する司法試験考査委員が行う。 」 と規定しており， 同条によ
れば， 司法試験考査委員は，少なくとも司法試験を行うために不可欠な， 試験問題の
出題，採点，合否判定等を行うものと考えられる。

(2) また， 司法試験法第8条は， 「司法試験の合格者は， 司法試験考査委員の合議によ
>笥法試峨を行う非休である，－－－

って定める。 」と規定し， 司法試耽の合否判定は，
司法

ｰーー'一五. ' .函 ・ - -=F世

試験考査委員の合議によってなされることを明らかにしてぃ息‘'八‘割パｰヮ亘云ぐ且し．にゴ而我I、-J、つし′J､己れゐことを明らかにしている。

2 国家試験における合否判定の主体と司法試験法第8条の趣旨

司法試験以外の国家試験をみると，弁理士試験に関して， 「試験合格者ヲ定ムル方法
ハ弁理士審査会ノ議定スル所二依ル」 （弁理士法施行令第10条） との規定があり，試
験を行う弁理士審査会が合否判定を行うこととされているほかは，合否判定の主体に関
一一し-で規定悪-諜緋で-いる-試験flﾃﾘﾉ蕗Iま-な-いも---しか-し鞍力÷ら,~~-合否判定の主体に関する規定が

！－■－－－－－

なくとも,>麸駐里金盃判遡
る。
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ところで’ 司法試験以外の他の国家試験についてみると，以下のような二通りの機関
が， これを行うものとされている。

①当該資格制度及び資格付与のための試験制度を所管する主務大臣，行政委員会等が
試験を行う場合

司法書士試験，土地家屋調査士試験，社会保険労務士試験， 行政書士試験， 医師国
家試験，旅行業務取扱主任者試験， 国家公務員試験，迩転免許試験

②当該資格制度及び資格付与のための試験制度を所管する行政官庁のもとに審査会等
の行政組織が設けられており， これらの機関が試験を行う場合

公認会計士試験（公認会計士審査会） ，税理士試験（税理士審査会） ，不動産鑑定
士試験（土地鑑定委員会） ，弁理士試験（弁理士審査会）

このように， 司法試験以外の他の国家試験において，試験の合否判定は，試験を行う

主体である，行政官庁たる主務大臣， あるいは合議制の行政組織である行政委員会又は
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’されたものではなく，試験ど、とに任命される各個人として上らえられるにすぎない。そ
F

のため， 司法試験において司法試験考査委員が合否判定をするうえでは，合議による決

定が必要になるものと考えられるのである｡

なお， 司法試験及び国家公務員試験の前身である高等試験においては，弁理士試験と

同様に， 「試|験ノ合格ヲ定ムル方法ハ高等試1験委員ノ議定スル所二依ル」 （高等試験令

第1 8条） とされており， 高等試験委員は， 内閣総理大臣の監督に属し，委員長（法制

局長官）が置かれていたほか，行政科試1験，外交科試験， 司法科試1験をそれぞれ担当す

る3部に分けられ, それぞれの部に部長（司法科試峨担当の節三部長は司法大臣）が掴

かれ， 委員長は高等試験委員に関する事務を統理し， 部長は部に属する事務を掌理し，

その他の高等試験委員は， 内閣の任命のもとに， それぞれ上記の3か部に所属するもの

とされるなど，行政組織として制度化されたものであった（高等試験委員及普通試験委

員官制） 。

司法試験管理委員会の役割

(1) 司法試験法第1 2条は， 「司法試験に関する事項を管理させるため，法務大臣の所

轄の下に司法試験管理委員会を置く」-と規定している｡ ‐

そのため， 司法試1験を行うために必要な出題，採点，合否判定及びこれに関わる事

項については，一次的には司法試験考査委員に権限があり， 司法試験管理委員会は，

一歩後退した後見的な立場から， 司法試験に関する管理的な事項について権限を有す

るにすぎないものとも考えられる。

(2) もっとも， 国家行政細織法第3条は， 司法試験管理委員会を国家行政組織たる行政

委員会として規定していることから， 司法試1験管理委員会は，諮問的又は調査的な事

項を行うにとどまらず， 国家意思を決定表示するための行政権限を有し， 司法試験管

理委員会規則を制定するなどの準立法的な権限をも有するものとされていることから，

司法試験管理委員会が単に形式的，手続的な事項に限定されるものとは考えられない。

また， 司法試験管理委員会は， これまでに以下のような事項について，権限を行使

3

■

してきている。

①司法試験管理委員会規則によって，法律の委任なく以下の点を定めている。

{a) 短答式試験の導入（昭和2 4年司法試験管理委員会規則第1号の昭和3 1年の

改正）

■
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論文式試験を受蛾することができ， その双方の試1験を総合して， 口述試!$此の受験

者が選抜されたのてあり，論文式試験の受験者を選抜するための短答式試験は，

司法試験法の改正によって導入された。

(b) 第一次試験の出題範囲，第二次試験論文式試験及び口述試験の試験の方法(法

律科目について，受験者に法文を示して試験を行う。 ） （昭和3 6年司法試験管

理委員会規則第1号）

②司法試験法の委任のもとに， 以下の点を司法試験管理委員会規則で定めている。

(a) 第二次試験の試験科目の範囲（司法試験法第6条第4項， 昭和3 6年司法試験

管理委員会規則第2号）

なお，論文式試験の試験科目の範囲については，考査委員会議において，民法

のうち親族，相続の部分は出題しない旨の申合せがなされているが， 司法試験管

理委員会規則には規定されていない。

(b) 第一次試験を免除される者の範囲（司法試験法第4条第1項第4号， 昭和50

年司法試験管理委員会規則第1号）

③…_試駄の実施詞一通期-に関-号jこる,－j多EF4aﾉ燕につい-て決定をし-ている-. …‐
己ｸ

(a) 司法試験管理委員会は，試験問題の出題方針に関する一般的な事項について，

昭和5 4年及び昭和5 9年に考査委員会議に対して諮問を行い，検討がなされた

が， 昭和5 9年の諮問の検討結果については， これを司法試験管理委員会の決定

とし，考査委員会議の了承のもとに， 昭和6 1年度以降の出題の一般的な指針に

することとされた。

(b) 司法試験管理委員会の決定によって， 昭和5 6年から，論文式試験不合格者に

対する成績通知を行うこととされた。

(3) このように， 司法試験管即委員会は， 司法試験に関する事項を管理することとされ

ているが， その萠務は， 試!験を実施するための形式的，手続的な雨務に限られるもの

ではなく ， 司法試験の実施，運用に関して長期的な観点に立って検討すべき事項にも

及んでいるものと考えられる。

特に， 司法試験を行う司法試験考査委員が，試験毎に任命され，永続的に存在する

行政組織ではないことから， 司法試験の実施，運用に関して，長期的な展望に立った

政策的視点から，一定の方針に従って実施すべき事柄については， 司法試験考査委員



貝会規則を制定することもできるものと考えられるのである。

4司法試験管理委員会規則において司法試験の合否判定方法を定めることの可否

以上の検討からすれば， 司法試験法第8条は，沿革的には高等試験に関する高等試験

令を受け，試験における合否判定は，試験を行う主体として出題及び採点をする考査委

員が行うことが最も適当であること， 司法試験を行う主体である司法試験考査委員が個

人としてしかとらえられないため， 司法試験考査委員が共同して行うべき合否判定につ

いては， その合議によって行うことを明らかにしておく必要があったことから，設けら
れたものと考えられるのである。

これに対して， 司法試験管理委員会は，上記のように， 司法試験の実施，運用に関し

て， 長期的な展望に立った政策的視点から，一定の方針に従って実施すべき事柄につい

ては, 法律の委任のもとに司法試験管理委員会規則を制定することもできるものと考え
られるのである。

そのため，司法試験の合否判定において， 司法試験の現状が抱える問題を解決すると

いう政策的な必要性から， 司法試験の成續のみによることなく ，受験者の受験歴をも考

慮して合否判定を行う皇とz…塑皇上里遡塑迦さ』ﾕｰ は雲」主殿山の委任一一

に基づいて， 司法試験の合否判定方法に関して司法試験管理委員会規則を制定すること

も， 当然に許されるものと考えられるのである。



談 司法言弍馬黄制度と他| cっ言弍患黄制屋芝と cっ上上較

試験に合格手蒼邑三互蕊
授与され鎖格L授一呈箪…『

方法出題，採点等を行う者
（試験の執行者）

験 名 不
ロ

ム
ロ 判 定

j; 法 試
(司法試験法）

験 考査委晨
（法一§
の合議による。
8）

"△三美｝一

司法試験考査委員
（法一§15)

司法修習生となる資格
（裁判所法一§66）

司法試験管理委員姿
（法一§9） 〔蝿b q鄙
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､ F野。瀞動産鑑定士試

蕊窯季定洲に
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関
土地鑑定委員会
（法一§12）

土地鑑定委員会は，国土庁に設けられ
ており， その所掌事務の一部である試
験を実施する機関である。

土地鑑定委員会に置か
れる試験委員
（法一§47①）

ｷ譽掌霊滝
不動産鑑定となる資格
（法一§4③） .
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患皇法手試験 弁理士審査会（通産省組織令
昭27年政390号
一§201）

弁理士審査会は，上記のとおりの試験
の実施機関である。

弁理士審
ろによる

(施行令

査会の議定するとこ
。

－§10） ．

委員及び弁理士審査会
に必要があるときに置
かれる臨時委員
（昭41政令一審査会令
§1②）

弁理士となる資格
（法一§2①三）

弁理士審査会会
（施行令一§11戸一可

F

：
暗
い

蕊認会計士試験
豊計”

公認会計士審杳会
（法一§15①）

公認会計士審査会は，上記のとおりの
試験の実施機関である。

合格某準
とされ，
点の40
合格でき
る。 （旅

義
公認会計士審査会
（法一§14）

公認会計士審査会に置
かれる試験委員
（法一§38①）

公認会計士となる資格
（法一§5③）

＃

蕊曇法手試験 税理士審杳会（法一§12①）
税理士審査会は，上記のとおりの試験
の実施機関である。

科目別合
各科目の
60％と

（施行令

の制度がとられ，
格基準は，満点の
れている。
§6）
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繍
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法
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税理士審査会に置かれ
る試験委員
（法一§48の五①）

税理士となる資格
（法一§3①一）

…
一
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胤法書士
罰法書士法） ’

試験 法務大臣
(法_§5①） ｜国家行政組織法上の行政機関の長 法務省に置かれる司法

書士試験委員
（法一§5の二①）

法務省に置かれる土地
家屋調査士試験委員
（法一§5の二①）

鰯

司法書士となる資格
（法一§3－）

法務大臣
（省令一§4）

｡
蕊 鷺

壽調※ 法務大臣（法一§5①）
■刃

国家行政組織法上の行政機関の長
土地家屋調査士となる
資格
（法一§3－）

法務大臣
（省令一§5）

弓師国家試験
這師法）
1妾』

厚生大臣
（法一§10）

国家行政組織法上の行政機関の長 厚生大臣7
の医師部管

b医療関係者審讓会
合に諮問する。

医師となる資格
（法一§2）

厚生大臣
（省令一§17）

知知
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哩M6- I ．

J亮占砦

務員試験
員法）

人事院の定める試
験機関
（法一§48）
（人事院規則8－
18 §9①）

国家公務員法により内閣の所轄の下に
置かれる機関

各種目の續を総合して得ら

麓耆譲れた結果
られる数

鴨騨18-1＄ §22）

※個|± ，叩①四》

人事院
（試験機関による
候補者名簿の作成
（人規8－18 §

採用候補者名簿には，
合格点以上を得た者の
氏名及び得点を,得点
順に記載する。
職員の採用は，採用す
べき者1人につき，試
験における高得点順の
志願者5人のなかから
行う。 （法一§52,56） ’
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かわらず時限立法としない理由

平成1 2年に行う見直しの趣旨

平成2年1 0月1 6日になされた法曹三者の合意によると，平成8年から合格枠制が

実施された場合であっても， そうでない場合であっても，平成1 2年の司法試験終了後

に試験方法について， これを見直すか， その他の方法を採るかを， 法曹三者で協議する

こととされている。

すなわち，平成1 2年に行われる見直しは，合格枠制が実施されていた場合には， そ

の実施を継続することも含めて検討されるのであり， 同年に一旦合格枠制を廃止するこ

とを意味しているのではない。

そのため，現ll寺点において，平成1 2年に合格枠｛|illを廃止する趣旨の立法を行うのは

相当ではないと考えている。

特に， 司法試験の現状に照らしてみると，合格者数を限られたものとして司法試験制

度を運営する以上は，合格枠制のような制度が設けられない限り，実情が悪化していく

ことは必至であると考えられ，平成1 2年の段階で， 合格者数の抜本的な増加， あるい

は合格枠制に代替する制度内容について，新たな合意がなされていれば格別ウ そうでな

ければ， 当面合格枠制の継続が前提とされるのである。

1

訓
二

2 時限立法を行った場合の不都合

合格枠制の制度を平成1 2年に廃止する趣旨の立法を行った場合には，受験者は， 当

然に平成1 2年に合格枠制が廃止され， 長期受験者の合格可能性が拡大することを前提

として，受験対策を立てることから， 同年以降の合格を期して長期間受験を継続する者

が現れることなどが予想されるが，平成1 2年に至って，更に合格枠制の効力消滅が延

期されることになると， これらの受験者に対して実質的に不測の不利益を与えることに
なる。
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○合格枠制を法令で規定する場合に，一定の受験期間の者から選抜する合格者の割合

（以下単に「合格者の割合」 という。 ） ， その基準となる受験期間（以下単に「受験

期間」 という。 ）については， 以下の理由から， 司法試験管理委員会規則において規

定すべきであると考えている。

〔受験者に対して与える影響〕

合格者の割合及び受駄川IIllは， 合格枠ｲ|illの制度の内容をなす事項であるから，予め

法令において規定しておく必要があると考えている。

また，試験制度の安定性のうえからも， これらの事項が前もって明らかにされてい

るべきであると考えられる。すなわち，受験期間は， 初回受験の把握を開始する時期

とともに，受1験者が受験の開始ll寺川を判断するうえでの重要な事項であるから，特に

このflill度を初めて実施するときには，前もって明らかにしておく必要があり，合格者

の割合も， これが明らかにされることによって， 初めて制限枠の優遇の程度が明らか

になり，受験者が進路を選択するうえでの重要な判|折資料になる事項であるから）受
一一一一一一一→一一●■■一一一 ■一一一一一

一一

IW0IIII1とともに， できる限り前もって明らかにしておく必要があると考えている。

（注）合格枠制は，今回の法曹三者の基本的な合意においては，現時点で平成8年か

ら合格枠制を実施する必要があるとの一応の判断がなされたうえで，更に， 5年

間合格者数の増加等による効果を検証し， その結果必要がないと認められるとき

に実施しないこととされている。

また，仮に平成8年から合格枠制が実施されたとしても， その後合格者数が相

当大幅に増加された場合には， 合格枠制の制度を存置させつつ， その実施を一時

‘的に停止することも考えられるのであるから，将来的にも合格者数の推移等をみ

ながら， 適ll寺に合格枠制の必要性の有無が判|折されることになると考えられる。

要するに，合格枠制の実施は， 司法試験の状況に照らした必要性によって定ま

るのであるところ， 予め一定||＃〃}に実施する必要性があると予測できる場合が原

則であるが，今回の法凹三者の払本的な合意のように，一定の予測のもとに合格

枠制を実施する必要性があるとの一応の判|折をしながら，受験期間及び合格者の

割合を法令に規定するのと同じII寺期に必要性の最終的な判断を行わないとの方針

が示されているときは，一方で，事前に法令を定めて制度の内容を明らかにしっ



》

、

このように， 制度の内容を明らかにすべき時期とは別の時期に適宜実施の有無が

定まることとすると, ．受験者に対して予告期間を設けることなく ， その実施，廃止

を行うことが可能になるため，受験者に対して不測の不利益を与えるようにも思わ

れ，例えば今回は，平成8年に合格枠制を実施しなかった場合に，制限枠における

合格を期待して受験した者などに対して少なからぬ影響を与えるように思われるの

である。

しかしながら， 合格枠制実施の必要性の判|折については，一定の予測のもとに，

事前に明らかにするのが望ましいことはいうまでもないが， これを明らかにする

ことができない場合であっても，今回のように， その採否の基準が示されていれ

ば，前もってその採否の可能性を予川'lすることが可能であり，今後実施までの間

にその採否の可能性の程度を|ﾘ1らかにしていく用意もある。 また， 実施の有無は，

合格枠制の埜準となる受1験l川Iの者を一定数合格させることの必要性によって定

まるのであるから， その必要性があって合格枠制が実施される場合でも， その必

要性がなく合格枠制が実施されない場合であっても， これらの受験者の合格可能
｡.=－． 今－．－－ ~~=一
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性が大きく異なることはないと考えられるのである。今回示されている検証基準

に沿っていえば，合格枠制を採用しない場合には， これを実施しなくとも， 司法

試験の実情が相当程度改善されるのであるから，合格枠制を実施した場合と同程

度に制限枠に入りうる者の合格可能性が拡大することになり， 実質的に受験者に

不利茄を与えることはないと老･えられるのである。

〔受験期間及び合格者の割合の決定要因〕

（1） 受験IUIWW

現在提案している合格枠制において，受験期間を初回受験から3年以内としてい

るのは，現在の就!職の状況，受1験者の動向等から，受験者に対して3年程度の受験

期間を目安として， その後の受験の継続， 断念を判|折させることが望ましいと考え

られること， 司法試験の現状における成績分布に照らすと， 初回受験から3年以内

の者が特にハンディを負っていると考えられることなどによるのである。

そのため，枇職についての社会|'|<｣な状況，受験者の進路選択に関する意訓等， あ

るいは受験者の成績分布が変化すれば，受験者に対して，受験期間をより長い期間

&

あるいはより短い期間に変更して， その後の受験の在り方を判|折させることが望ま



現在提案している合格枠制においては，合格者数が7 00人程度になることを前

提として，受験期間が3年以内の受験者から選抜する合格者を合格者全体の7分の
2に当たる部分としている。

しかしながら，合格者数については，合格者数を7 0 0人程度に増加させた効果

をみながら， 更に順次合椿者を燗加させていくことが考えられ， その場合には，合

格者の割合を変化させていくことも考えられるのである。

また， 合格者の割合は， 合格枠flillが設けられた趣旨からすると，合格者の割合と受

験期間は,一方が変更された場合には， これに伴って， 当然に他方が変更されるべき

性質のものであるから， この両者が一体のものとして決定されるべきものと考えられ
るのである。

このように考えるならば， 合格枠制を法制化する場合には，受験期間及び合格者の

割合に|災lする耶項を法律において脱走することは, flill度の柔軟性を損なうおそれがあ

り， これらの事項は， むしろ司法試験管理委員会規則において規定し， 柔軟な対応を
■
■
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可能にしておくことが望ましいと考えられるのであり， また，合格者の割合と受験期

間~厩~ぞあ両者が同じしベルの法令で規定されるべきものと考えられるのである。
一一一

もとより，受験期間，合格者の割合については，基本的には上記(1)(2)の諸要因によ

って， その変更が検討されると考えられるが，更に司法試験の状況によっても， その

変更が検討される場合が考えられる。 しかしながら，その場合でも以下のように単年

度の司法試験の結果から， 直ちに変更の方針が定まるものではなく ，一定期間の司法

試験のデータに韮づいた分析，検討が必要になるのであり， これらの事項を司法試験

管理委員会規則よりも~ド位の法令で定めることとして， 一定機関が各年の司法試験毎

に定めることとするのは相当でないと考えられるのである。

①各年の司法試験の結果には， ある程度のバラツキがあり，特定の年の結果によ

って， 司法試験の実情が改善，悪化の方向にあると結論することはできないため，

司法試験の実情を分析するうえでは，数年のデータを蓄積する必要がある。 ．

②司法試験の実情が改善， 悪化の方向にあると考えられる場合であっても， その

原因が明らかになって， 初めて対処方針が定まるのであるが，改善，悪化の原因

を分析するためには， その傾向が現れ始めてから数年間の受験者の動向等に関す
Z，

るデータを蓄積し， これを分析することが必要になる。



今回の司法試験制度の改革において，基本構想において提示した三案のうち，法制

審議会で調査番識がなされている合格伜制が検討の対象となったのは，受験回数制限

又はこれに準じた案と異なり，現状程度の合格者数について， その合格可能性が維持

され，合格水準に到達するまでに長期間を要する者の合格可能性が阻害されないこと

が， その理由の一つであると考えられる。

このことを司法試験制度の在り方に沿って考えてみると， 次のように考えられる。

①法曹三者は， それぞれに法律に関する事項を取り扱う専門職であり，社会生活と

の関わなく職務を遂行することはできないのであり， また， その職務において重要

とされる事柄も， 法曹三者それぞれに異なった側而を有していることも否定できな

いのであって， このような棚!｣/の職務の特徴からすれば， 法曹界には多様な人材が

迎え入れられる必要があると考えられるのである。

②現行の司法試験制度においては， 法曹となるべき者の多様性を確保するために，

受験資格の制限を設けず，広汎な階層の者に受験を認めているが， 司法試験の実情

が法曹の後継者の多様性を確保できないような事態になっているのであれば，政策’
→一■寺＝ー

一宇 ー一■悪一一宇一

的な観点に立って，

れる。

合否判定について一定の措置を設けることが望ましいと考えら

今回実施を予定している合絡枠制は，一方で，充実した大学生活を送り， 資質があ

りながら，余りの合格難のために， 司法試験を敬遠し，早期に受験を断念している者，

あるいは現状において合格が極めて困難な，有為な社会的経験を積んだ者などを，広

く法曹界に迎え入れ，合格者の多様性をはかるために行うものであるが，他方におい

て，受験期間及び合格者の割合の設定の仕方によっては,一定の水準に到達するまで

に比較的長期間を要する者の合格可能性を阻害することも考えられる。 このような事

態は, 合格枠制を取り入れるについて，受験資格を制限することなく合格者の多様性

を確保してきたという， これまでの司法試験制度の在り方を維持すべきことが求めら

れていることに反する結果となるのであるから，受験期問及び合格者の割合の設定の

仕方には， その意味で限界があるものと考えられるのである。

これを， より一般的にいえば，受験期間及び合格者の割合の設定は，多様な各階層

の受験者の合格可能性を減殺することがない限度において，行われなければならない

ものと考えられるのである。



非法律選択科目 を廃止する理由

l 非法律選択科目を導入した経緯

非法律選択科目は，法制審議会の答申に基づいて行われた昭和3 3年の司法試験法の

改正において導入されたものである。

上記司法試験法の改正にかかる法制群議会においては， 司法試験の実情に問題がある

のは，戦後の学制改革により，新制大学の教育課程において一般教養科目が相当部分を

占めるようになったにもかかわらず， 司法試験の試験科目が旧制大学当時の教育課程に

設けられていた法律科目に限定されているためであるとの問題意識から，新制大学の卒

業生の有為な人材を多数法曹界に吸収することを目的として，短答式試験においては，

基礎教養及び一般法律問題について行うことを答申した。

しかしながら， このような短答式試験の改革については，第2次試験において基礎教

養の試験を行うのは，第1次試験で行う一般教養の試験と重複し，大学の教養課程を修

了した者に第1次試験を免除している趣旨とも矛盾すること，大学によって教育内容が

異なる状況において_は‘…L象_範…明確lt･itrり_雰一受駄の準備迄その合否判定に

困難を伴うことが予想されることなどを理由に，反対が強かったため，結局，短答式試

験は憲法，民法，刑法の3科目について行い, …論文式試験及び口述試験に非法律選択科

目を導入する旨の法律案を提出し， その法律案が， 国会で可決，成立し， 昭和3 6年か

ら施行されたのである。

１
１
1－

2 非法律選択科目を導入した理由

昭和3 3年の司法試験法改正において，非法律科目を導入した理由については，以下

の2点から説明がなされている。

(1) 戦後の学制改革により新制大学が設けられて以来，大学在学生の合格者が減少して

きたのは，新制大学の法学部においては， 旧制大学と比較して，一般教養科目の占め

るウエイトが重くなり， 司法試験の試験科目の内容が新制大学の教育課程にマッチし

なくなったためであるから， 司法試験の試験科目を現行の大学制度にマッチするよう

に改正する必要がある。

そこで，非法律科目を試験科目とし， 7科目のうちから受験生の選択するl科目に

6

ついて試験を行うことで，相当広純囲な選択の余地を設け，低学年でも-'一分に履修両

…
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蝉
能な科目を選択できるようにした。

(2) 社会生活の複雑化に伴い， 法曹となろうとする者は，法律に関する知識，能力のみ

ならず，法律実務に隣接する諸科学の素養を身につけていることが望ましく， その意

味で， 司法試験を法律に偏しない試験とし，視野の広い人材を確保することが求めら

れている。

そのため，非法律選択科目においては，大学の一般教養科目よりも多少高度な内容

の試験を行う必要がある。

以上によれば，上記(1)の理由は，法制審議会の答申に則した議論であり, (2)の理由は，

短答式試験において基礎教養に関する試験を行わず，論文式試験及び口述試験において，

非法律科目の試験を行うこととしたことを理山付ける祇諭であると考えられる。

3 今回の司法試験改革において非法律選択科目を廃止する理由

今回の非法律科目を廃止しようとするのは，最近における司法試験が異常な競争状況

にあるため，可能な限り受験生の負担を軽減することが望ましいと考えられるためであ

る。

これを，上記2の昭和3 3年に非法律科目が導入された理由に沿って考えてみると，

以下のとおりである。 ‘

(1) 司法試験の現状が抱える問題を， 昭和3 3年当時の司法試験の実情と比較してみる

と，合格までの受験回数が3回台から6回台後半となり，合格者の平均年齢が2 7歳

台であったのが2 8歳台後半となるとともに，合格者のうちの24歳以下の合格者が

占める割合も3 0％台であったのが2 0％を切るようになっている。特に，合格者が

それほど高齢化していないにもかかわらず，合格までの受験回数が多くなってきてい

るのは， とりもなおさず，合格までに長期間受験勉強に専念しなければならなくなっ

てきていることの証左であると考えられ， 司法試験の現状が抱える問題は， 昭和3 3

年当時とは異なり，受験生が合格までに長期間の受験勉強を強いられる構造的なもの

になってきていると考えられるのである。

そこで， 司法試験の現状において，合格までに要する受験勉強期間が長期化してき

ている問題を解決するためには， むしろ可能な限りで受験生の負担を軽減することが

必要であると考えられるのである。

験の現状においては， ‐上記のとおりに，合格するために は長期間を受験勉強

灘議蕊鱗鍵蕊鱗蕊議鍵瀞 驚鱗
食＝･4謹宮鎧蓋f： - 【ij………琴画凸



に専念して費やすことを余儀なくされるようになったため，受験生が受験科目以外の

勉強を敬遠せざるを得ず， その結果，広く社会経験を積む機会に乏しくなり，法曹に

必要な豊かな常識と広い教養を身に付けることが困難になっていることが懸念されて

いる。

もとより，法曹となる者が，法律に関する知識，能力のみならず， ’幅広い教養を身

に付けている必要があることは，現在においても変わるところがない。 しかしながら，

=』現在の非法律選択科目は，受験生が選択する一科目につき行われるため，司法試験の

現状においては，受験者が自ら選択した非法律科目について， 長期間受験勉強に専念

する結果になっており， 司法試験に合格した者は，選択した非法律科目について一定

の学識，能力を有すると考えることはできるにしても， その他の分野についての素養

は未知数であり， 長期間一科目の非法律科目についての受験勉強に専念したからとい

って, l幅広い素養を身に付けていると考えることはできない。

(3) 上記のような司法試験の現状のもとで，法曹となろうとする者がIII扇広い教養を身に

付けられるようにするためには，非法律科目を試験科目とすることによってではなく，

が長期化_してきている問題を解決し，む,しう,…倉格までに要する受迩辿強遡圃 丘れに
一一 U 一 ℃ 圭P ■一－－万J ﾛ ■〆守一〃

よって自ら幅広い教養を身に付ける機会を拡大することが望ま しいとと考えられるの

である。

』
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司法試験法第八条の趣旨（他の国家試験制度との比較）

l 司法試験法第八条は，以下の二点から合否判定の手続について規定したものと考えら
れる。

（1） 司法試験考査委員が行政組織として制度化されたものではなく ，試験ごとに任命さ

れる個人としてしか捉えられないため， 合格者を定めるに当たっては， その合議によ
って定めることを規定している。

（2） 司法試験受験者の合格，不合格に関する行政処分は， 司法試験に関する事項を管理

する行政機関たる司法試験管理委員会が行うが， その前提となる内部的な合格者の決

定は， 司法試験考査委員の合議によって定めることを規定している。

2 他の国家試験における試験の実施（国家試験比較表参照）

他の国家試験についてみると， 国家行政組織法上の国の行政機関とされる各省の大臣

又は行政委員会が実施するものと，各省の内部組織として設けられる試験制度実施機関

たる審査会等が実施するものがあり， いずれも試験制度の実施主体が合格，不合格の処
分を行う-も-の-と-されている｡－－－－－－7－－－－－－－－－‐ 一一一-- － ‐ ‐

これらの国家試験のうちには，法律上試験の出題，採点を行う試験委員が設けられる

ているものもあるが， いずれも試験制度実施機関たる各省大臣又は審査会等の下に置か

れることとされている。

3 司法試験制度の構造

(1) 司法試験管理委員会は，独立した行政委員会として， 司法試験の制度を実施，運用

する主体である。

すなわち， 司法試験管理委員会は， 司法試験に関して以下の事項を行っていること

からも， その制度の実施主体と考えられるのである。 （司法試験実施過程参照）

①司法試験法第4条第1項第4号によって司法試験管理委員会規則で第一次試験が

免除される者の範囲を定めるものとされており,第一次試験の免除資格の認定を行
う主体である。

②合格証書の授与，合格者への通知，合格者名の官報公告は， 司法試験管理委員長

名でなされていることからも明らかなように， 司法試験の合格，不合格に関する行
政処分の主体である。
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……瀞露鰄雛蕊蝉､

員会が司法試験法試験管理委以上によるならば， 司法試験法第1 2条において， 司法試験管理委員会が司法試験

に関する事項を管理するものとされているのは， 司法試験管理委員会が司法試験制度

の実施主体として，試験の実施に関わる事項について権限を有するという趣旨に理解

されるべきである。

(2) 司法試験考査委員は，試験ごとに任命される専門職として，技術的，専門的，並び
二一

に中立的立場から， 司法試験において出題，採点を行う者である。

司法試験法第1 5条において， 司法試験は司法試験考査委員が行うと規定している

のは， 司法試験は，法務省の所轄のもとで行政事務として行われるが，法曹資格に関

する試験制度であって，高度な学識，能力を判定するものであり， また法務省が監督

権を有しない職務をも含んだ資格に関する試験であるから， 中立的，専門的な立場か

ら行われるべきものであるため， その出題，採点は，独立した司法試験考査委員が行

うべきことを定めたものである。

また， 司法試験法第8条において， 司法試験の合格者は，司法試験考査委員の合議

により定めると規定しているのも，上記のような司法試験の特殊性にかんがみて， 司

I

１
１
１
１
卜
ｉ
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■
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分を行うに2いては,_独立した,ー中法試験管理委員会が合格，不合格に関する行政処 ロ一▲
一

I

立的，専門的な立場に立つ司法試験考査委員の判断に従らて， これを行うべきことを

定めたものである6

以上によるならば， 司法試験法第1 5条及び第8条の規定があるにしても， 司法試

験考査委員は， 司法試験制度の実施主体とは考えられず， むしろ具体的な試齢におけむしろ具体的な試験におけ

馬q
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る出題， 採点を行う執行機関であると考えられるのである。
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司法試験第二次試験の実施過程

’ ’

’ ’ 1
■ー＝＝■一画一一一■ー再＝ｰー←毎ローーー幸一ローーーーーー＝中一F－－■＝

試験問題の出題

試験の実施
（受験者の監督等）

試験問題の出題

’
１
１
’
ｑ
ｑ
４
』
陣
傍
■
■
ｒ
ら 司矯雲蟇艤臺菫|勗菫蕊管理委員会の会議等に関する規

員） 筆記試験に関しては， 司法試
会の庶務を担当する職員が問
案の回収，試験の監督を行う
口述試験に関しては，司法試
が受験者と面接して試験を行

法試験管理委員
が問題配付，答

○

験考査委員
老

つo
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.. .｡‐‐‐‐‐‐･･‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ･-‐‐・‐ || ‐‐‐‐‐‐－‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ._‐‐‐‐‐‐‐‐．‐‐-‐‐

不正受験者に対する||司法試験管理委員長措置
司法試験法第1 0条
司法試験管理委員会規則に違反した場合
の制裁であり， また合否に関する行政処
分の主体が司法試験管理委員長である以
上，合格処分の取消をする権限も司法試
験管理委員長にあると考えられる。

試験答案の採点

合格者の内部決定

▲司法試験考査委員

▲司法試験考査委員

司法試験法第1 5条

司法試験法第8条

司法試験考査委員の合議により定める。
やロー■＝ｰ■毎■■画一■凸ロ一戸一一＝再＝---ヰロローーー■｡■ ■■■画一ローーーーーロ画一ロー■百一＝－－－~＝凸一一一＝＝専■■ 一堂＝＝●■－－－－

司法試験管理委員長名で通知する。合格決定の通知

合格者氏名の公告

司法試験管理委員長

司法試験管理委員長 司法
則第
司法
いる

試験管理委員会の会議等に関する規
四項（五）

試験管理委員長名で官報に公告して
○

一

合格証書の授与 司法試験管理委員長 司法試
合格証
与され

験法第9条
害は， 司法試験管理委員長名で授
る。

唾

次試験と
び合格者
きてjなされ
擬識騨溌鎚珠」

第二次試験とでは，別の司法試験考査委員が任命され， それぞれに出題，
の内部決定を行う。そのため，合格者の内部決定は， 当該試験の考査委員
兎他の試験の考査委員が関与することはない。
,:'』､ ､ ’”;すかi玩麹上､;,･ f､"Rﾙ ; ‘ :" ; :ずi -緯f“〕 %;緯ざ報:露：報:繕＃ﾐ"､,I知悉"庁 〆 ＝¥1報"ゞ-諾:(』 ; ． …－ ＃ 〆ゞ ／ & :… ;‐ " &ﾙｰ:か: 到灘譲

実施過程

ヲ

関

第二次試験の期日
場所，受験手続に
する公告

出願の受付

第一次試験免除資格
の認定

筆記試験免除資格の
認定

主
■

体

司法試験管理委員長

司法試験管理委員会

司法試験管理委員会

司法試験管理委員会

根 拠 等

司法試験法第7条
司法試験管理委員長名で官報に公告して
いる。

司法試験管理委員会の会議等に関する規
則第三項

受験願書等は， 司法試験管理委員長に提
出することとされている。

範囲に関して司法試
○を制定している

験管理委員長に提

入した受験願書
提出し， 司法試

○を確認する無

一
項
記
に
有

司法試験法第4条
第一次試験免除者の範
験管理管理委員会規則
資格証明書類を司法試
出する。

司法試験法第6条第6
免除資格を有する旨を
を司法試験管理委員長
験委員会がその資格の

▲司法試験考査委員 司法試験法第1 5条
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l 特別公認会計士試験
f一一画－－－－一一一＝…型億一二ざ1－芦』鵠鍔且§3今狗ゴー劣興とt:?‘ff曾血聾､心司Lgz母室学齢鼻苧毎種凹ま；&幸悩＄

特別公認会計士試験が行われた。
‘4 ．斗も醒守－価血一. ?←､ .今・1F‘↓》･'唱叩呈牛-f‘よ･f凸送吟亨･P斗一雪篭弓設野.ぶ凸,t吋酷算､j〆‘j圭一,写2－1弓恥か季h･監憂サ鐸都-,,鱈j崎浄もb凡律嵐密｡,叶卜為溌T…碑手部曇必･宍”心L”inが

昭和23年から6年間，公認会計士試験とは別に，
■■P－割戸F=一一奄瞑一一背4些畢電子1唾昌一心､＝,吋暫.凸當畠剖亀嚇fh號唾乱低地劇鋤悔秒.号ﾐ淫与身d,己弄＆副箏.古里F宅,ﾝ‘f5--,.J手字EFr Fr＝三座･琴･ fT菖釦･』･罠:津･＝E ｡－居1. ざ . 』 , 』--. ･･ ･ ・ 卜･ ‘ ･夢f点･早革･画5F,坐I亨 ‘･ざ,急 ぎ .. '､I斌碑弘誼著群謡h…野…

〔受験資格〕

・ 旧計理士，税理士， 旧税務代理士

・ 大学における商学の教授，助教授，講師

・ 行政機関において，会計検査，銀行検査，私企業の財務に関する行政事務を行う

者で，大蔵大臣の指定する者

・ 金融機関等において資金運用又は会計を担当する課長以上の者

・ 一定規模以上の会社において会計を担当する課長以上の者 ”

． 大蔵大臣の指定する会計，財務の研究・調査機関の責任ある地位の者

〔合否判定方法〕

薊駿蹴具風盛観

､

;録驚驫蛾糞無埠鷆黙撫息悪鯛悪驫熱患鶏息皐驫窺窪

ことができる6
歩…些眉……密溌…

’ (掛酌の方法）

総得点が，合格基準点の7 5％である者について，総得点に以下の点数を加算し
黙f

て行う。

一手

’

総得点十% （在職年数－3）× （満点×0． 7 5）

（国会答弁） 薮
：

「必要に応じ」 と規定したのは，筆記試験の合格点数に到達している者をもって，
零｡会＝竺恥･'1 ‘語'弓公一ｴｰｰ･一彦'迫干与･-辛い:･罰:一鉢.畠誤.~靭哩蛤･凹哩･忌勾一・‐･膜｡｡…-審･･､閏▽－ｨ餅:-=一凸､…･･ ．←, 僧.『.=,-2分-一・内･由･ ･､､や，｡¥蝉晶さ｡ ､2．．，4吟． ､蚕:､..‘Pへ｡ '.=呂稲デ ｰ．．~'. : . 『･ '､ . . .. 1▽､= ･ " . . .,-､｡』傘『禅．

予め予定した合格者数の全部に達した場合には，経験年数を闇酌して今不判定をす…_』=≦堂堂篁雪上壷鯰L雲A冨患震蕊鯰"恩期鳳-蕊_緊鑪罵篝儒素:M!:M.M,括鯛J窯震挙翼錆蘆鮨堯:翌聿黒‘』堂雪Mg､’ユヒ急ぐ蕊蕊創夏急蕊曽";農麗Ⅸ恩M…罵翻岬蛉篇|"Fl=IFI",亜り¥繰紙"隷以…

ることはないが，筆記試験の合格点数に到達している者が，合格予定者数に足りな
－一一＝－－－電必幸坐挙一解一己々…－＝司頃垂掴琴抄垂心必当些戸与v-- －和哩必“j■秘…か劃必4鄙昌4趣望＝趣x菫塑ﾐｬﾆ抱画畠国狗■牢屋』蝿争切か紀粋4JL弾と吟"且‘劇蜂臥:曇2も樺と幽唖哩瓢唖上戸罫鎧H･客君:1寺鳥橇噌遍侭呂却w尋-:課fi恥荷調b‘'興騨稗'』f･』｣Q

坐易負』思い息,…職鰄敷窓胤酌恵ゑな息重ゑゑ“

〔特別公認会計士試験を設けた理由〕

１
１

公認会計士の資格を取得するためには，第1次から第3次までの試験に合格し，か
－種…霊謬嘩諫:誕詫受垂憲:穀=細則毒危漁霊畢畠当含も"拙睡苗函認唖夢彗塞蘂垂鐸.垂茸毒導"母匙,些畦妾略≦:瞬海?,:ｴﾔ:零巽･と舞舜.鼬,訟灌排騨塾弾皐蝿訟津

つ第2次試験と第3次試験との間に＆鍾驫閲恩黒瀧蕊鱗駄を積むことが必要とされている
…＝I聡凶獅湧癖昌#…曲率鍾謹迩澤蕊雪春些嘩尚韮諦d唾P麓先占函E鱒

ため，公認会計士制度発足の当初においては，公認会計士の資格を有する者が存在し
－両一一辛包当y写押印科寒¥到頭圃申色封戸⑰'4管"F÷糞沙~§G鞍鉾ﾛf翠魁､期嘩'鏡吐出勺客1F均頁;･竜鍾当他*今零世』麗卉琴奄みこ"聖霊.蚕芦琴ざU副審鞭i噂”,0,f1fc臣j万公1m?*'Y寺f匂､..r密諏.乱F師亦侃碗働報h置里蛭常蝿}邑嘆斑庵▽壼砦一・if牟噛夢詫u'4f'軽

皇叫蕊I島皇旦ZEM
ところで，制度発足当時，計理士，学者， 官庁， 金融機関，私企業においては，財
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…溌
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龍 驚

務Iこ関する監査証明業務を積んだ趣且墓煮勘漁_処， これらの者を公認会計士として迎

え入れることができれば，新しい公認会計士制度は，充実した陣容をもって第一歩を

踏み出すことができると考えられたが， これらの者は，相当の社会的な地位を有し，
■芭一士配己韓＝且陛錘～壹郵塞廻凄御1歩』画詞調コ陣。α画學U己＝fdt齢耳､二1恥草踊〆諺､＝4鄙耳介空f2r,｡墨h･伺い-1ざサ狸,,.,'－．．率い･FF14qj･I一尾『屯向 邑・･当晶J 『も&.．?亀.学‘fPj,'3二”1画窺壼、詞料L恥､ 6｡、g1r内拙･I』且寧繰虻田晒旦岨座zF脚

－菫窓な一ら離血重相当無数産騒烹上)ゑ左泌…湧常Q試験を量離し’一公認会計土になゑ魚…

生｣主上墓_且と周ね迩左Zﾐ妙，学理に偏することなく実務を中心とした試験を行い， こ

れに合格した者には直ちに公認会計士の資格を与えるのが望ましいと考えられたこと

から，特別公認会計士試験が設けられた。
■
凸
、

星一瞳員雌翼主誠駿=』

I日和a｣_黒あゑ照吸…礁鼠蕊gm_税理士試験とは別に，特別の税理士試験が行わ

れた。

〔受験資格〕

・ 官公署における国税又は地方税に関する事務に専ら従事した期間が2 0年以上の
一一一一一二一ゴー~~~今竿一や也唾剖乱』王署ｴｰﾆｰ樫＝･一寺当学一記J4jﾕ'1.屯』･…ﾛ．‘‘ ･･4L, 画箔.~､1 ． ．' ‘ , .‘毎も．, ､ 9 . .F､知' .､ 』 -‘,' . ･ '-- . '-0凸昌彦辰#1“･砿q劇略､碧ケV胸･判J密も革睦師h'報h?I吉延弓塾.』型”,0喚』ｴ､畦…楢強風搾智.画

者
等郡4創竿侭乳搾､戸お巳、

・ 言撰土又鮭篭t土徳に従事蛾期間加…0年以上に春ろ煮…
〔合否判定方法〕

一

■

■

■

■

■

■

■

■

■

』

町

．

胸

』

■

固

弓

凹

岡

且

試験科目の座鐵鳥霞圭嬢鯉憩蕊』熟蹴鞠
三一室‐ ニー

蠣驫熱意通関霊皇圖 息燕謹息撫驫懲為驫馳“兎患蝋息

三_皇蕊悪童嬢息。

（陸|酌の方法）

鰕息鵬以燕I鰄歎勲臘膳忌i漁。

総得点-|‐ （満点×0. 1 ) -|-受!験資格を取得するために必要な年数を超える
. ‘ .｡P ･ ‘幸 . _ .…-.-,･寺垂字四一

在職年数× （満点×0. 0 1)
型デー跨竿可－0，°塁0ﾚｰ一幸盈引式－』｡，孟觜･凸配，.，年榊哩

〔特別税理士試験を設けた理由〕

税理士，公認会計士制度が創設されたことにともなって， 旧来の税務代理士，計理

士の制度は廃止された。そのため，税務代理士であった者については，税理士資格が

認められ， また，実務経験が2年以上の計理士は，税理士法施行から3か月間に限り，

その申請により， 旧税務代理士法に基づいて，税理士の資格を取得することができる

ものとされていた。また，官公署における国税に関する事務に専ら1 5年以上従事し

た者，又は地方税に関する事務に専ら2 0年以上従事した者については， 直ちに税理
士となる資格が付与されることとされた。

そのため，税理士制度が創設された時点において，税務代理士であった者，実務経

蕊
奇
馴
代



騨驚禦騨識鋤溌蕊鶴ゞ
》聯
〃
た

辮
一
一
’
‐
し

騨
事
蝿
従

一
糠
｝
」

．
諏
心
一
：
、
〃
伽
Ｖ

聯
？
務

騨
事
辮
ブ
Ｏ

蝉
す
瀞
関
罐
に
瀞
〆
税姿
辮
鈍

謬
趨
、
．
＆
Ｉ
ｐ
Ｌ
Ｖ

灘
？
又

灘
税
辮
国

鞭
プ
○

雛
＋
ノ

熱
が

§
鏑
に
繩
署
騨
公
癖
ゞ
官

辮
び

蕊
一
籏
辮
，
》
班
蝿
計
辨
の
輕
上

灘
い
ゞ
以

聯
》
年

形
灘
、
／
ム

鱗
々
が

蕊
験

蝋蕊蒋
篝
一
・
》
口
：

課
》
．
』
年職

期間が1 5年以上になる者は，税理士資格を取得することができた｡しかしながら塁
宕三一一一＝一-三雲＝生･ニー～＝-ﾆｰﾆｰｰ=-房彗弄‘.~犀""･宰葬＝

も

_宣土埋主＠コ-ち脱測鯉土史鴬掻産取侵恵罵憲孟熱煮, あ這至墜一隆一国礎璽拠友遡三関_…
格漁期黙重重割鰄恩左者力量：その後，十分な実務経する事務に従事した者で税土里二t孟鴦

験を備えるに至り，税理士法制定の際の経過措置に則ってみると，税理士資格を付与

しても問題がないと考えられる者が現れるようになり， また， これらの者から税理士

資格取得のための特別の措置を求める要望が強く出されようになったため，特別の税

理士試験が設けられた。
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０
１
１
１
４
可
１

■
０
１
１
１
１
１
９

!
’

拠
第
三
十
項
の
規
定
に
よ
る
税
理
士
試
験
は
、

第
三
条
第
一
項
並
び
に
第
十
三
条
第
四
項
及
び
一一

第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
：
第
六
条

の
規
定
に
よ
る
税
理
士
試
験
と
ゑ
な
す
。

一

妬
第
九
条
の
規
定
は
、
第
三
十
項
の
規
定
に
よ

‐
る
税
理
士
試
験
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

鉛
前
五
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
項

の
規
定
に
よ
る
税
理
士
試
験
の
実
施
に
関
し
必
一

要
な
事
項
は
、
大
蔵
省
令
で
定
め
る
。
峪
一

瓢
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
前
項
の

規
定
に
よ
る
税
理
士
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で

、
ユ
ロ
フ
ｏ
Ｏ

－
も
っ
ぱ
ら
国
税
又
は
地
方
税
に
関
す
る
行

政
事
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
二
十

年
以
上
で
政
令
で
定
め
る
行
政
事
務
の
区
分

に
応
じ
政
令
で
定
め
る
年
数
以
上
に
な
る
者

二
計
理
士
又
は
会
計
士
補
で
こ
れ
ら
の
者
の

業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
十
年
以

上
に
な
る
者

艶
第
三
十
項
の
規
定
に
よ
る
税
理
士
試
験
は
旬

試
験
委
員
が
へ
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
租
税
又
は
会
計
に
関
す
る
実
務
に
つ
い
て

行
う
。

勘
…

（
昭
和
三
一
年
法
律
第
一
六
五
号
追
加
）

釦
昭
和
三
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
五
年
間
に
限

ｌ
罰
對
溺
急
螺
蕊
漂
舗
樫
畷
轌

る
場
合
に
は
、

Ｅ
篭
４
Ｊ
暑
眉
董
裂
鴬
愚
斜
驚
鯉
聴
朝
卿
罰
過

難
識
華
灘
湾
鰯
磁
鐸
嶬
瞳
舗
鰯
嶺
悪
感

こ
ろ
に
よ
脂
リ
、

か
、

胎
叩
／
、

蝿
蕊
蕊
瞬
職
縛
欝
欝
灘

鞘
一
か
へ
掘
謹
．
．
Ⅷ
．
制
作
畷
や
堀
ず
・
母
黙
捌
。

雷
．
鳩
、
唾
牌
炉
●
恥
幾
や
↓
糸
『
一
母
一
馬
難
語

政
令
で
定
め
る
と

試
験
の
ほ

職財

岬
麹
謬
癖
癖
謹
辮
率
酔
睡
藷
戦
謹
締
鰄
騨
癖
識
蝉
辮
辨
雛
謬
騨
鍔
鱗
癖
譲
轆
鯉

口唾

P

Ｉ
１
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ
ｆ
怯
附
測
渥
涯
謄
擢
惟
撹
葎
蕊
驚
に
縮
刷
暹
虻
頓

第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
法
第
六
条
第
二
号
に
規
定
す
る
会
計
誉
一
．
に

属
す
る
科
目
を
主
と
し
た
会
計
に
関
す
る
実
務
に
つ
き
、
同
項
第
二
号
に
掲

げ
る
者
に
つ
い
て
は
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
税
法
に
属
す
る
科
目
を
主
と

し
ヒ
ヨ
寺
兄
こ
呵
更
α
″
”
、
三
革
臼
・
》
、
ノ
レ
、
、
』
・
》
・
・
〃
・
・
・
！
‐
，
，

し
た
租
税
に
関
す
る
実
務
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
筆
記
及
び

冊
篇
三
十
一
頁

Ⅲ
Ⅲ
測
酋
却
寸
Ｊ
１
！

『
１
１
吋
Ｔ
才

（
昭
和
三
六
年
法
律
第
一
三
七
号
一
部
改
正
）

了
附
則
第
三
十
項
中
「
昭
和
三
十
一
年
七
月
一
日

か
ら
五
年
間
に
限
り
」
を
「
当
分
の
間
」
に
改
め
る
。

奪蕊 ＃ゲ淀 縄．域？ (繩：

〆･鎗隼，修一==、-ﾉ、一・一琴~……－=一一、

{署
卜百
t分
）の

|菫
］一

卜 ．に

）相
三当て，-、

窪
-す
： る

1点

蕊溌：;黙の未諜革の満，当に端

受に点該のは

轤敷満合 、
点計そ

直誇の数の

零.事!”合の端

糾
仇
畑
仕
Ｌ
Ｌ
汁
値
齢
朏
仁
川
Ａ
洞

で
計
数
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
点
数
を
こ
え
る
と
き
は
、
当
該
点
数
）
を

、

）

１
．
１

頭
に
よ
る
試
験
の
満
点
の

ｂ
Ｈ
９
困
昏
凶
■
閤
悉
Ｘ
風
呂
世
世
態

卯

口
頭
に
よ
り
行

う
。
た
だ
し
、
筆
記
に
よ
る
試
験
の
成
讃
の
点
数
と
第
十
二
項
の
規
定
に
よ

り
加
算
さ
れ
る
点
数
と
の
合
計
点
数
が
筆
記
及
び
口
頭
に
よ
る
試
験
の
満
点

の
合
計
数
の
百
分
の
六
十
以
上
と
な
る
者
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
る
試
験

を
免
除
す
る
。

（
昭
三
一
政
二
二
六
・
追
加
、
昭
五
六
政
六
一
・
一
部
改
正
）

ｕ
法
附
則
第
三
十
項
の
規
定
に
よ
る
税
理
士
試
験
の
合
格
は
、
筆
記
及
び
口

鴬
蕊
蕊
霧
蕊
麓
溌
蕊
蕊
議
鑿

法
附
則
第
三
士
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
数
の
参
酌
は
、
そ
の
者
の
法
附
則

墓
一
千
項
の
規
定
に
ょ
乱
制
野
蕊
部
魏
麺
鰯
織
蝿
鍵
畷
舗
調
謹
嘩
筆
記
及
び

■

加
算
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
．

頭
に
よ
る
試
験
の
得
点
数
の
合
計
数
に

（
昭
三
一
疎
二
二
六
・
這
加
、
昭
三
六
政
一
九
四

（
昭
三
一
致
一
三
六
・
追
加
）

q》

雑
慧
堂
蕊
鎌
翻
嘩
蝿
Ⅸ
、
そ
の
点
数
が
筆
記
及
び
口

勿
計
諦
蝿
耐
哉
黙
認
空
想
剰
蝿
建
輝
瀧
劃
塞
霊
霊
劇
礒
蕊
§

（
昭
和
五
五
年
法
律
第
二
六
号
一
部
改
正
）

附
則
第
三
十
項
中
「
当
分
の
間
」
を
「
昭
和
五
十
六
年

四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
二
項
中
「
試
験
委
員
」
を
「
税
理
士
審
杳

会
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
四
項
中
一
・
、
第
十
三
条
第
四
項
、
第
六
項
及

び
第
八
項
並
び
に
第
十
四
条
第
二
項
」
を
「
及
び
第
四
十

八
条
の
五
」
に
改
め
る
。

一

・
一
認
改
正
）

■

▲

ｑ■■

叫白《

↓王

■
壷
ｑ
『
■
■
岬

▲

子
二

■恥

Ｐ宅

“
｝

『

肌

：

・
Ｙ
‐

一
Ｊ
》
．

れ．一

↑一怖一

一割

．
》
一
《
ゞ
’
一
・

峰

、
痙
愁
惟
鄙
恥
に
“
》
〉
畷
鋼
一
編
》
韮

凋

泌

峠

池

’

。

．

！

‐

‐

．

，

‐

Ｌ

Ｉ

Ｉ
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１
１
１
‐

１
，
‐
’
１

礎



二
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
旧
大
学

令
に
よ
る
大
学
、
旧
高
等
学
校
令
に
よ

る
高
等
学
校
高
等
科
又
は
旧
專
門
学
校

令
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
け
る
商
学
に

・
脇
す
る
科
目
の
教
授
、
助
教
授
又
は
識

帥
謹
行
政
機
関
に
お
い
て
会
計
械
査
、
銀

行
繊
査
、
法
人
税
叉
は
会
献
そ
の
他
の

剛
体
の
財
務
に
関
す
る
行
政
事
務
を
直

接
担
当
す
る
職
で
あ
っ
て
会
計
士
驚
理

委
員
会
の
指
定
す
ろ
も
の

門
銀
行
、
信
託
会
祓
、
保
嶮
会
就
叉
は

緋
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

で
あ
っ
て
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
お

い
て
、
貸
付
そ
の
他
資
金
の
運
川
（
貸

付
先
の
経
理
に
。
つ
い
て
の
群
在
を
含

む
Ｊ
叉
は
会
計
に
関
す
る
事
務
を
担
当

す
る
地
位
で
あ
っ
て
課
長
叉
は
こ
れ
に

蛾
ず
ろ
も
の
以
上
に
相
当
す
る
も
の

五
前
号
に
鍋
げ
る
も
の
を
除
く
外
、
会

献
叉
は
特
別
の
渋
祁
に
よ
り
設
立
さ
れ

た
法
人
に
お
い
て
会
計
に
関
す
る
事
務

を
担
当
す
る
地
位
で
あ
っ
て
課
長
叉
は

Ｉ
ｌ
１
ｉ
ｌ
：
１
１
「
こ
れ
に
準
ず
る
，
も
の
以
上
に
相
当
す
る

、
も
の
．
・

六
・
商
学
又
は
財
務
に
関
す
る
研
究
叉
は

洲
査
を
目
的
と
す
る
椴
関
で
会
計
士
管

理
委
員
会
の
認
定
す
る
も
の
に
お
け
る

」
斫
究
叉
は
調
査
に
つ
い
て
の
責
係
あ
る

・
地
位
・
、
ｉ
・
；
１

３
間
家
公
務
員
法
施
行
前
に
お
け
る
一
級

官
叉
は
二
級
官
の
職
で
あ
っ
て
会
計
徴

査
、
銀
行
穐
査
、
法
人
税
叉
は
会
献
そ
の
他

の
剛
体
の
財
務
に
関
す
る
行
政
訓
務
を
直

接
担
当
し
た
も
の
は
、
前
填
の
規
定
の
池

川
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
棚
頑
第
三
号
の

・
規
定
に
よ
り
会
計
士
符
孤
委
員
会
の
折
定

し
た
職
と
み
な
す
。
・

４
勝
別
公
認
会
計
士
試
醗
に
合
桁
し
た
者

は
、
公
認
会
計
士
と
な
る
蚕
格
を
右
す

う
（
〕
○

５
特
別
公
認
会
計
士
試
駒
を
蕊
け
よ
う
と

す
る
新
は
、
五
百
円
を
、
誕
臓
手
数
料
と

し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
は
、
節
十
三
條
卵
二
項
の
規
定
を

・
２
商
学
に
属
す
る
科
目
に
関
す
る
研
究
に

‐
よ
り
学
位
を
授
與
さ
れ
た
表
及
び
左
の
各

号
に
掲
げ
石
職
の
一
又
は
二
以
上
に
在
つ

・
て
そ
の
職
に
在
っ
た
年
数
を
猟
算
し
て
三

・
一
年
以
上
に
な
る
渚
は
‐
特
別
公
認
会
計
士

・
蕊
．
試
騒
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
．

誌
五
十
七
條
：
昭
和
二
土
一

鮴
鮒
伽
腓
脇
空
枇
朏
脱
撚
鮴
一
帖
＃
鵬
追
加
）

６
．
時
別
公
認
会
計
士
試
蝋
に
合
格
し
た
者

に
は
、
特
別
公
認
会
計
士
拭
臓
に
合
桁
し

た
こ
と
を
証
す
る
証
書
を
披
典
す
る
。

試
瞼
を
行
う
。

ら
三
年
以
侭
に
限
り
、
会
計
士
管
理
委
員

会
の
定
め
る
時
期
に
、
特
別
公
認
会
計
士

郡場
川合
すに
ろは
0 ，

凸一
一
一

事ざ 計
理
士

謹
爵
蕊
議
謝
劔
蕊
謝
遥
翼
悪
殿

一
年
八
月
一
日
か

ｒ
‐
エ■

Ｉ
Ｉ
ｂ
Ｉ
Ｉ
１
ｈ
ｌ
Ⅱ
Ｌ
Ｐ
日
日
ａ
か
砠
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訶
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第
五
十
九
条
中
「
特
別
公
認
会
計
士
試
験
」

を
「
検
定
」
に
改
め
、
「
試
験
科
目
及
び
試
験

の
方
法
」
を
「
検
定
科
目
及
び
検
定
の
方
法
」

に
改
め
る
。

め
、
同
条
を
第
五
十
七
条
の
三
と
し
、

十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
十
七
条
の
二
中
「
特
別
公
認
会
計
士

試
験
」
を
「
検
定
」
に
改
め
、
「
試
験
科
目
」

を
「
検
定
科
目
」
に
改
め
、
「
受
験
者
が
前
条
」

を
「
検
定
を
受
け
た
者
が
第
五
十
七
条
」
に
改

め
、
同
条
を
第
五
十
七
条
の
三
と
し
、
鋪
五

（
昭
和
二
七
年
法
律
第
二
七
○
号
一
部
改
正
）

館
五
十
七
條
の
二
第
二
項
中
「
公
認
芸

計
士
曹
抑
委
員
会
規
則
」
を
「
政
令
」
に

改
め
る
。

第
五
十
七
条
の
二
検
定
は
、
第
十
条
に
規

定
す
る
第
三
次
試
験
を
受
け
る
た
め
必
要

な
専
門
的
学
識
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判

（
昭
和
二
八
年
法
律
第
八
二
号
一
部
改
正
）

第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
五
年
以
内
」
を

「
六
年
以
内
」
に
改
め
る
．

４
検
定
に
合
格
し
た
者
は
、
第
十
一
条
の

〃
扣
掘
幸
仁
に
《
か
，
が
、
つ
・
っ
羊
ｊ
、
鈴
蝸
三
玲
公
孝
武
畭
群
ご
平
へ
Ｉ

扣
掘
幸
仁
に
《
か
，
が
、
つ
・
っ
羊
ｊ
、

を
「
検
定
」
に
改
め
る
。

（
昭
和
二
九
年
法
律
第
一
七
五
号
一
部
改
正
）

第
五
十
七
条
第
一
刺
を
次
の
よ
う
に
改
め

同
条
第
六
項
中
「
特
別
公
認
会
計
士
試
験
」
を

「
校
定
」
に
改
め
、
同
条
節
四
項
を
次
の
よ
う

第
五
十
七
条
第
二
項
中
「
商
学
に
属
す
る

科
目
に
関
す
る
研
究
に
よ
り
学
位
を
授
与
さ

れ
た
者
及
び
左
の
各
号
に
掲
げ
る
職
」
を
「
昭

和
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
左
の
各

号
に
掲
げ
る
職
」
に
改
め
、
「
特
別
公
認
会
計

士
試
験
」
を
「
検
定
」
に
改
め
、
同
条
節
五

輌
中
「
特
別
公
認
会
計
士
試
験
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
千
円
を
、
」
を
「
検
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
五
百
円
を
、
」
に
改
め
、

る
。

に
改
め
る
。

…
》
農
鱗
驚
欝
罵
驚
驚

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
す
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
目
的
と
し
、

会
計
学
及
び
商
法
（
海
商
、
手
形
及
び
小

切
手
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
、
こ
れ
を
行
塘
う
。

第
五
十
八
条
中
「
特
別
公
認
会
計
士
試
験
」

昭
和
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
三
年
以

内
に
限
り
、
大
蔵
大
臣
が
定
め
る
時
期
に

第
三
次
試
験
の
受
験
資
格
に
つ
い
て
の

検
定
（
以
下
「
検
定
」
と
い
う
。
）
を
行

。

Ｐ
「
ノ

認

号；

翫
静
涯
弐
鞍
詳
鷲
壁
騨
畿
侭
》
穀

繍
蕊
鍵
議
灘
蕊
識
駕
鍵
騰
灘
鱗
騨
騨
鐵
職
殿

藍篤震:§：

小
》

八
ム
訓
叩
Ａ
云
卦
則
Ｉ
工
仕
仏
給
肥
斤
ｕ
Ａ
口

（
昭
和
二
七
年
政
令
第
三
四
三
号
）

第
三
條
法
第
五
十
七
條
の
二
第
一

よ
る
も
の
と
す
る
。

２
・
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
七

條
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
職
に
あ
っ
た
年

数
に
七
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
、
当
該
年
数
に
七
月
以

上
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

Ｌ
一
一

、
１
、
、
、

定
に
よ
る
年
数
の
し
ん
し
や
く
は

科
目
の
成
績
で
あ
る
得
点
の
合
計

格
基
準
点
数
の
百
分
の
七
十
五
以

る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
得
点

数
に
、
そ
の
者
が
法
第
五
十
七
燦

各
号
に
掲
げ
る
職
に
あ
っ
た
年
数

年
を
控
除
し
た
年
数
一
年
に
つ
き

験
科
目
の
満
点
の
合
計
数
に
千
分

五
を
乗
じ
て
得
た
点
数
を
加
算
し

そ
の
者
の
得
点
の
合
計
数
と
す
る

れ
を

》
③
。

一
年
と
し
て
計
算
す
る

１
１

１

１

Ｊ
も
の
と
｛
〕

無
量
た
数
篁

方
法
浜
』
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一

試験の
目的

受 験 資 格
受験欠格事由等

の
除

験受
免

験
目

争
ｄ
ｐ
Ｇ
１
日
司
り
４
一
寸
凸
■
毎
Ｆ
■
■
■
卜
Ｔ
２
■
、
勺
Ｐ
４
４
６
●
？

試
科

合格者の決定方法
合格基準等

試験実力
試験委

回機関の設置， 構成
三の構成， 任期等

不正受験者
の取扱

司法試験

や ｡

法律

ｑ

己

申
０
１
４

ｑ
ｆ

〔法律〕
験
験
試
試
次
次

一
一
一
一

の受験資格

論文式試験
口述式試験

〕
(一部規則験

）
試験験中筆記

免除

律
試
任
試
験

法
次
委
次
受

〔

一
に
こ
の

〔法律〕 ；
具体的試談科目
規則により, ：商法，民
訴法の出題範囲を限定

Ｐ
ｄ
Ｆ
申
Ｆ

０
Ｆ
○
ひ

。
。
■
む
ｉ
●
凸
日
守
口
。
●

〔法律〕
合格者の決定は，
委員会の議による

考査 成
命
続

構
任
手

設置

委員の

規則〕
会議の

理委員会の

関たる考査

管理委員会
理委員会の

〔法律〕

蕊憲
方法，任期
〔司法試験
司法試験管

止
消

試験の
験の禁
格の取

律
該
受
合

法
当

司法書士試験 －

匂一

鍵る1識㈲
〔法律〕
法務大臣による試験の実施
問題作成，採点を行う司法書士試
験委員の設置，任命方法
〔政令〕
司法書士試験委員の人数等

省令
同上

公認会計士試験 法律

述試験中口
格

〔法律〕
二次試験
三次試験
三次試験
の受験資

中筆記試験
除

法律〕
次試験
次試験
次試験
受験免

〔
一一

一

一

一

一

一

の

〔法律〕
一次，二次言
具体的試胃
三次試験：目
る監査， う
の実務， 言
法律により，
題範囲を限買

●
●

す
他
出

試験
目
に関
その

の法

験
科
務
析
文
商

ｂ
０
国
巳
ｂ
‐
ｂ
、
ｐ
０

b

D

〔政令〕
口述試験受験資格
筆記試験受験免除資格
を得るための筆記試験

書琴續基準
落墓塁し三次試験の合

〕

関たる公認会計士審査
委員の人数・任命方法

施機
置，

会に
天身溌試験委員の任，

法律
験実
の設
任期
審査
方法

〔
試
会
・
同
命

止
消
期
禁

験の
の禁
の取
内の
験の

試
験
格
以
受

律
該
受
合
年
の

法
当
３
間
止

税理士試験 法律 〔法律〕
受験資格
(一部政令委任）

〔法律〕
－部科目の受験免除

〔法律〕
具体的試冒
法律により，
出題範囲部鬘昇学の

〔政令〕
－部科目の試験免除資
格を得るための成績基
準

〕

実施機関たる税理士審査会の
，委員の任命方法・人数・任

置かれる試験委員の任
期 一

〔法律〕
試験実施機

薑置委員
同審査会に
命方法，任

律
上
法
同

弁理士試験 政令

する弁理

蕊引用

事由
規定
格事
受験

令〕
欠格
律に
の欠
験の

政
験
法
士
試

ｔ
受
本

〔法律〕
予備試験の受験免除

〔政令〕
具体的試勇

｜
｜

’

’

’
｣

r ◆
､

§科目
〔政令〕
合格者の決定は，弁理
士審査会の議定による

〔政令〕

蜜簔鬘謹鳥設置 同審査会に
政令
同上

医師国家試験

ー

法律 〔法律〕
医師国家試験の受験資
格

〔法律〕
医師予備試験の受験
免除

〔法律〕
国家試験
識技
〔政令〕
予備試験
科目

搾る”能

●
●

1
ａ
ｖ
０
Ⅱ
争
廿
８
８
４

聖体的試験

委員の
よる試験の実施
関たる医師試験

ｊＡ戸

試験委員の任命方法，人数，

〔法
厚生
試験
設置
〔政

欝

止
消
受

試験の
験の禁
格の取
期間の
禁止

律
該
受
合
定
の

法
当
一
験

国家公務員試験

ー

法律
人事院
規則

〔法律〕
各試験共通の受験欠格
事由
〔人事院規則〕
各試験毎の受験資格

4

〔童毒縛
定 i

４

４

０

Ｆ

や
Ｉ
■
６
０
１
４

〕
科目を規

〔人事院規則〕
試験機関は，採用試験
の結果に基づいて，合
格者を決定する。

〔人事院規則〕
試験機関が人事院であること 所

人事院規則
受験試験場
らの退場
受験の無効


